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                                                2020年 9月 8日現在 

※ブックマークから各発表論文に移動することができます。 

第 1日 10月 3日（土） 

 Zoom 会議室 

9:45～ 9:55 開会式 

10:00～10:30 ◎鈴木一生(筑波大学大学院)，小泉公乃(筑波大学) 

米国における特別目的政府による公共図書館経営の理論的基盤 

10:30～11:00 ◎松井健人(東京大学大学院) 

ヴァイマル期ドイツにおける閉架式図書館と図書館利用者研究の創始:W・ホーフマンの活動

を中心に 

11:00～11:30 ◎矢田竣太郎(奈良先端科学技術大学院大学)，浅石卓真(南山大学)，宮田玲(名古屋大学) 

学校図書館による教材提供を支援する図書選定システムの提案とユーザインタフェースの予

備的評価 

11:30～12:00 ◎東山由依(昭和女子大学) 

日本の学校図書館における学習活動の分析:私立女子中学校を事例として 

12:00～13:00 休 憩 

13:00～13:30 ◎山田翔平(東洋大学) 

大学の属性と大学図書館の蔵書の関係の分析:経済学分野を対象として 

13:30～14:00 ◎下野幹弥(筑波大学大学院) 

電子書籍の価格と需要の関係に関する国際比較 

14:00～14:30 ◎吉井潤(都留文科大学) 

新型コロナウイルス感染症対策から捉えた公立図書館のトイレ環境に関する現状調査 

14:30～15:00 休 憩 

15:00～15:30 
伊藤民雄(実践女子大学) 

わが国における戦後 25 年間の図書館サービスの推移について:『図書館学文献目録』（私立大

学協会, 1971）を利用して 

15:30～16:00 森山光良(東京大学大学院) 

日本の広域行政の制度的枠組みへの公共図書館ネットワークの対応について:日仏米の比較

制度分析を通して 

 

 

 

 



第 2日 10月 4日（日） 

 Zoom 会議室１ Zoom 会議室２ 

10:00～10:30 木村麻衣子(日本女子大学) 

漢籍利用者へのインタビュー調査に基づく

利用者タスクおよびエレメントの抽出 

栗山正光(東京都立大学) 

レファレンス事例の陳腐化と追跡調査の有効

性:「セレンディピティ」に関する調査を例にし

て 

10:30～11:00 谷口祥一(慶應義塾大学) 

NCR2018 と RDA の記述規則の RDF データ化 

福永智子(椙山女学園大学) 

レファレンス協同データベースに蓄積された

読書相談質問の実際 

11:00～11:30 雪嶋宏一(早稲田大学) 

16 世紀ケルンにおけるページ付け印刷の発

展について 

望月道浩(琉球大学)，金沢みどり(東洋英和女

学院大学) 

日本の公共図書館の子ども読書 Webページの現

状と課題 

 ポスター発表（Zoom 各会議室） 

11:30～13:00

（昼食を含

む） 

P-1：●高橋今日子(鶴見大学大学院)，角田裕之(鶴見大学)，河西由美子(鶴見大学)/横浜市学

校司書を対象とした探索的インタビュー調査分析 

P-2：▲杉江典子(東洋大学)/レファレンス情報源の出版傾向に関する基礎データの分析:1990

年から 2019 年までの変遷 

P-3：◆鬼頭孝佳(名古屋大学大学院)，西田喜一(名古屋大学大学院)/「これからの図書館像」

の成立過程から見る図書館政策の展開 

P-4：●小山憲司(中央大学)/大学生による遠隔授業の評価と課題:図書館情報学教育科目にお

けるアンケート調査結果の分析 

P-5：▲カレイラ松崎順子(東京経済大学)/日本における子ども英語図書館の設立の可能性を

探る:釜山広域市立中央図書館別館釜山英語図書館の英語プログラムから 

 
以下の印の付いた時間帯には必ず自分の Zoom会議室に待機し，訪問者への説明の実施，質問等への対

応を行ってください。それ以外の時間帯は，他の発表者の発表を聴くなどしても構いません。 

●：11：30～12：00，▲：12：00～12：30，◆：12：30～13：00 

昼  食 

 Zoom 会議室１ Zoom 会議室２ 

13:10～13:40 河村俊太郎(東京大学) 

図書館との比較からみた場としてのアーカ

イブズの位置づけ 

池内淳(筑波大学) 

公共図書館需要の移転に関する実証的分析 

13:40～14:10 
髙橋今日子(鶴見大学大学院)，角田裕之(鶴

見大学)，河西由美子(鶴見大学) 

横浜市学校司書の業務に関する質問紙調査

分析 

松本直樹(慶應義塾大学) 

公立図書館の指定管理者制度導入に対する地

方議員の認識 

14:10～14:40 根本彰 

国際バカロレアにおける図書館の位置づけ

についての考察 

山本順一(放送大学) 

インターネットアーカイブ訴訟の表層と深層:

アメリカ著作権制度における権利者と大規模

デジタル化組織との利害相克 

14:40～15:00 
休 憩 

15:00～16:00 
会員集会・学会賞等授与式（Zoom 会議室１） 

16:00～16:10 
閉会式（Zoom 会議室１） 

※氏名の前の◎は優秀発表奨励賞授与候補者（自己申告による若手研究者）です。同賞選考委員会が審査し，受賞者を

選出します。所属は教職員（常勤／非常勤）・学部生は「機関名」（「大学名」），院生は「大学院名（「〇〇大学大学院」）」

としました。 



 
 

米国における特別目的政府による公共図書館経営の理論的基盤 

 

鈴木一生† 小泉公乃‡  
†筑波大学大学院 

s1830503@s.tsukuba.ac.jp 

‡筑波大学 
koizumi@slis.tsukuba.ac.jp 

抄録 

本研究の目的は、包括的な文献レビューを通して、図書館区の持つ要素を体系的に

整理・分析し、図書館区経営の理論的基盤の全体像を解明することである。さらに、

その分析結果を基礎に図書館区研究における課題を示す。分析の結果、図書館区経営

の理論は、1)財務政策、2)管理 /経営、3)政治的透明性の確保、4)地理的境界、5)図書

館サービスの 5 つに分類でき、これら理論の中核的理念は、「持続性」と「自律性」

であった。その上で、図書館区研究上の課題として課税権を中心に論じられてきた「持

続性」に加えて、「自律性」についても実証的に解明することの重要性を指摘した。  

 

1. 研究の背景と目的 

米国の郡や市町村といった一般目的政府

(General-Purpose Governments)における財政

悪化に起因し、公共図書館の財源が減少する中

で、図書館区(Library Districts)は安定した資金

を確保できる経営モデルとして注目されている。

図書館区とは、図書館経営という単一目的のた

めに設立される課税権や起債権を持つ特別目的

政府(Special-Purpose Governments)の一形態

である 1)。近年の研究から課税権を持つ図書館

区は、一般目的政府や非営利組織(Non-Profit 

Organizations)に経営される公共図書館と比較

して、より安定した財源を確保していることが

実証されている。しかしながら、ニューヨーク

州立図書館が、図書館区について資金調達の優

位性に加えて、説明責任や自律性が向上するこ

となども主張している 2)ように、財源の安定性

は、その 1つの特徴に過ぎない。 

本研究の目的は、包括的な文献レビューを通

して、図書館区の持つ要素を体系的に整理・分

析し、図書館区経営の理論的基盤の全体像を解

明することである。さらに、その分析結果を基

礎に今後の図書館区研究における課題を示す。 

図書館区経営の理論的基盤を明確化すること

で、「図書館区という経営モデルの特徴」とこれ

まで見落とされてきた「一般目的政府や非営利

組織に経営される公共図書館の特徴」を示すこ

とができる。このことから、図書館区の経営理

論の明確化は、図書館経営の理論研究の発展の

ためにも重要である。 

2. 研究方法 

分析対象は、合計 21 件の文献である。この

文献には、研究論文や学術書に加えて、図書館

区について理論的に論じている American Li-

brariesやLibrary Journalに掲載された論考、

州立図書館や州の図書館協会のレポートなども

含まれる。文献の選択に当たっては、図書館区

の制度を基礎にしつつも、それがもたらす経営

への影響までを理論的に言及している文献を対

象とし、時事的な事例報告や法令の紹介など図

書館区制度を概説的に述べるにとどまっている

文献については分析対象には含めなかった。 

対象の期間は、Scheppke(1991)が米国におけ

る公共図書館経営の新たな傾向として「図書館

区への再編成及び統合」を述べたこと 3)を起点

とし、1991年から 2019年とした。 

分析対象文献の入手手順は次の通りである。

第 1 に、学術文献データベース(ProQuest, 

EBSCO)を利用し、図書館区について記述された

論文、選択基準に合致したインタビュー記事や

レター記事を入手した。第 2に、収集した資料

の引用及び参考文献を確認し、図書館区に関連

性の高い文献、州立図書館や州の図書館協会か

ら発行されている研究レポートを芋づる式に入

手した。第 3に、図書館情報学における専門図

書館である筑波大学図書館情報学図書館でブラ

ウジングし、図書館区について論じている文献

を入手した。 

分析の手順は、はじめに文献を精読し、図書

館区経営の理論を構成すると考えられる要素を
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抽出した。その後、概念の大きさに基づき、第

二著者との議論を通して要素を分類・整理した。 

 

3. 研究結果 

図書館区経営の理論は、16の要素によって構

成されており、それらは 1)財務政策、2)管理/

経営、3)政治的透明性の確保、4)地理的境界、

5)図書館サービスの 5つに分類された (表 1)。 

これら理論は、後述のように、「持続性」と「自

律性」という 2つの中核的理念に集約すること

ができた。「持続性」とは、財源の安定性に加え

て、住民が図書館区を支えるという意識に関連

した広範な活動を指す。「自律性」とは、独立し

た組織として、自らの意思で最適に資源を配分

することに関連した行為を指す。また、文献の

中で図書館区は、主に一般目的政府によって経

営される公共図書館と対比され論じられていた。 

3.1 財務政策 

3.1.1収入 

図書館区が課税権や起債権といった財務政策

上の独立性を有することは、一貫して肯定的に

論じられていた。特に図書館区は、住民から直

接的に財源を得る権限を持つことが評価されて

いた 4)。近年、図書館区は、図書館区ではない

公共図書館と比較し、より長期的に安定した財

源を確保していることが実証されていた 5)6)7)。

財源が安定することの利点として長期的な計画

の策定が可能になることが指摘されていた 6)。 

3.1.2次年度への財源の繰り越し 

一般目的政府によって経営される公共図書館

とは異なり、図書館区は、自らの予算を年度内

に全て支出する必要は無く、次年度へと財源を

繰り越せることが利点とされていた 8)9)。 

 3.1.3課税対象地域の拡大 

図書館区は、一般目的政府の境界に捉われず

に、住民投票を通して図書館区域を拡大させる

ことが可能なことからサービスが行き届いてい

ない地域を抱合することに加えて、より大きな

課税基盤を獲得できると評価されていた 10)11)12)。 

3.1.4規模の経済 

図書館区が規模の経済を発揮できるとした見

解については評価が分かれていた。肯定的な見

解は、小さな市町村の図書館と比べ、図書館区

の方が奉仕人口等の観点から単位が大きいこと

を指摘し、規模の経済を活かした経営が実施で

きると評価していた 13)。否定的な見解は、図書

館区が一般目的政府から独立することで小規模

組織となり、経営上、規模の大きい政府組織で

は実現できている規模の経済という利点が失わ

れる懸念があることを指摘していた 8)。 

3.1.5支出 

課税権を持つ図書館区について、安定した財

源を獲得できることが評価されると同時に、一

般目的政府の公共図書館に比べて、支出額が大

きくなることが指摘されていた 5)11)12)13)14)15)18)。

具体的な要因は、一般目的政府の公共図書館で

あれば自ら用意する必要の無いサービスの多く

を独立した地方政府である図書館区は自ら用意

する必要があるためと述べられていた 11)。 

3.2 管理/経営 

 3.2.1迅速な意思決定 

 図書館区は、一般目的政府の判断を待つこと

なく、迅速に意思決定ができることが評価され

ていた 11)。一般目的政府の公共図書館は、職員

の配置転換を実施する時もその政府の人事部や

委員会の承認を待たなければならず、時間と費

用がかかるとした上で、図書館区であればそう

収入
次年度へ
の財源の
繰り越し

課税対象
地域の
拡大

規模の
経済

支出
迅速な

意思決定
裁量ある

経営

一般目的
政府から
の独立

労力の
増加

図書館委
員会の役
割と責任

直接的な
説明責任

住民投票
の権利

非サービ
ス提供地
域への

サービス
提供

地理的境
界の柔軟
な設定

サービス
の特徴

住民によ
る図書館
利用頻度

持続性 持続性 持続性 持続性 自律性 自律性 自律性 自律性 自律性 自律性 自律性
持続性
自律性

自律性 自律性 自律性
持続性
自律性

10 ✔ ✔ ✔

8 ✔ ✔ ✅ ✔ ✔✅ ✅ ✔ ✔

11 ✔ ✔ ✅ ✔ ✔ ✔✅ ✅ ✔ ✔

16 ✔ ✔✅

12 ✔ ✔ ✅ ✔ ✅ ✔✅ ✔

19 ✔

20 ✔ ✅ ✔

4 ✔

13 ✔ ✅

9 ✔ ✔ ✅ ✔

23 ✔

5 ✔ ✅ ✔ ✔

21 ✔ ✔ ✔

17 ✔ ✔✅ ✔ ✔ ✔

22 ✔ ✔ ✔

24 ✔ ✔ ✔

14 ✔ ✅ ✔ ✅

18 ✔ ✅ ✔ ✅ ✔ ✔

6 ✔

15 ✔ ✅

7 ✔

✔

✅

Lietzau(2003)
Waters(2003)

一般的な説明または肯定的な見解

Harris et al.(2010)
Elliott(2013)

Ebdon et al.(2018)
Goldman(2018)

Brawner(2002)
Andersen(2003)

要素(大分類)

要素(小分類)

中核的理念

懸念または否定的な見解

注
番
号

Eisner(1991)
Crismond(1993)
Madden(1993)
Brawner(1993)
Ruhnke(1994)

O’Connor(2004)
Thompson(2005)
French(2008)
Berry(2009)

Rackers(1998)
Fox(2000)

Berry(2002)
Hennen(2002)

表1　文献から抽出した図書館区経営の理論を構成する要素
財務政策 管理/経営 政治的透明性の確保 地理的境界 図書館サービス
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した遅れは発生しないと指摘されていた 11)。 

 3.2.2裁量ある経営 

上記 3.2.1とも関連するが、図書館区は、一

般目的政府に比べて、より広範な権限を有して

いることが評価されていた 5)8)11)12)。例えば、一

般目的政府に経営される公共図書館は、職員の

募集や採用について、一般目的政府に適用され

ている法律に定められたプロセスに従う必要が

ある 11)。しかしながら、図書館区は、自らの裁

量で職員を採用するプロセスを合理化すること

ができ、予算の大部分を占める人件費に対する

無駄な支出を省くことができるとされていた。 

3.2.3一般目的政府からの独立 

図書館区が一般目的政府から独立しているこ

とは、肯定と否定の両面から見解が示されてい

た。肯定的な見解の多くは、財務政策上の独立

性を有していることを指摘していた 8)11)16)17)18)。

否定的な見解では、独立性が高まる図書館区が

他の政府機関及びコミュニティから孤立した存

在になる可能性があることが指摘されていた 8)。 

3.2.4労力の増加 

図書館区の経営には、一般目的政府の公共図

書館に比べ、多くの時間と労働力を費やなけれ

ばならないことが懸念されていた 8)9)11)12)18)20)。

例えば、退職制度や福利厚生制度を自ら確立し

なければならないことである 11)。図書館区のよ

うな小規模組織にとって、これらを確立するこ

とは時間がかかり、またそれを管理するために

は多くの労働力が必要であると述べられていた。 

3.2.5図書館委員会の役割と責任 

図書館区の図書館委員会は、公共図書館に加

えて地方政府の代表者として幅広い役割と責任

を有することが指摘されていた 12)17)19)20)21)22)。

それがもたらす利点は、図書館委員会が一般目

的政府の委員会と同等の権限を持ち、建物のメ

ンテナンス、人事、サービス、財務などを管理

できることであると評価されていた 22)。 

3.3 政治的透明性の確保 

3.3.1直接的な説明責任 

多くの州では、図書館区は、その予算や図書

館委員会メンバーが住民投票を通して承認され

ることから住民に対して、より直接的に説明責

任を果たしていると指摘されていた 11)17)23)。 

3.3.2住民投票の権利 

図書館区は、自らの権限で増税や起債が必要

な際に、住民投票を実施できることが評価され

ていた 8)18)。また、この住民投票を通した経営

の意思決定という制度がもたらす利点は、図書

館区と住民との信頼関係が継続することが促さ

れることと、図書館区が提供するサービスを住

民が検証できることであると主張されていた 8)。 

3.4 地理的境界 

  3.4.1非サービス提供地域へのサービス提供 

図書館区が一般目的政府の境界に捉われずに

サービス提供地域を拡大することが可能なこと

から非サービス提供地域に住む人々に対してサ

ービスを提供できると評価されていた 10)11)12)18)。 

3.4.2地理的境界の柔軟な設定 

図書館区は、一般目的政府の公共図書館と異

なり、柔軟に課税及びサービス対象地域を設定

できることから、地域の人口分布や地理的特徴

に合わせて最適な範囲にサービスを提供するこ

とが可能であると指摘されていた 14)17)22)。 

3.5 図書館サービス 

3.5.1サービスの特徴 

財源が安定し、自らの裁量で資源を配分でき

る図書館区は、利用者にとってより便益の高い

サービスを提供できる経営モデルとして評価さ

れていた 5)8)9)21)24)。しかしながら、近年行政学

者が実施した公共図書館統計(Public Library 

Survey)を用いた実証研究によると、図書館区は、

図書館区ではない公共図書館に比べ、収入額は

大きいものの効率的にはサービスが提供できて

いないとの見解も示されていた 14)。 

3.5.2住民による図書館利用頻度 

図書館区に経営される公共図書館は、図書館

区ではない公共図書館と比較するとより多くの

住民が利用していると主張されていた 24)。 

 

4. 結論 

本研究の分析結果から「持続性」と「自律性」

という図書館区経営の中核的理念が解明された。 

第 1の理念「持続性」は、図書館区が課税権

に基づき安定した財源を長期的に得ることがで

きるという理論を基礎としたものである。「持続

性」を構成する具体的な理論は、「収入」を中心

とした「財務政策」に加えて、図書館経営のた

めに税負担を受け入れる住民との信頼関係構築

に関わる「住民投票の権利」などであった。 
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近年の実証研究における図書館区の「持続性」

については専ら財源の安定性を中心に論じられ

ている。しかしながら、本研究を通して、図書

館区の要素を包括的に整理・分析した結果、財

源が安定することは、図書館区の「持続性」の

中心的概念であるものの、安定性が確保される

ことで長期計画の策定が可能になることや経営

の意思決定における透明性が高まり、住民との

継続的な信頼関係が構築されることなど「持続

性」に関わる幅広い要素が浮かび上がった。 

第 2の理念「自律性」は、図書館区が独立し

た地方政府として広範な権限を持ち、図書館経

営において住民ニーズに合わせ最適に資源配分

を実施するという理論を基礎としたものである。

「自律性」を構成する具体的な理論は、「迅速な

意思決定」、「直接的な説明責任」、「地理的境界

の柔軟な設定」、「サービスの特徴」などである。 

これまで「自律性」については、「持続性」と

一体に論じられてきたものの、近年の図書館区

研究では、収入を中心とした「持続性」に焦点

が当てられていることから、「自律性」に関する

実証的な研究成果は僅かであることがわかった。 

 

5. 今後の課題 

本研究では、包括的な文献レビューから図書

館区経営の理論的基盤を示してきた。図書館区

経営の理論の中核的理念である「持続的な経営」

は、税負担という形で現れる住民の図書館区へ

の信頼に基づくものであり、それは図書館区が

住民ニーズに合わせ最適に資源を配分しようと

する「自律的な経営」を実施することではじめ

て実現される。ここから図書館区の「持続性」

と「自律性」は相互作用の関係にあるといえる。

「持続性」と「自律性」を相互作用として捉え、

今後、事例分析などを通して、図書館区の「自

律的な経営」を実証的に解明していくことは、

図書館区研究に残された重要な研究課題である。 
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抄録 

本研究は、ヴァルター・ホーフマン（Walter Hofmann, 1879-1952）の閉架式図書館

論と図書館利用者研究との関わりを検討する。本研究は文献史資料調査による歴史的

研究手法をとる。ホーフマンの図書館利用者研究である『女性の読書』（1931）を分

析するとともに、これが以前の彼の図書館論とどのように結びつくものであるかを検

討した。結果、ホーフマンの利用者研究は、それ以前の図書館論の主張から内的に要

請された課題であったが、研究の結果は、ホーフマンの図書館論とは矛盾するもので

あったことが判明した。

1. はじめに 問題の所在と研究方法 

本研究は、ヴァルター・ホーフマン（Walter 

Hofmann, 1879-1952）の閉架式図書館論と図

書館利用者研究との関わりを検討する。この際、

彼の図書館利用者研究の成果である『女性の読

書』に着目する。 

 W・ホーフマンはドイツ民衆図書館界１にお

いて閉架式図書館を推進し、1910～20 年代ド

イツ図書館界で議論を巻き起こした人物として

位置付けられてきた。同時に、1931年に彼が刊

行した博士論文『女性の読書 読み物と読者の

指導のために』は、図書館利用者研究の萌芽的・

先駆的存在とされてきた２。しかし、閉架式図

書館の推進と図書館利用者研究との両者が関連

付けて考察されることは殆どなかった。また、

『女性の読書』の内容の詳細な検討もなされて

こなかった３。従来の図書館史研究では忘却さ

れてきた、ホーフマンの閉架式図書館推進と創

成期図書館利用者研究にあたる彼の『女性の読

書』を検討することで、ホーフマンがどのよう

な意図をもって図書館利用者研究を開始したの

かを明らかにしたい。この結果は、図書館史・

図書館学史研究に貢献するものと思われる。 

 本研究は文献資史料に基づいた歴史的研究の

手法をとる。1931年のホーフマンの博士論文で

ある『女性の読書』を中心的に扱う。分析に際

しては、1910年代以来の彼の図書館論も参照し、

ホーフマンが利用者研究を行った理由・目的を

解明する。具体的には、ホーフマンの図書館論

の中で図書館利用者研究がいかに位置づけられ

るのか、どのように図書館利用者を分析したの

かを明らかにする。 

ここで、補足的にではあるが、ホーフマンの

経歴を確認する。ヴァルター・ホーフマンは

1879 年にドレスデンの彫刻師の家庭に生まれ、

工芸学校に通った。工芸学校卒業後は、彫刻師

としてベルリンをはじめとした各都市で働き、

新聞紙面への芸術評論執筆も手掛けた。評論活

動を通して知遇を得たイダ・ビーネルトから、

ドレスデン・プラウエン地域の民衆図書館設の

運営への参加を、1904年にホーフマンは依頼さ

れた。これがホーフマンにとって、民衆図書館

員としてのキャリアを始める転機となった。 

1906 年に開設したドレスデン・プラウエン無

料公共図書館（Die freie öffentliche Bibliothek 

Dresden-Plauen）で、ホーフマンは民衆図書館

実践に携わると同時に、教育誌や図書館誌に数

多くの民衆図書館論を執筆していった。1913

年にはライプツィヒ市立図書会館館長に採用さ

れ、民衆図書館界における影響力を増していっ

た。ホーフマンは、ナチ時代においても活動を

継続するが、彼の活動に好意的であったライプ

ツィヒ市長カール・ゲルデラーが失脚した 1937

年に解職され、活動の第一線から退くことを余

儀なくされた。戦後の 1946 年にはライプツィ

ヒ大学で読者研究に関するゼミナールを開講す

るなど、ホーフマンは活動を再開し、1952年に

その生涯を終えた。 

 

2. ホーフマンの閉架式図書館論 

 ホーフマンは 1910 年代より図書館員として

活動を行い、とりわけ閉架制式図書館の推進者

として知られていた。とりわけ、1912 年から

20 年代のヴァイマル期にかけて「路線論争

（Richtungsstreit）」を引き起こし、ドイツ図

書館界において閉架制と開架制の立場を巡る議
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論を巻き起こした４。 

ホーフマンは、図書館の目的を、「アウトノミ

ーに離合集散している大衆から、精神的なつな

がりの中で生きる一つのフォルク(Volk)をつく

ること５」として示す。とりわけ、図書館職員

の読書への興味と教育への熱心さと共に、良い

図書を用意すること。そして、図書館利用者の

幅広い圏域を生み出すことの二点を、民衆図書

館の課題として挙げる６。 

上のような図書館の目的を掲げるホーフマン

は、民衆図書館の本質を、「図書館蔵書の精神的

統一性」に置く７。つまり、ホーフマンは、民

衆図書館の蔵書の構成に大きな意義を置いたの

である。民衆図書館においては「真正(echt)」

で「本質的(wesentlich)」な図書を収集し、利

用者に提供しなくてはならない。これと同時に、

非本質的(unwesentlich)な図書を利用者からと

おざけることも民衆図書館の重要な任務となる
８。ゆえに、「計画的な図書への配慮が必要不可

欠である。図書の配慮の本質とは、自分で方向

付けすることができない素人(Laienschaft)に

対して、行き届いた助力を与えることなのであ

る」９とホーフマンは述べる。 

このようなホーフマンの図書館論においては、

利用者の過去の利用状況を熟知し、一人ひとり

の利用者に見合った図書を貸し出していくこと

が民衆図書館員にもとめられた１０。「個々人へ

の貸出業務こそが民衆図書館での民衆教育の最

も重要な部分である。これを通してのみ、図書

館員が利用者個々人を人格的に知ることができ

る」１１とホーフマンは述べる。彼によれば、図

書館員が利用者の過去の読書を把握することに

よって、その利用者が新たに民衆図書館を利用

するときに適切な図書を推薦することが可能と

なるのであった１２。  
ホーフマンは、具体的な民衆図書館実践とし

て、民衆図書館の核となる蔵書を構成し、その

蔵書を利用者に貸出していくことが主張する。

そしてホーフマンは民衆図書館の選書の三つの

基準として、「形式的価値」・「内容的価値」・「体

験近接性(Erlebensnähe)」を挙げる１３。 

この「形式的価値」・「内容的価値」・「体験近

接性」のうち、「体験近接性」は「年齢層・性別・

階層」を表す「生活圏」と「歴史的・地理的性

質」である「文化圏」との二点を要素とする。 

ホーフマンにおいて、「形式的価値」と「内容

的価値」はア・プリオリな基準であるが、「体験

近接性」に関してはそうではない。個々の民衆

図書館の設置区域の歴史的、地理的条件（文化

圏）、および利用者の性別・年齢・階層（生活圏）

の違いを、民衆図書館員が詳細に把握し、民衆

図書館蔵書を決定しなくてはならない。民衆図

書館蔵書を価値的な側面と生活文化的な側面の

それぞれを考慮して選び、利用者個人の読書活

動を把握することで利用者一人ひとりに適した

蔵書を貸し出していくことが、民衆図書館員に

求められたのである。ホーフマンの民衆図書館

論においては、選書においても貸出においても、

実践の核となるのは、利用者を把握することで

あった１４。 

この目的を達成するために、ホーフマンは読

者カード（Leserkarte）に図書館活動実践にお

ける重要性を見いだした。読者カードを作成し、

このカードを利用者ではなく図書館側が管理に

おくことで、一人ひとりの利用者の読書を把握

し、貸出業務に活かしていくことをホーフマン

は企図した。読者カードには、利用者の氏名・

生年月日・職業・住所が記載され、利用日・貸

出図書・返却日が順に記されるようになってい

た。読者カードを導入することで、民衆図書館

利用者一人ひとりの利用状況および民衆図書館

蔵書の貸出状況を把握することが可能となるの

であった１５。 

 

3. 図書館利用者研究の創始とその内容 

ホーフマン図書館論において展開された、上

述の利用者把握の必要性は、彼を民衆図書館利

用者の読者研究へと導くことになった。民衆図

書館の蔵書を選定したところで、利用者が図書

を借りなければ民衆図書館の課題を果たしえな

い。これまでみてきたホーフマンの民衆図書館

論からすれば、利用者が最終的にどの図書を借

りるのか、これは民衆図書館員が的確に把握し

なければならないことであった。ホーフマンは、

これまでの教養論の延長線で読者研究を始める
１６。1926 年にホーフマンが設立した読者・図

書研究センターの研究成果が『女性の読書』で

あった１７。『女性の読書』は、ライプツィヒ市

立図書会館の 1922 年から 1926 年の 5 か年の

図書館貸出の統計をとり、38585 人の利用者と

総計 780792 冊の貸出図書のデータを元に作成

された１８。 
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このデータを分析にするに当たって、ホーフ

マンは貸出図書を「物語文学（Literatur）」、

「詩・小説（Gedicht, Dorama）」、「教訓物

（Belehrung）」の三つのカテゴリーに分類し、

さらに利用者を「男性・女性」「青少年・成人」

「市民層・労働者層」のカテゴリー１９を導入し

て考察することで、図書館利用者の読書行動を

解明することを試みた２０。なお、統計的手法に

よって読者研究を行ったホーフマンであるが、

彼にとって統計データはあくまでも、利用者に

対して民衆図書館員が貸出を展開していくため

の補助に過ぎず、統計的データそのもの、つま

り、利用者数や貸出数、図書館蔵書数の絶対数

を重視することはない２１。 

 この読者研究の結果については、次の二点が

重要な研究成果として指摘される。第一に、女

性と男性の性差が、図書の貸出利用に大きな差

異を与えるという点である。先の貸出図書のカ

テゴリーのうち、労働者層および市民層の双方

とも「物語文学」の読書が女性に有意に多く、

反対に男性では女性よりも「教訓物」の貸出が

多いことが判明した２２。第二に、女性の読書で

は、労働者と市民層という階層による差異は見

られない点である。労働層の女性と市民層の女

性の両者の読書内容は大きく重なり合うもので

あった２３。 

 ホーフマンの読者研究は、以前に彼が選書基

準として提唱した「体験近接性」を構成する生

活圏つまり、「年齢層・性別・階層」の要素が必

ずしも妥当するものではないことを示すもので

あった２４。特に女性の読書において階層差が見

られないことには、著作でも驚きを表明し、労

働層の女性と市民層の女性のカテゴリーを統合

し、「統一的女性（undifferenzierte Frau）」と

いうカテゴリーを新たに設け、ホーフマンは労

働層と市民層の女性の読書行動を、一括して考

察した２５。最終的には女性の読書行動に対して、

否定的な評価として「自身の生活状況に関わら

ないものへの興味の欠如、抽象的概念を用いた

意味世界理解の拒否」と述べるとともに、肯定

的な評価として、ファンタジーの世界を通した

人間的なものへの接近可能性を、女性の読書行

動に見出したのであった２６。 

 

4. 考察 図書館利用者研究と図書館論の矛盾 

これまで確認した、ホーフマンの読者研究の

結果は、かならずしもホーフマン自身のこれま

での民衆図書館論を裏付けるものとはならなか

った。ホーフマンの読者研究からは、女性の読

書行動に対して、彼が選書基準として提示して

いた階層差を見いだすことはできなかったので

ある。 

上の結果を踏まえると、ホーフマンの民衆図

書館論が抱えた困難が明らかになるだろう。教

育目的（一つのまとまりとしての民衆の形成）

あるいは教育的価値判断（形式価値・内容価値）

を先行させながら、被教育者への接近（利用者

の把握）を試みたのが、本稿で検討したホーフ

マンの図書館利用者研究であったといえる。 

しかし、ホーフマンの民衆図書館論は、被教

育者への接近において得られたデータと、先行

する教育目的・教育的価値判断とのズレが生じ

ることによって歪みが生まれる。この歪みを、

ホーフマンはこれまでの民衆図書館論の変更す

ることではなく、データの分析基準の変更によ

って均した。客観的な統計手法によって利用者

の把握を試みるホーフマンであったが、しかし

民衆図書館利用者の読書の前提条件である民衆

図書館の蔵書構成は、まさに彼自身の主観によ

って判断されている。このような客観的指標と

主観的判断が入り交ざってホーフマンの民衆図

書館論は展開されたのであった。 

 ホーフマン民衆図書館論の困難とは、一つの

まとまりとしての Volk の形成を理念としては

掲げるものの、その当の民衆は、彼の主観的判

断によって先に措定されているという点にあ

る 。故に、当時としては先駆的な計量的な手法

を用いた読者研究を展開しても、その研究の基

準・カテゴリーが既に先入見によって硬直的に

定められているため、ホーフマンは自身が最初

に設定した「民衆」像から抜け出す事ができな

かったのであった。 

今後の課題として、ドイツ図書館史における

図書館利用者研究のより包括的な歴史的文脈を

明らかにする必要性を指摘することができる。

つまり、ホーフマンだけに限定せず、このよう

な統計的図書館利用者研究が行われるようにな

ったドイツ図書館界全体の歴史的文脈、および

その利用者研究がどのような意図を念頭におき

そしてどのように展開されたのかを明らかにす

る必要があるだろう。 

 また、ホーフマンが着目したのがとりわけ読

書する「女性」であり、彼が図書館利用者研究

の結論で示した女性像が、前節で明らかにした

ように、今日から見れば極めて歪なものであっ
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たことも当然指摘しなくてはならない。このよ

うな図書館利用者としての「女性」像は、当時

の文脈でどのように生成されたものであったの

か。この点もまた、検討を要する課題である。 

 

 

【付記】：本研究は、JSPS 科研費 19J14056

の助成を受けたものである。 
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学校図書館による教材提供を支援する図書選定システムの
提案とユーザインタフェースの予備的評価

矢田 竣太郎 † 浅石 卓真 †‡ 宮田 玲 †‡‡

† 奈良先端科学技術大学院大学  †‡ 南山大学  †‡‡ 名古屋大学 
†s-yada@is.naist.jp  †‡ tasaishi@nanzan-u.ac.jp  †‡‡ miyata@nuee.nagoya-u.ac.jp 
新任や多忙な学校図書館職員を支援するため，先行研究に基づき (1)教材選定に有用なメタデータを

活用した図書探索支援，(2)図書からも参照可能な提供事例のユーザ間共有，(3)過去の提供事例に基づ
いた発見的図書推薦を主機能とする教材提供支援システムを提案し，機能 (1)のユーザインタフェース
を実装した．機縁法で募った学校図書館職員経験者 12名にその使用感を尋ねたところ全員が有用と回答
し，学習単元から関連図書一覧を直接表示できる機能が特に評価された．

1 はじめに
学校図書館の主要な機能の一つに，教員や児童・
生徒への図書提供がある．特に教員に対するもの
は，探究学習の教材として用いられることから教
材提供ともいわれる．2009年に出された子どもの
読書サポーターズ会議の「これからの学校図書館
の活用の在り方等について (報告)」では “教科等
指導のための研究文献や教師向け指導資料，教材
として使える図書などを集めて教員が使えるよう
にしたり，こうした図書資料のレファレンスや他
の図書館から資料を取寄せる等のサービスを行っ
たりする教員のサポート機能”の重要性が指摘さ
れている 1．さらに平成 29・30年改訂の学習指導
要領では探究学習が一層重視されており，高校で
は多くの教科で「探究」を冠する科目が設けられ
た 2 ．学校図書館による教材提供は今後ますます
求められると予想される．
ところが，教材となる図書の選定は，学校図書
館職員としての経験に加え，授業科目への理解も
必要な業務であり，学校図書館職員にとって負担
が大きい．特に学校司書が複数の学校の担当して
いる自治体では一つの学校に十分な時間をとるこ
とが難しく，司書教諭も一部の私立学校を除いて
学校図書館業務に専念できる環境とはなっていな
い．このように限られた時間で教員と共同する必
要があるにもかかわらず，図書検索で主に使われ
る OPACシステムは，書誌情報に基づくクエリ
検索が主たる機能であり，授業との関連性を直接
指定できないため，教材提供という業務に即した
ツールとは言い難い．
そこで本研究では，学校図書館現場の実践およ

び事例研究に基づいた教材提供支援システムを提
案する．さらに，主機能 (1) を web アプリケー
ション形式のユーザインタフェースとして実装
し，学校図書館職員経験者への質問紙調査を通じ
てその使用感を予備的に分析する．

2 関連研究
2.1 学校図書館による教材選定
前述の通り学校図書館による教材提供は機能と
して重要視されているものの，その実践について
の学術的検討は少ない．宮田ら 3は東京学芸大学
が運営する「先生のための授業に役立つ学校図書
館活用データベース」4（以下，活用DB）に掲載
された学校図書館による教材提供事例の特徴を調
べ，浅石ら 5は，模擬的な教材選定タスクを通じ
て司書にインタビュー調査した．これらの結果に
よれば，一般的な書誌情報だけでなく，読み物か
説明文かといったジャンルや記述の難易度，最近
10年以内の出版物かどうかといった内容の鮮度
が，教材としての図書の選定で重視されているこ
とが明らかになった．特に後者の研究では，司書
が既存のブックリスト（提供事例）を参考にして
いることも示された．
2.2 教材選定を支援するツール
学校図書館を主たる支援対象とするツールはあ
まり多くない．数少ない例の一つとして，図書館
流通センター (TRC)は学校図書館向けに，推奨
学年や学習件名などの情報を付加した図書データ
ベースTOOLi-S6を提供している．これらの付加
的情報により，学校図書館員は教科や単元に関連
した図書を検索し，発注することができる．しか
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し，これは有料であり，また中学校と高校は対象
としていない．また NTT研究所の開発した絵本
検索システム「ぴたりえ」は，テキストの難易度
を自動的に判定し，検索クエリに組み込むことが
できる 7点で小学校低学年向けの教材選定に有用
だが，絵本以外の図書は対象でない．また，前述
の活用DBは学校図書館による教員への教材提供
の事例を 350件以上（2020/08/14時点）収録し，
授業を起点とした検索により，当該授業向けに提
供された図書一覧を閲覧できる．校種や教科によ
る絞り込みも可能だが，ある図書からそれが教材
として使われた授業を検索することはできず，事
例も一部の学校が中心であり典型的な授業例を網
羅しているわけではない．以上のように，商用シ
ステムを含めても，幅広い校種や教科に対応した
学校図書館向けのツールは提供されていないのが
現状である．

3 図書選定システム
学校図書館職員による教材図書提供を支援する
ための図書選定システムを提案する．主な使用事
例として，探究学習向けの教材図書の選定を依頼
された学校図書館職員が，当該授業に関連する図
書を勤務先の学校図書館の蔵書から選定すること
を想定する．すなわち，このシステムは教材候補
となる図書のリストを学習単元や授業科目に応じ
て作成することを支援するものである．
関連研究で確認したことを踏まえ，中核的な主
機能として以下の 3つを提案する．
(1) 教材選定に有用なメタデータ（ジャンル・難易
度など）を活用して図書探索を支援する機能

(2) 図書単位で参照可能な形で提供事例をユーザ
間で共有できる機能

(3) 過去の提供事例に基づき発見的に図書を推薦
する機能

これらを実現するためのモジュールは，フロント
エンド (ユーザが直接見て操作する部分)とバッ
クエンド (それ以外の部分)に分類すると，以下の
ように整理できる．
3.1 フロントエンド
図書探索ユーザインタフェース (UI) 主機能 (1)
に直接対応し，授業科目・単元を選択すれば関連
する図書を一覧表示する．教材図書探索に有用な
絞り込み機能（対象学年，出版年，利用実績など）
を実装する．ここでユーザが選択した図書が教材

図書リストとしてまとまる．
教材提供事例マネージャ ユーザが過去に作成し
た教材図書リストを閲覧・編集できるようにする
ことで主機能 (2)を実現する．ユーザ間で相互に
このリストを閲覧できるような共有機能を実装し，
学校図書館間での事例共有を促進させる．
図書推薦ポップアップ 図書探索 UIで教材図書
リストを作成中に，自身や他のユーザの過去の教
材提供事例を基に，よく利用される図書を推薦す
る．他二つのフロントエンドモジュールと相補的
に働くことで主機能 (3)を実現する．
3.2 バックエンド
教材提供に適した図書データベース 通常の書誌
情報に加え，図書探索 UIの絞り込み機能を実現
するためのメタデータ（対象学年，出版年，利用
実績など）を管理する．
教材提供事例データベース 教材提供マネージャ
で管理する教材提供事例について，提供された図
書，作成したユーザの情報，提供目的，作成日な
どを格納する．
ユーザ認証機構 ユーザ単位で教材提供事例を管
理するため，パスワード等の仕組みでユーザを認
証する．
図書推薦機構 図書推薦ポップアップモジュール
で，推薦すべき図書を判断するアルゴリズムを実
行する．

4 ユーザインタフェース
本研究では，主機能 (1)を体現する図書探索UI
モジュールをwebアプリケーションとして実装し
た．このとき，授業科目・単元に関連した図書の
一覧は，宮田らの教材提供事例調査 8 に基づき，
当該単元と内容的に関連するNDC9を持つ図書を
表示することで実現した．まず中学校理科を対象
としたが，学年や教科は今後拡大させる予定であ
る．また，この UIが参照する書誌の実体である
「教材提供に適した図書データベース」には，対
象学年や学習件名の情報が含まれるTRC MARC
(内 28,266冊分のデータ)を充てたほか，過去の提
供事例に基づく絞り込み機能を模擬的に実装する
ために，既存システムである活用DBに収録され
た事例での利用実績を図書単位で紐付けた．図 1
に画面の例を示す．対象校種・教科書・単元を選
択すると，関連する図書の書影が一覧表示される
（図 1a）．上部には各種の絞り込み項目が用意さ
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れ，複数同時に適用することもできる．例えば対
象学年では小学生，中学生，大学・一般向けごと
に，全文検索では書名だけではなく内容紹介など
も含めて絞り込める．書影を選択すると図書の詳
細をモーダル表示で確認でき，教材として適して
いれば，選択することで教材図書リストに追加で
きる（図 1b）．なお，活用DBでの利用実績があ
る図書には対応する事例一覧をモーダル中に表示
することで，主機能 (2)の一部を擬似的に実装し
ている．
5 予備的評価
機縁法を用いて図書館職員経験者 12名を募り，
開発した図書探索 UIの試用を依頼した．実験協
力者の属性は，司書資格保有者のべ 9名と司書教
諭資格保有者のべ 9名で，両方の取得者は 7名で
ある．現在の主たる勤務先は学校図書館が 10名，
大学図書館 1名，その他 1名で，勤務年数の中央
値は 18年（MAD10 6）だった．教材提供の頻度
の中央値は年 17.5回（MAD 14.25）と，教材提供
の機会は学校や館種により大きく異なっていた．
開発した図書探索 UIの有用性を「全く有用で
ない」「あまり有用でない」「どちらかといえば有
用」「非常に有用」の 4段階で評価してもらった
ところ，7名が「どちらかといえば有用」，5名が
「非常に有用」と回答し，12名全員が有用と判断
した．特に有用性が期待される校種は小学校・中
学校が多く挙げられた（それぞれのべ 6名・5名）．
教科は理科・社会との親和性が高いと評価された
が（5名・6名），保健・体育や「どのような教科で
も有用である」といった意見も見られた．自由記
述からは，特に単元から関連図書一覧を直接表示
できる機能の評価が特に高かった．操作が簡単で
わかりやすく時間短縮になるとの意見もあり，新
任職員や多忙な職員への支援効果が期待される結
果となった．教員支援だけでなく生徒へのレファ
レンス業務にも活用可能ではないかという記述も
あった．中には，学校図書館職員にシラバスが共
有されない学校の場合に特に有用という理由も見
られ，学校図書館活用の実態的課題の緩和に寄与
できることも示唆された．また要望としては，近
隣図書館（同自治体の公共図書館など）の所蔵状
況に基づく絞り込み（6名）や教材提供事例の保
存・共有機能（4名）が比較的多く見られた．前
者はカーリル 11やCiNii12との連携，後者は本研
究で実装しなかった主機能 (2)で実現できる．

6 おわりに
本研究は，学校図書館による教材提供を支援す

るための図書探索システムの機能・構成を提案し，
主機能の一つである図書探索ユーザインタフェー
スを実装した．機縁法に基づく質問紙調査により，
学校図書館職員経験者全員から教材提供に有用と
の評価を得た．今後は残りのモジュールの実装を
進め，試験運用を通じて業務支援性能を評価する
とともに，教材提供という図書館機能の学術的理
解への寄与を目指す．

謝辞
MARCデータを提供していただいたTRCに感

謝する．本研究は南山大学 2019年度パッヘ研究
奨励金 I-A-2の助成を受けた．
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対象学年による
絞り込み 全文検索

NDCでの分類

既存事例での利用に基づく絞り込み
自館所蔵状況による絞り込み

書影

対象学年

書名

(a) 教材候補一覧画面

書名

書誌情報

内容紹介件名

外部サイトへ
のリンク

既存事例での
利用状況

書影

(b) 図書詳細モーダル
図 1: 図書探索 UIモジュール
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日本の学校図書館における学習活動の分析 
私立女子中学校を事例として 
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抄録 

本研究では、学校図書館での学習活動において、学習者が情報を収集し、まとめていく過程に焦

点をあて、その過程で学習者の活動に影響を与えた要素を明らかにすることを試みた。学校図書

館において教育実践の観察とフォーカス・グループ・インタビューを実施した結果、探究の過程

で、学習者は学校図書館内でさまざまな要素を絡めながら学習を進めていることが明らかになっ

た。同時に、学校図書館以外の場でも学習者の学びが発展しているケースも見られた。 

 

1.研究の背景と目的 

 日本では、学校図書館について、児童生徒

の自発的、主体的な学習活動を支援するとと

もに、情報の収集・選択・活用能力を育成し

て、教育課程の展開に寄与する「学習・情報

センター」としての機能が提唱されている
1)。平成 29 年に告示された「中学校学習指導

要領解説 総合的な学習の時間編」では、「課

題の設定」「情報の収集」「整理・分析」「まと

め・表現」が発展的にくり返される探究の過

程が図示されており 2)、探究的な学習を充実

させることができるよう、学校図書館を整備

することが求められている。さらに、必要な

情報を収集し、活用する能力である「情報リ

テラシー（情報活用能力）」の育成に関心が寄

せられ、「情報教育推進の一翼を担うメディア

専門職」3)としての司書教諭の役割も提示さ

れている。 

 学校図書館の学習活動に関する調査研究に

ついては、例えば、児童生徒の情報活用スキ

ルの習得度を調査した研究 4)、学習者による

自己評価を通して探究学習の支援の方法につ

いて考察した研究 5)、生徒を対象に探究の過

程で活用された知識・技能を抽出した研究 6)

がある。以上の研究によって、探究的な学習

に司書教諭が携わって指導することの有用性

や、授業者としての課題、学校図書館利用指

導の必要性が明らかになっている。 

 一方、探究の過程で、学習者はどのように

情報を収集していき、探究的な学習をどのよ

うに考えているのかについて調査することを

通して、学習者の活動の実態を明らかにした

研究の蓄積は不十分である。そこで本研究で

は、学校図書館の学習活動において、学習者

が情報を収集してまとめていく過程を分析

し、学習者の活動に影響を与えた要素を明ら

かにすることを目的とする。 

 

2.私立女子中学校における事例調査 

2.1 調査対象の選定 

 本研究では、学校図書館で探究的な学習を

行っている都内の私立女子中学校と、中学 1

年生の生徒を調査対象とした。調査校では、

専任司書教諭が総合的な学習の時間を担当

し、独自に作成したワークブックを用いて、

複数の教科教諭と協働しながら中学校の 3学

年に対して指導を行っている。実践の積み重

ねがあることと、カリキュラムに対する教科

教諭の理解もあることから、調査校として適

切だと判断した。 

 調査対象者は、学校図書館の利活用方法な

どを学ぶ基礎的な学年であることから、中学

1年生の生徒（以下、学習者）を対象とし

た。学習者は、調査校の学校図書館で、与え

られたテーマに関する情報を探索し、必要な

情報を成果物にまとめ、発表するまでの活動

を、4〜5 名で編成された班で行う。 

 

2.2 データの収集と分析 

 まず、学校図書館で指導されている教育実

践を観察した。調査期間は、2019 年 5 月 14

日〜7月 2 日までの毎週火曜日(前期)と、
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2019 年 10 月１日、8日の毎週火曜日（後期）

である。そして、前期の授業終了時に、学習

活動中に最も多様な図書館資料を収集してい

た班の 5 名を対象にフォーカス・グループ・

インタビューを実施し、どのように情報を探

していたのか、その過程で役割分担をした

り、誰かに助けてもらったりすることがあっ

たかを尋ねた。 

 前期のインタビューによって、学校図書館

以外の場でも情報を収集していた学習者の実

態が明らかになった。そこで学校図書館以外

の場での学習者の行動にも着目することに

し、後期も調査を継続した。後期では、学習

者が学習活動の内外で参照した情報を質問紙

調査によって網羅的に把握したうえで、学校

図書館以外でも関連しそうな情報があったと

回答した生徒 5 名を選定してフォーカス・グ

ループ・インタビューを行い、学校図書館内

外でどのような情報をみつけたのか、それが

どのような意味があったのかを尋ねた。そし

て、2度のインタビューデータをもとに分析

を行い、学習の過程でとった行動や考えた事

柄を整理した。 

 

3.結果 

 分析の結果、学習者の活動に影響を与えた

要素として 5のカテゴリーと 21のサブカテゴ

リーが抽出された（表 1）。次節以降、それぞ

れのカテゴリーについて説明する。 

 

3.1 図書館資料の多様性 

 学習者の情報探索行動は、さまざまな媒体

の≪図書館資料の多様性≫によって引き起こ

される。学習者は、学校図書館内の資料を用

いる際、自身の＜もともとの知識＞を思い出

している。しかし、実際に情報を探索してい

くと、＜新たな気づき＞が生まれてくる。そ

のため、学習者が＜複数の情報源＞にアクセ

スできる空間であることは、学校図書館には

必要な条件である。 

 学習者には、ページ数が多いなどの理由か

ら、辞書や事典に対してある程度の＜紙媒体

の資料への信頼＞があり、当初の予想と照ら

しあわせながら情報を探索し、予想が外れた

場合は、別の図書館資料に変えて探索しなお

すという＜試行錯誤＞をしている。 

 学校図書館において≪図書館資料の多様性

≫が保障されることで、学習者は、＜もとも

との知識＞から＜新たな気づき＞を得て、＜

複数の情報源＞をもとに＜試行錯誤＞しなが

ら探索していくことができるようになる。 

 

3.2 学校図書館専門職の教育的関与 

 ≪学校図書館専門職の教育的関与≫とは、

学習活動の立案・実施者である専任司書教諭

による指導や介入の状況を表す。 

 司書教諭には、用意しておいたワークブッ

クや指導計画といった、＜あらかじめ計画さ

れた意図＞がある。同時に、学習者がどのよ

うに学習を進めているのかを見てまわりなが

ら、個々の学習者に対して臨機応変に適切な

助言をし、学習者の＜学習状況に応じた介入

＞を行っている。さらに、学習者にとって必

要だと思われる図書館資料を集めた＜探索を

うながすツール＞も用意している。 

 司書教諭は、限られた授業時間内で探究的

な学習を経験させるために＜課した制約＞が

ありつつも、学習者の活動をサポートするよ

うな＜探索をうながすツール＞を効果的に用

いながら、＜あらかじめ計画された意図＞と

＜学習状況に応じた介入＞の二つの側面から

学習者に働きかけている。≪学校図書館専門

職の教育的関与≫は、学習者の活動を促進さ

せる因子となっている。 

 

3.3 学習者の情報リテラシー 

 学習活動を通して、学習者は、＜学んだこ

とを応用する力＞を活用し、具体的な数値や

発信源の信憑性などを手がかりとして情報を

探索する。そして、情報を探索した過程をふ

り返ることで＜学習活動の評価＞をするよう

になる。加えて、参照した＜図書館資料の評

価＞や＜情報メディアの解釈＞も行ってい

る。このような態度は、≪学習者の情報リテ

ラシー≫として習得され、学校図書館以外で

みつけた情報や、テレビ番組やニュース番組

に対しても、学習者自身で評価することがで

きるようになる。 
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表 1 抽出した≪カテゴリー≫、＜サブカテゴリー＞の全体像と定義 

 

このように、学習者は、学習活動で学んだ

情報探索の手がかりを実際に応用したり、図

書館資料や日常にある情報やメディアについ

て考えたりしようとしている。≪学習者の情

報リテラシー≫とは、情報の探索、評価、解

釈といった、個々の学習者が学習活動で身に

つけることができる力のことである。 

 

3.4 グループ活動の特性 

 学習活動が班で行われることで、他の学習

者との関係性や≪グループ活動の特性≫がみ

られる。学習者は、班のメンバーで話しあ

い、情報を探索していくなかで、学習活動で

は取りあげられなかった疑問や、班で調べて

新たに生まれた＜発展的な問い＞をもつよう

になり、＜班の「みんな」との協力関係＞が

必要になる。その一方で、班の中では、「みん

な」ではなく、ある特定の学習者によって学

習が進められている実態も存在し、＜班の

「みんな」との協力関係＞とは異なった＜班

の中の人間関係＞も存在する。 

 班で学習活動を進める≪グループ活動の特

性≫があることで、学習者同士で役割分担を

して調べることができ、話しあって新たに＜

≪カテゴリー≫ ＜サブカテゴリー＞ 定義 

図書館資料の多様性 

もともとの知識 学習者がすでに知っていること 

新たな気づき 調べてみて気づいたこと 

複数の情報源 情報が複数あること 

紙媒体の資料への信頼 図書に対する一定の信頼感 

試行錯誤 予想と照らし合わせながら探索すること 

学校図書館専門職の

教育的関与 

あらかじめ計画された意図 事前に用意した教材や活動のねらい 

学習状況に応じた介入 個々の学習者に対する臨機応変な対応 

探索をうながすツール 探索に必要な図書館資料を組織化したもの 

課した制約 時間の制約 

学習者の 

情報リテラシー 

学んだことを応用する力 情報を探索する際の観点となるもの 

学習活動の評価 学習を経験してどうだったか 

図書館資料の評価 参照した図書館資料はどうだったか 

情報メディアの解釈 日常生活で触れたメディアへの理解 

グループ活動の特性 

発展的な問い 学習活動で取りあげられなかった問い 

班の「みんな」との協力関係 「みんな」で相談して進めていくこと 

班の中の人間関係 班の学習者に頼ること 

学校図書館外の要素 

記憶に残らないこと 覚えていない活動があること 

内心思うこと 目標から逸れた行動や思考 

家庭でのやりとり 家族と話題を共有すること 

派生した問題関心 学習者から浮上した話題 

自分にとっての意味 学習活動がどのような意味をもったか 

15 



発展的な問い＞を生みだすことができる。そ

の一方で、最終的に情報をまとめる段階で

は、他の学習者に頼る場合もある。 

 

3.5 学校図書館外の要素 

 学習者は、≪学校図書館専門職の教育的関与

≫から逸れた行動や考えを示すことがある。 

 学習者は、学校図書館での一連の学習のすべ

てを確実に定着させているわけではなく、学習

目標を理解しつつも＜記憶に残らないこと＞

や、＜内心思うこと＞がある。さらに、学習活

動に関連する話題を家族と共有し、理解を深め

ていくような＜家庭でのやりとり＞や、インタ

ビュー中に調査者が予期していなかった議論

で、時事問題について話しあったり、学習者が

他の学習者の発言に触発されたりして＜派生

した問題関心＞も生まれている。そして、一連

の学習活動について、学んだことや難しいと感

じたことも含めて、＜自分にとっての意味＞が

どこにあるのかを考える場面もある。このよう

に、学習者の活動には≪学校図書館外の要素≫

も関係していると考えられる。 

 

4.考察 

 学校図書館において、学習者が情報をまとめ

ていく過程には、「学習・情報センター」とし

ての機能や、司書教諭の存在といった、これま

で提唱されてきた学校図書館の役割を反映す

る要素が関係していることが確認された。しか

し、それにとどまらず、指導者以外の他者と学

習者との関係性や、学習者自身の評価軸の変容

といった要素も関係していることが明らかに

なった。また、学校図書館以外の場でも、関連

する話題を他者と共有したり、時事問題に関心

をもったりしているケースも認められたこと

から、学習活動が教室外でも発展する可能性が

あることが示唆された。今後、学校図書館の学

習活動を分析する際には、学校図書館が果たす

べき従来の役割だけでなく、学習者をとりまく

人間関係や、情報環境にも着目することが重要

になるだろう。 

 本研究は、私立女子中学校の一校を対象とし

た事例研究であるため、すべての中学校で同様

の結果が得られるとはいえない。また、生徒に

インタビューをすることで学習者の活動に影

響を与えた要素を明らかにすることを試みた

が、調査対象の選定や手法の妥当性については

精査する必要がある。そのうえで、調査対象を

拡大することを検討し、学習の実態をより多面

的に明らかにすることが課題である。 
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大学の属性と大学図書館の蔵書の関係の分析
—経済学分野を対象として—

山田翔平 †

† 東洋大学社会学部　
†yamada020@toyo.jp　

大学図書館蔵書の実態を記述するため，大学選択の条件に関わる属性（偏差値，設置者，所在地）に着目
し，それらの属性の違いと大学図書館蔵書の関係を分析した。属性の違いによる蔵書の差異を捉えやす
くするため，経済学部を有する大学を対象とし，これらの図書館に所蔵のある NDC第 2次区分 33（経
済）に分類されるタイトルを分析対象とした。120校各校の所蔵タイトル数を算出し，属性ごとに大学
群に分け，群間の所蔵タイトル数を比較した。

1 背景と目的
日本には 2019年度の時点で 786校の大学があ

り，全ての大学で同じように教育・研究が行われて

いるわけではない。現在の日本には，多様な大学

が存在し，各大学はそれぞれの実状に応じた大学

図書館蔵書を構築している。このように大学との

関係に置かれる大学図書館蔵書の実態はどうなっ

ているのだろうか。本研究では，大学の属性の違

いを考慮に入れ，その違いと蔵書の関係を明らか

にし，大学図書館蔵書の実態の記述を試みる。具

体的には，経済学分野に関連のある資料を分析対

象とし，大学の属性のうち受験者から選択基準と

して重視される属性と蔵書冊数との関係を明らか

にする。

多数の大学図書館を対象に，特定の視点から定

めた大学の属性のもとで蔵書を分析する研究は，

これまでに行われてきていない。大学図書館蔵書

を分析した既往の研究では，単館あるいは少数の

図書館を対象としている。また，大学の属性の違

いを考慮に入れるということに関して，大学図書

館研究においては大学との結びつきは考慮されて

きていない 1。

本研究の意義は，大学図書館蔵書を適正な解像

度で記述することである。そもそも記述の対象で

ある大学図書館蔵書の実態は，十分に共有・参照

可能なかたちで示されていない。このような記述

は，大学図書館とその蔵書に対する我々の認識を

広げるための基盤となることから極めて重要で

ある。

大学の属性については，受験者の大学選択に影

響を与える属性を取り上げる。受験者は多様な条

件のもとで大学を選択する。本研究では，そのう

ち重視される条件と関連のある属性として，偏差

値，設置者，所在地の 3つを取り上げる。受験者

は，興味関心や将来設計をもとに志望大学を選択

するが，実際に受験する大学・入学する大学を決

定する際には，入試の難易度や金銭的負担といっ

た制約的な条件を考慮している。潜在的には複数

の志望大学が存在するが，個々の受験者が最終的

に入学する大学はそれらの条件によって絞られた

1つの大学である。そのような条件で絞られた大

学に入学し，大学図書館を訪れたときどのような

蔵書に出合うかを示すことを目的とし，大学の属

性のうち受験者の大学選択に影響を与える属性を

取り上げる。

本研究では，属性による差異を捉えやすくする

ため，経済学部のある大学を対象とし，分析対象

を経済学分野と関連のある資料とする。経済学部

を選ぶ理由は，最も多くの大学に設置されている

学部であり，属性の異なる大学を多数対象に含め

ることが可能となるためである。

2 対象と方法
2.1 資料

本研究では，大学図書館に所蔵される資料のう

ち和文図書を対象として分析する。大学図書館の

資料は，主に図書と雑誌からなるが，このうち図

書を選ぶのは，大学の学士課程教育では，図書を

教科書，参考書にすることが多いためである。さ

らに，和文に絞るのは，日本の大学の学士課程教

育では，和文図書を用いることが多く，また，一

部の大学を除いては，図書のうち和文図書が蔵書

の半数以上を占めることに依拠する。
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資料のデータは，国立情報学研究所目録所在情報

サービスが提供する図書書誌データセット（2017

年 4月公開のもの）を使用した 2。このデータセッ

トにおける図書書誌レコードは，単行書誌単位と

最上位の集合書誌単位の 2つからなる 3。本研究

では，単行書誌単位を図書の単位として取り上げ

る。以下本研究では，単行書誌単位で捉えられる

図書 1点を「1タイトル」と呼ぶこととする。

2.2 大学の属性

本研究では，大学の属性として，大学選択におい

て重視される条件と関連のある大学の属性に着目

する。ベネッセ教育総合研究所が 2016年に行っ

た「大学生の学習・生活実態調査」の報告書によ

ると，受験する大学・学部を決める際に重視した

点（複数選択可）の上位 5つは，以下の通りであ

る 4。なお，同率による 5位が 2つある。
1. 興味のある学問分野があること（54.5%）

2. 入試難易度が自分に合っていること（42.2%）

3. 入試方式が自分に合っていること（30.7%）

4. 自宅から通えること（30.0%）

5. 世間的に大学名が知られていること（21.3%）

5. 就職状況がよいこと（21.3%）
本研究では，経済学部がある大学に対象を限定

することから 1位に関しては取り扱わず，1位を

除いた上位 3つの項目に着目し，2位に対応する

属性として「学部の偏差値」，3位に対応する属性

として「設置者」，4位に対応する属性として「所

在地」を取り上げる。所在地について，自宅から

通える大学の範囲は受験者によって異なるため，

結果として入る大学が都市部にあるか地方にある

かという視点から捉え，都市部と地方に分けて分

析する。

大学のデータは，東京大学大学院教育学研究科

大学経営・政策コースが作成した 2016年度版大

学データベースを使用した。このデータベースは

『2017（平成 29）年度用大学の真の実力情報公開

BOOK』のデータを収録している 5。ただし，偏

差値のデータはベネッセが提供しているデータを

収録している 6。

2.3 方法

経済学分野に関連のある資料を，日本十進分類

法において第 2次区分 33（経済）に分類されるタ

イトルとした。また，第 2次区分 33（経済）であ

るタイトルのうち，刊行年が 1981年から 2015年

のものを対象とした。

『2017（平成 29）年度用大学の真の実力情報公

開BOOK』にデータのある大学のうち，経済学部

がある大学は，126校であった 7。このうち，第 2

次区分 33に該当するタイトルに所蔵レコードの

ない大学が 2校（慶應義塾大学，神戸国際大学），

第 2次区分 33に該当するタイトルの所蔵が極端

に少ない大学が 4校（名古屋経済学，日本経済大

学，名城大学，流通科学大学）あった。そこで，

これら 6校を除く 120校を対象とした。

これらの 120校それぞれについて，第 2次区分

33に分類されるタイトルの所蔵タイトル数を算

出し，先述の属性ごとに大学群に分け，群間の所

蔵タイトル数を比較した。偏差値においては，偏

差値 60以上，50以上 60未満，50未満の 3群に

分けた。所在地においては，大学を都市部かそれ

以外の地域かの 2群に分けた。都市部は，政令指

定都市に東京 23区を加えた 21大都市とした。

比較に際しては，所蔵タイトル数の記述統計量

と分布に着目した。また，第 2次区分 33の下の

第 3次区分の分類ごとの所蔵タイトル数の違いも

分析した。

なお，本研究では，個々の大学 1校を 1つの図

書館機構として捉え，同一大学に複数所蔵される

タイトルの重複所蔵は数えない。

2.4 基本データ

第 2 次区分 33 に分類されるタイトルであり，

120校いずれかに所蔵があるタイトルは，異なり

タイトルで見て，97,273タイトル存在した。表 1

は，所蔵タイトル数の記述統計量を全体，及び各

属性の大学群ごとに掲載している。図 1は，120

校各校の所蔵タイトル数と一様分布との Q-Qプ

ロットである。

3 分析結果
本稿では，第 2 次区分レベルでの分析結果に

絞って報告する。図 2から 4は，偏差値，設置者，

所在地それぞれの群ごとの所蔵タイトル数と一様

分布との Q-Qプロットである。

3.1 偏差値

60以上の群を A群，50以上 60未満の群を B

群，50未満の群をC群と呼ぶこととする。120校

のうち偏差値の情報があったのは 112校であった。

A群とB群では，一部の大学が 10,000タイトル

を下回るのみで，それ以外の大学は，10,000タイ

トル以上所蔵している。さらに，A群は，20,000
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学校数 平均値 中央値 標準偏差 変動係数

全体 120 18,734.14 16,814.00 9,089.98 0.485

60以上 36 24,742.33 24,063.00 9,477.27 0.383

50以上 60未満 42 17,608.19 17,035.00 6,586.19 0.374

50未満 34 13,754.44 13,865.00 7,106.89 0.517

国立 23 22,660.22 21,474.00 7,651.21 0.338

公立 9 17,167.44 15,518.00 7,499.57 0.437

私立 88 17,868.24 15,156.50 9,305.49 0.521

21大都市 59 21,550.15 21,390.00 9,685.50 0.449

その他地域 61 16,010.46 14,204.00 7,531.59 0.470

表 1: 第 2次区分 33に分類されるタイトルの所蔵タイトル数の記述統計量

図 1: 120校各校の第 2次区分 33の所蔵タイトル

数と一様分布との Q-Qプロット

タイトルを下回る大学も少なく，およそ 7割の大

学が 20,000タイトル以上所蔵している。また，他

の 2群の大学には少ない 30,000タイトル以上を

所蔵する大学も固まりをなして存在している。

B群は，3群で最も値の散らばりが小さい。40

パーセンタイルまでの大学が 15,000タイトル以下

であり，それより上の大学もほとんどが 15,000タ

イトルから 30,000タイトルの間に収まっている。

C群は，10,000タイトルを下回る大学が固まっ

て存在しており，8割の大学は，他の 2群の中位

以下に相当する所蔵タイトル数である。ただし，

上位 20%の大学は 20,000タイトル以上所蔵して

おり，B群の上位の大学と同じ程度の所蔵タイト

ル数を有する大学もある。

3.2 設置者

国立大学は，平均値・中央値いずれも，公立大

学・私立大学よりも大きく，分布の位置も全体的

図 2: 偏差値別大学群ごと所蔵タイトル数と一様

分布との Q-Qプロット

に高くなっている。国立大学は 10,000タイトル

を下回る大学がなく，所蔵タイトル数が安定して

多くなっており，国立大学内で下位の大学でも，

公立大学・私立大学の中位以上所蔵タイトル数を

有している。

公立大学は，国立大学よりも分布が低い位置に

ある。ただし，最小の値の高さは国立大学とほと

んど変わらず，所蔵タイトル数が最も少ない大学で

も 10,000タイトルをわずかに下回る程度である。

私立大学は，3群で最も値の散らばりが大きい。

10,000タイトルを下回る大学が複数ある一方，所

蔵タイトル数の多い大学もあり，私立大学の上位

20%の大学は国立大学の上位 20%と同じ程度の所

蔵タイトル数を有している。

3.3 所在地

記述統計量では，21大都市の群の方が平均値・

中央値ともにその他の地域よりも大きい。図 4を
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図 3: 設置者別大学群ごと所蔵タイトル数と一様

分布との Q-Qプロット

図 4: 所在地別大学群ごと所蔵タイトル数と一様

分布との Q-Qプロット

見ると，両群，10,000タイトルを下回る所蔵タイ

トル数の少ない大学が存在している点は同じであ

るが，21大都市の群では，40,000タイトルを超

える大学まで比較的一様に分布しているのに対し

て，その他の地域の群では，20パーセンタイルか

ら 60パーセンタイルの大学が 20,000タイトルよ

りも下のところで固まっており，また，30,000タ

イトルを超える大学はわずかである。

4 まとめと課題
本研究では，経済学部を有する大学を対象に，

経済学分野の所蔵タイトル数の違いを，偏差値，

設置者，所在地の 3つの大学の属性との関連から

分析した。

今後は，1. 資料の属性の側から分析をするこ

と，2. 経済学部以外の学部を取り上げて分析し，

結果を比べることが必要となる。また，大学図書

館の蔵書は，和洋の図書・雑誌によって主に構成

されていることから，より長期の展望として，外

国語の図書の所蔵，及び和洋雑誌の所蔵・契約も，

同様の枠組みで分析することが求められる。
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1999, p. 30. https://www.nii.ac.jp/CAT-

ILL/archive/pdf/kijun4.pdf, (参照 2020-01-

15).
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抄録 

本研究では，日本，米国，英国の書籍市場の需要の価格弾力性の比較を目的とし，電

子書籍の価格変動に伴う電子書籍及び紙書籍の順位の変化について分析を試みた。分

析では，オンライン書店 Amazon.co.jp の公開する電子書籍の順位・価格データを用

いて，各商品カテゴリの書籍群について需要の価格弾力性の推定を行った。分析の結

果，各国の書籍の価格弾力性はカテゴリ間で異なり，消費者の需要傾向に違いがある

ことが示された。  

 

 

1.序論 

1.1背景 

現在，日本の書籍市場では，紙書籍に対して「再

販売価格維持制度（以下，再販制度）」を適用して

おり，紙書籍は全国どの書店でも定価で販売され

ている。一方で，電子書籍は再販制度の対象品目

となっておらず，割引セールなどの自由な価格設

定が可能となっている。電子書籍の市場規模の拡

大や月額定額制読み放題サービスの普及など，近

年の出版市場の変化の中で，紙書籍と電子書籍の

異なる価格制度が，書籍市場や消費者の購買行動

にどのような影響を与えているのか注目が集ま

っている。 

海外の書籍市場では，書籍の定価販売を認めて

いない米国や，1990年代に定価販売の廃止を選ん

だ英国など，書籍への再販制度の適用について各

国で対応が異なっている 1)。また，英国では書籍

にかかる付加価値税についてゼロ税率を適用す

るなど，それぞれの国で書籍市場の在り方に違い

が見られる。しかし，諸外国の書籍市場の制度の

違いに注目した分析や，日本の書籍市場に関する

実証的研究は少ない。多様に変化しつつある日本

の書籍市場で，紙書籍と電子書籍の価格の在り方，

書籍を取り巻く諸制度と書籍市場の関係につい

て議論の必要性が高まっている。 

 

1.2目的 

本研究では，日本，米国，英国において価格拘

束の行われていない電子書籍の価格変動に注目

し，それに伴う電子書籍と紙書籍の需要量の変化

について分析を行うことで，各国の書籍市場の需

要傾向と書籍の財としての性質について分析を

試みた。本研究の目的は，電子書籍の価格を用い

て電子書籍及び紙書籍の「需要の価格弾力性」を

推定し，日・米・英の書籍の性質について国際比

較を行うことである。分析によって，各国の定価

販売や税制などの諸制度と書籍需要の関係，電子

書籍普及率による紙書籍と電子書籍の関係など，

諸外国の書籍市場の需要傾向を示す結果が期待

できる。また，国際比較を通して書籍の性質を多

角的に明らかにすることで，日本の再販売価格維

持制度に関する政策的議論にも貢献が可能であ

る。 

 

2.先行研究 

再販制度に関する議論では，価格と需要量の関

係を示す，「需要の価格弾力性」の推定が書籍市場

の議論の上で大きな意味を持つ。需要の価格弾力

性とは，価格の変化率当たりの需要量の変化率を

表す指標であり，値が大きいほど価格の変化に対

して需要量の変化が大きいことを意味する。  

書籍に対する価格拘束の議論では，再販制度に

適している財の性質として，需要の価格弾力性が

低いことが挙げられている。Grether は価格拘束

を行う際の適用条件について，需要の価格弾力性

が低く，所得に占める支出の割合が小さい商品で

あることを，価格拘束が合理的となり得る条件と

して説明した 2)。また，英国での再販制度賛成論

を批判した Sutherland3)は，書籍の需要の価格弾

力性(E)の値によって，出版社の利潤がどのよう

に変化するか考察を行い，E＞1の場合には価格拘
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束ではなく価格競争によって，出版社の利潤は増

加し書店数の確保が実現されると主張した。 

実際に書籍の需要の価格弾力性について推定

を行った以下のような研究の結果によれば，書籍

の需要の価格弾力性は比較的高い弾性値が示さ

れている。Bittlingmayer は，ドイツの書籍市場

における 1984 年から 1986 年の販売部数のデー

タを用いて需要の価格弾力性の推定を行い，その

範囲が 1.5 から 3.0 になることを示した 4)。

Cleridesは，ハードカバーとペーパーバックの発

売時期の違いから書籍の需要の価格弾力性を分

析した 5)。Barrotらは，ドイツの書籍市場におい

て 2003 年から 2005 年に発売された書籍のデー

タから需要の価格弾力性を推定し，ハードカバー

は 4.31，ペーパーバックは 3.72 となることを示

した 6)。浅井は，単行本の文芸書について需要関

数と価格関数を連立で推定することで書籍価格

の決定要因を分析し，文芸書の需要の価格弾力性

の平均が 3.26となることを示した 7)。 

また，近年では以下のように，価格や順位を公

開するオンライン書店を対象に分析を行った研

究も存在する。Chevalier らは，同一の資料群に

ついて，Amazon.com，Barns and Noble のそれ

ぞれのオンライン書店で，需要の価格弾力性につ

いて分析を行い，Amazon.com では 0.6，Barns 

and Nobleでは 3.5の推定値が得られた 8)。Ghose

らは，Amazon.comから販売される新品の書籍と

中古の書籍について分析を行い，新品の書籍の自

己価格弾力性は 1.17，中古書籍価格に対する新品

の書籍需要の交差価格弾力性は 0.09 であること

を示した 9)。Reimers らは，Amazon.comの電子

書籍，紙書籍の順位変動から需要の価格弾力性の

推定を行い，電子書籍の場合 0.47 から 0.68，紙

書籍の場合0.90から1.25となることを示した10)。 

研究目的や手法は様々であるが，価格弾力性の

高低の基準とされる1よりは高い推定値が示され

ており，書籍は価格に対し弾力的に反応するとい

う結果が多く見られる。また，Barrotら，浅井の

調査ではフィクション作品や文芸書を分析対象

としており，これらの需要の価格弾力性の推定結

果が他の推定結果よりも高い値であるため，書籍

のカテゴリ間で価格弾力性に差がある可能性が

考えられる。 

 

 

3.手法 

3.1モデル 

本研究では，価格の変化に対して需要量がどれ

だけ反応するかを表す「需要の価格弾力性」を明

らかにするため，オンライン書店「Amazon」の

公開する電子書籍の順位・価格データを用いて，

「順位の価格弾力性」の推定を行った。書籍の需

要量と価格の関係を表す需要の価格弾力性を求

める場合，需要量である販売部数と価格のデータ

が必要となる。しかし，販売数と価格を結び付け

るデータの入手が困難であるため，本研究では，

販売部数を反映するものとして書籍の順位の価

格弾力性の推定を試みる。 

 本研究では Reimers らのモデルに基づき，(1)

式を用いて回帰分析を行う 10)。 

 

 ln 𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽 ln 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖𝑡 

     + 𝛾Trend𝑖𝑡 + 𝛿𝑇𝑖𝑡𝑙𝑒𝑖 +∈𝑖𝑡  ⋯ (1) 

 

被説明変数ln 𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑡は，タイトルの調査時点t

における電子書籍順位の自然対数である。説明

変数ln 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖𝑡はタイトルiの調査時点tにおける電

子書籍価格の自然対数，Trend𝑖𝑡はタイトルiの調

査時点tにおける調査開始日からの経過日数，

𝑇𝑖𝑡𝑙𝑒𝑖はタイトルiの固定効果を表すダミー変数，

 𝜖𝑖𝑡は誤差項である。𝛼，𝛽，𝛾，𝛿は回帰分析によ

って求められるパラメータである。中でも，𝛽は

順位の自己価格弾力性を示す値であり，電子書

籍の価格が 1％増加した時に順位が平均して𝛽％

変化する傾向があることを意味する。 

また，電子書籍と紙書籍の需要の関係性を分析

するために(2)式を用いた回帰分析を行う。 

 

 ln 𝑃𝑏𝑜𝑜𝑘_𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑡 

  = 𝛼 + 𝛽′ ln 𝐸𝑏𝑜𝑜𝑘_𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖𝑡 + 𝛾Trend𝑖𝑡 

   + 𝛿𝑇𝑖𝑡𝑙𝑒𝑖 +∈𝑖𝑡   ⋯ (2) 

 

被説明変数ln 𝑃𝑏𝑜𝑜𝑘_𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑡は，タイトル𝑖の調

査時点𝑡における紙書籍順位の自然対数である。説

明変数ln 𝐸𝑏𝑜𝑜𝑘_𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖𝑡はタイトル𝑖の調査時点𝑡

における電子書籍価格の自然対数，Trend𝑖𝑡はタイ

トル𝑖の調査時点𝑡における調査開始日からの経過

日数，𝑇𝑖𝑡𝑙𝑒𝑖はタイトルiの固定効果を表すダミー

変数，𝜖𝑖𝑡は誤差項である。𝛼，𝛽′，𝛾，𝛿は回帰分
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析によって求められるパラメータである。中でも，

𝛽′は順位の交差価格弾力性を示す値であり，電子

書籍の価格が 1％増加した時に紙書籍順位が平均

して𝛽′％変化する傾向があることを意味する。 

 

3.2データ収集 

本研究の調査対象は，オンライン書店「Amazon」

にて販売される Kindle 本及び紙書籍である。ネ

ットを通じて書籍を販売するAmazonでは，紙書

籍の売れ筋ランキングと，自社が提供する電子書

籍サービス「Amazon Kindle」で取り扱うKindle

本の売れ筋ランキングを各タイトルについて公

開している。それぞれの媒体での書籍の順位変動

を記録し，電子書籍の価格変動が順位に与える影

響を調査する。 

本研究では各タイトルの Kindle 本の価格変動

を記録し分析を行うが，価格変動前にセール対象

となるタイトルを予測することは困難である。そ

のため，各国の「Amazon Kindle」ページにてセ

ール実施中のタイトルから調査対象を週毎に選

定し，セール終了前後の価格変動と順位変動を記

録した。 

2020 年 2 月 4 日から週毎，月初めにセール対

象タイトルから調査対象の選定を行い，2020年 5

月 1 日までに計 16 回の選定を行った。調査対象

タイトルは，日本の電子書籍 16,267タイトル，米

国の電子書籍 7,163 タイトル，英国の電子書籍

3,683タイトル，合計 27,113 タイトルを調査対象

として選定し，順位・価格データを含む商品ペー

ジの HTML の収集を行った。調査対象タイトル

の調査開始日から 2020年 5 月 31日までの期間，

各タイトルの Kindle 本の毎日の順位・価格のデ

ータを収集した。また今回の調査では，調査対象

とした電子書籍と同タイトルの紙媒体商品につ

いて，一部期間で順位・価格データを収集し分析

を行った。 

また，Amazonで扱われる商品には「本体価格

の割引」と「ポイント還元」の 2種類の割引が存

在する。前者では商品の本体価格が割引となり，

後者では次回以降の支払いで利用できるポイン

トが付与される。今回の分析では，電子書籍及び

紙書籍の本体書価格の変更のみを扱い，ポイント

還元については考慮しなかった。 

 

4.結果 

4.1 各カテゴリの順位の価格弾力性 

各国の電子書籍の需要の価格弾力性について

カテゴリ間の違いを分析するため，Amazonによ

って付与される各商品カテゴリによって調査対

象タイトルを分類し，各書籍群について(1)式に基

づいた回帰分析を行った。Amazonにて付与され

る商品カテゴリはツリー構造になっているため，

各国のAmazonでの「Kindle」カテゴリ以下のカ

テゴリを用いて分類を行った。 

カテゴリ毎に推定した順位の価格弾力性の結

果を表1に示す。各カテゴリの推定結果について，

タイトル数が少ないカテゴリ，推定値が価格弾力

性の符号条件を満たさないカテゴリは分析から

除外した。推定された順位の価格弾力性は，日本

で 0.31から 0.86，米国で 0.13から 1.03，英国で

0.27 から 0.71 の範囲となり，カテゴリ間で大き

く差が現れ，商品カテゴリ間の順位の価格弾力性

の高低の関係性も大きく異なった。児童書や絵本

などを扱うカテゴリで価格弾力性の値が低いな

ど，各国に共通する傾向も確認できた。 

 

表 1 各カテゴリの順位の価格弾力性 

 日本 米国 英国 

最小値 0.3068 0.1323 0.2717 

中央値 0.5954 0.4592 0.4699 

最大値 0.8573 1.0315 0.7073 

平均値 0.5881 0.5210 0.4877 

 

4.2 紙書籍の順位の交差価格弾力性 

電子書籍需要と紙書籍需要の関係性を分析す

るため，紙書籍の順位と電子書籍の価格の変動か

ら交差価格弾力性を測定した。Kindle本の価格変

動と紙書籍の順位変動の2財の関係を分析するた

め，分析対象タイトルのうち同タイトルの紙書籍

件数が 1件のものを対象とし，同時点の電子書籍

と紙書籍の順位・価格データを用いて分析を行っ

た。 

 (2)式に基づき順位の交差価格弾力性を分析し

た結果を表 2 に示す。Kindle 本価格を用いた紙書

籍順位の交差価格弾力性の値は，日本で 0.01，米

国で 0.04，英国で 0.45 となった。日本と米国の

交差価格弾力性の値がゼロに近いことから，
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Kindle 本価格の変動に対する紙書籍需要の変動

が極めて小さく，電子書籍は紙書籍の需要量に影

響を与えない独立財の関係にあると言える。一方

で，英国の交差価格弾力性はゼロより大きく，電

子書籍は紙書籍の需要量にプラスの影響を与え

る補完財の関係にあると解釈できる。 

 

表 2 紙書籍の順位の交差価格弾力性 
 日本 米国 英国 

推定結果    

𝛽：ln価格 

（交差価格弾力性） 
0.0137 0.0427 

0.4468 

*** 

調整済みR2 0.98 0.95 0.90 

タイトル数 6,819 312 403 

データ数 22,039 5,693 8,442 

※ ***1％ **5％ *10％ 

 

5.考察 

 日本，米国，英国の書籍の価格弾力性の分析に

よって，各国のカテゴリ間での価格弾力性の高低

の関係に差が現れ，紙書籍との交差価格弾力性の

分析では日本と米国で独立財の性質がみられる

一方で，英国では補完財の関係にあることが示さ

れた。これらの結果から，書籍価格に対する消費

者の購買行動と書籍市場の性質に違いがあると

考えられる。 

また，カテゴリ毎の順位の価格弾力性の平均値

は，日本，米国，英国の順で大きな値となってお

り，紙書籍に対する再販制度が適用されている日

本で価格弾力性の値が高く，価格拘束を禁止する

米国，英国でやや低い結果となった。Grether2)の

指摘にあるように，再販制度は需要の価格弾力性

の低い財に適用するのが合理的であるとされる。

今回の研究で行った推定結果の国際比較によっ

て，日本の書籍市場の性質が相対化され，書籍へ

の再販制度の議論に貢献できたと考えられる。 
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抄録 

本研究の目的は ,トイレ環境の視点から公立図書館における新型コロナウイルス感染症

対策にはどのようなものがあるのか,現在のトイレ環境の現状を明らかにすることである。

研究の方法は ,医師とトイレ総合メンテナンス会社に半構造化インタビュー調査を行った

後 ,公立図書館のトイレ環境の現状を把握するために公立図書館に対して質問紙調査を行

った。結果,医師とトイレ総合メンテナンス会社の見解を踏まえると新型コロナウイルス感

染症対策として公立図書館のトイレ環境は十分とは言えない傾向が出た。 

 

1.研究の背景 

新型コロナウイルス感染症の主な感染経路は

接触感染,飛沫感染だけではなく最近は空気感

染も可能性があると言われている。 

国内の公立図書館では緊急事態宣言解除後,

状況を注視しながら段階的にサービス提供を戻

しつつあるが,図書館員と来館者は感染のリス

クを抱えている状況である。 

図書館の事例ではないが以下の2点から感染

のリスクが高いと想定したひとつとして来館者

が使用するトイレがある。 

5月3日に公開された国立感染症研究所の「ダ

イヤモンド・プリンセス号環境検査に関する報

告（要旨）」において部屋のドアノブ等以外にト

イレボタン,トイレ便座,トイレ床から新型コロ

ナウイルスを検出したことが判明している 1)。 

国内初の新型コロナウイルス感染症の院内感

染が起きた和歌山県湯浅町の済生会有田病院で

は,感染経路としてトイレが浮かび上がった。す

でに感染していた可能性がある患者がトイレを

使用した際にドアノブ等にウイルスが付着した

とみられ,他の患者も同じ個所を触ったことが

推測される 2)。 

和式大便器と洋式大便器の形状の差について

は,2012年にTOTOが公立小学校で行った調査

がある。トイレ内の糞便由来菌汚染度（大腸菌

数 CFU/㎠）は和式大便器周りが最も多かった

ことから靴を介して廊下や教室まで持ち込まれ

れば,子どもたちの手や口に伝播する可能性を

指摘している 3)。 

公立図書館は,誰でも利用できることからそ

れなりの来館者がトイレを使用していると考え

られる。人口が多く 1日当たりの新型コロナウ

イルス感染症新規確認者が多い東京都に限定す

ると,たとえば,平成30年度における東京都葛飾

区立図書館全体(13 館)の 1 日平均来館者数は

729 人 4),同様に北区立図書館全体(15 館)では

677人 5)である。 

公立図書館によっては,トイレは和式大便器

しかなく旧来のままになっている状況も考えら

れることから新型コロナウイルス感染症対策と

してトイレ環境を検討しても良いのではないか

と考えた。 

 

2.先行研究  

中国の研究グループによると,2020 年 2 月 1

日から 14 日までの間に新型コロナウイルス感

染症に感染した入院患者73人のうち男性25人,

女性 14 人の 39 人(53.4%)が便からも陽性を確

認した。新型コロナウイルス感染症が気道で検

出不可能な状態までに減少しても 17 人

（23.2%）の便は陽性を示した 6)。 

李云云らは,流体力学の観点からトイレ洗浄

中の流体とエアロゾル粒子の動きを調査した。
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結果,流したときに便器からエアロゾル粒子を

確認し,全体の 40%～60%の粒子が便座の上に

上昇して大面積散布を起こすことがあり,その

高さは地面から 106.5cmにも達した。調査結果

から 3 点提言している。1.便座を使用する前に

清掃すること。2.流す前に便器に蓋をしておく

ことで,基本的にウイルスの感染を防ぐことが

できる。3.水洗ボタンやドアハンドルにウイル

スが付着している可能性があるので,手をよく

洗うこと 7)。 

山本らは,学校トイレの臭気発生メカニズム

についてある公立小学校のトイレで一般生菌数,

アンモニア付着量および臭気強度を測定した。

湿式清掃トイレで目地のある和式便器回りの菌,

アンモニア量,臭気強度が高かった。乾式は全般

的に湿式に比べて臭気強度が低かったが,洋式

の大便器では特に常在臭が少ない結果だった 8)。 

なお,図書館建築の視点では,時代の変化に応

じて諸室の在り方等の研究が行われているが,

トイレ環境についてはほとんど行われていない。 

 

3.研究の目的 

新型コロナウイルス感染症の検体採取と実験

を行うことは容易ではないが接触で人に感染す

ることからノロウイルスや大腸菌等と同様とし

て考えた。 

本研究の目的は,トイレ環境の視点から公立

図書館における新型コロナウイルス感染症対策

にはどのようなものがあるのか,現在のトイレ

環境の現状を明らかにすることである。 

 

4.研究方法 

医師には 6 月 26 日,トイレ総合メンテナンス

会社である(株)アメニティには 7 月 1 日に半構

造化インタビュー調査を行った。(株)アメニテ

ィは,渋谷区等公衆トイレ命名権も手掛けトイ

レをきれいにした実績がある。半構造化インタ

ビュー調査後に公立図書館のトイレ環境の現状

を把握するために6月時点で全国538館を受託

している(株)図書館流通センターサポート事業

推進室の協力を得て運営を受託している公立図

書館に対して質問紙調査を行った。質問紙調査

の概要は以下の通りである。 

 

 

対象数  538館(指定管理,委託,PFI) 

配布期間 7月 6日～20日 

回収期限 7月 20日 

質問数  10問 

回答数  265館(49.2%) 

 

5.調査結果 

5.1医師による見解 

トイレ環境は手洗いも重要であり,水と石鹸

を出す方法が手動であればそこが汚れているこ

とが多いため自動であることが望ましい。手を

洗った後はペーパータオルで水をきれいにふき

取ることができ,ゴミ箱は病院にあるように足

で踏んで蓋が開くものが理想である。 

 

5.2(株)アメニティの既存調査データ等 

5.2.1和式大便器と洋式大便器の違い 

長野県北信保健福祉事務所が行ったトイレを

起点とするノロウイルス汚染拡大の検証では,

和式大便器での水洋下下痢便による跳ね返り実

験を疑似水様下痢便を用いて行った。結果,便が

靴やズボン便器周辺に飛び跳ね,手や服の袖口

に汚染を確認した。(株)アメニティとしては洋

式大便器においても和式大便器ほどではないも

のの手や服の袖口に汚染が確認されると考える。 

和式大便器は,洗い出し式が多く,便を流すと

きに勢いよく水が流れることから水やウイルス,

菌の飛び跳ねがある。洋式で汚物を流した時の

音が大きいのは,洗い落とし式であり蓋を閉め

なければ和式と同様に水やウイルス,菌の飛び

跳ねはある。洋式の主流は洗浄水が回転する方

式であり,水や汚物の飛び跳ねは少ない。 

 

5.2.2便座表面と操作ボタン 

表 1 は,(株)アメニティが東京都内のある総合

病院の外来用トイレを診断したものである。女

性用トイレのみ除菌クリーナーを設置している。

女性トイレの便座表面に大腸菌検出「なし」と

あるのは,除菌クリーナーがプラスに働いてい

る判断できる。 

しかし,操作ボタンには男性女性ともに大腸

菌は検出された。菌が持つATP（アデノシン三

リン酸）を汚れの量として捉え,数値化したATP

ふき取り検査では高い数値が検出された。トイ

レ業界では数値基準はないが,調理ではメーカ
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ーが設定した推奨環境がある。例えば,まな板は

500RLU 以下が合格,500～1,000RLU は注

意,1,000RLU以上は不合格である。 

 

表 1 トイレ診断結果 

大腸菌 大腸菌群

便座表面 検出 なし 3,225

操作ボタン 検出 なし 2,335

座面表面 なし なし 366

操作ボタン 検出 なし 9,188

ATPふき取り検査
(単位:RLU)

区分

男性

女性

採取場所
寒天培地

 

 

5.3洗面所の蛇口 

同じ病院のトイレの洗面所にある蛇口は自動

センサーではなくハンドル式水栓で,大腸菌が

検出され,ATPふきとり検査は 925RLUだった。

石鹸吐出口の検査事例はないが,菌やウイルス

が石鹸吐出口から入る可能性はあり,継ぎ足し

時も危険という意見があると言う。 

 

5.4図書館のトイレ環境の現状 

5.4.1アンケート単純集計結果 

表2は,265館のアンケート単純集計結果を示

したものである。便器については,半数以上の

166館(62.6%)が和式大便器を設置している。洋

式大便器に便座クリーナーを設置している図書

館は 75 館(28.3%)と少なく,蓋を設置している

館では「蓋を閉めて流してください」等の掲示

をしていないのが 152 館(70.7%)と多いことが

明らかになった。自動センサーで汚物を流せな

い図書館も 217館(81.9%)と多かった。 

手洗い環境については,自動センサーによっ

て蛇口から水が出る図書館は 161 館(60.8％)と

若干多いものの石鹸が自動で出ない館が247館

(93.2%)と多数だった。洗った後では,ハンドド

ライヤージェットタオルを設置している図書館

は 59 館(22.3%)とまだ少なく,設置している館

のうち現在使用禁止にしていないのは 4 館

(6.8%)だった。ペーパータオルを設置している

図書館は 6館(2.3%)だった。 

ゴミ箱を設置している図書館は 145 館

(54.7%)で,設置している図書館のうち 76 館

(52.4%)は蓋を手で開ける。 

トイレの清掃を1日3回以上行っている図書

館は 103館(38.9%)と多くはなかった。 

表 2 アンケート単純集計結果(n=265) 

% %

１．和式大便器はありますか 166 62.6 99 37.4

２．洋式大便器に便座クリーナーを設置していますか 75 28.3 190 71.7

３．大便器の蓋を設置していますか 215 81.1 50 18.9

３ａ．現在、「蓋を閉めて流してください」等の掲示をしていますか 63 29.3 152 70.7

４．自動センサーで汚物を流せますか 48 18.1 217 81.9

５．洗面所の蛇口は自動センサーですか 161 60.8 104 39.2

６．石鹸は自動センサーで出ますか 18 6.8 247 93.2

７．ハンドドライヤー ジェットタオル設置していますか 59 22.3 206 77.7

７ａ．現在使用禁止にしていますか 55 93.2 4 6.8

８．ペーパータオルを設置していますか 6 2.3 259 97.7

９．ゴミ箱を設置していますか 145 54.7 120 45.3

９ａ．蓋を手で開けるものですか 76 52.4 69 47.6

１０．清掃は１日３回以上ありますか 103 38.9 162 61.1

回答館数(館)

はい いいえ設問

 

 

5.4.2クロス集計結果 

『日本の図書館 統計と名簿 2019』を用いて

回答館の竣工年,単独館・複合館の情報を合わせ

て和式大便器の有無を 10 年ごとに区分したの

が表 3である。80年代と 90 年代は和式大便器

が有る図書館が多い。2010年代以降は和式大便

器が無い傾向が見られる。 

 

表 3 年代別和式大便器の有無 

単独館(館) 複合館(館) 単独館(館) 複合館(館)

1950 0 1 0 0

1960 1 4 1 0

1970 6 7 2 6

1980 20 29 7 15

1990 27 38 5 8

2000 10 12 4 13

2010 2 9 3 32

2020 0 0 1 2

合計 66 100 23 76

年代
和式大便器有 和式大便器無

 

 

ペーパータオルを設置している6館について

1 日当たりの来館者数等をまとめたものが表 4

である。B図書館は 1日当たり 1,371人の来館

があり和式大便器は無く,便座クリーナーを設

置し,洗面所の水は自動で出でゴミ箱の蓋を手

で開けることない。 

 

表 4 ペーパータオルを設置している図書館 

図書館
年間来館
者数(人)

開館日数
(日)

1日当たり
来館者数

(人)

和式大便
器の有無

便座ク
リーナー
の有無

洗面所
ゴミ箱の
蓋を手で
開ける

A 546,656 342 1,598 無 無 自動 いいえ

B 416,720 304 1,371 無 有 自動 いいえ

C 269,237 290 928 有 無 自動 はい

D 81,928 305 269 無 無 自動 いえ

E 61,665 286 216 有 無 手動 はい

F 34,143 299 114 有 有 手動 いいえ

平均値 235,058 304 749 - - - -

中央値 175,583 302 599 - - - -  
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6.考察 

医師や(株)アメニティの見解を踏まえると今

回の図書館に対して行ったアンケート結果では,

全体の傾向として新型コロナウイルス感染症対

策としてのトイレ環境は十分とは言えない。古

い図書館はトイレの改修まで手が回っていない

ことが考えられる。今後の図書館建築の研究や

図書館の新築や改修にはトイレ環境についても

諸室と同様に対象とするべきである。 

 

7.具体的な対策 

7.1便器 

和式大便器から洋式大便器に変更するには 1

台 30 万円前後する。工事は採用するメーカー

によっては最短で 2日で行える。洋式にするこ

とで感染拡大のリスクは軽減できるが費用と日

数がかかるため,図書館は財政課と関係部署へ

の丁寧な説明が求められる。大便器に蓋がある

場合は「新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため蓋を閉めて流してください」と掲示する。 

 

7.2洗面所 

蛇口を自動センサーにする工事は1台5万円

から 6 万円,15 分程度で可能である。ペーパー

タオル設置については,1日の来館者が600人程

度であれば設置を検討する。設置を実験的に行

うことでどれだけ実際に費用がかかるのか具体

的に把握することができ予算化を考える。 

 

7.3交付金等の活用 

自治体内でトイレ改修の予算が付く可能性が

低い場合は,新型コロナウイルス感染症対策対

応地方創生臨時交付金の「新しい生活様式」を

踏まえた地域経済の活性化等に関する事業例に

ある社会的な環境整備「公園や社会教育施設,

文化・スポーツ施設等における感染防止対策」

に適応できないか役所内部で協議することが望

まれる。対策が十分ではない図書館は,国の交付

金等の情報を日頃から注視し活用することを検

討することが求められる。 

 

8.今後の課題 

本研究は,実際に図書館のトイレで採取は行

っていないことから検体採取が行える状況にな

れば実施することで更なる対策を検討すること

が可能になる。さらに,国内の公立図書館は『日

本の図書館 2019』によると 3,311 館あるため,

サンプル数を増やすことでトイレ環境の傾向を

より明らかにすることができる。 
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わが国における戦後 25 年間の図書館サービスの推移について 
～『図書館学文献目録』（私立大学協会, 1971）を利用して～ 

 
伊藤 民雄 （実践女子大学図書館） ito-tamio@jissen.ac.jp 

抄録  
本研究は，大学図書館と専門図書館の両分野を採録対象とする『図書館学文献目録』

（私立大学協会 , 1971）に採録された雑誌記事データによって，戦後 1945 年から 1969
年まで，同目録の分類を利用し記事件数の経年変化を分析した。大項目を利用した分

析では，整理技術，情報管理，図書館行政と管理 /運営，図書館一般，の順番で多く

なっている。中項目を利用した分析では，当初は図書館資料が優勢だったが，情報サ

ービス・情報管理に追いつかれており，大きな推移の傾向が明らかになった。その一

方で，採録分野の偏重も疑われ，不足分野の追加が必要であることも分かった。  
 

 
1. 調査の背景 

大学図書館や雑誌を長年研究され，2019 年度

末をもって図書館業界を引退した長谷川豊祐氏

からある相談を持ちかけられた。聞けば，10 年程

前に，日外アソシエーツの『図書館情報学研究文

献要覧』（以下，「要覧」という）を用いて，1970 年

から2004年までの図書館情報学の研究動向を把

握する研究発表を行った¹が，1969 年以前に遡れ

なかったため，研究を引き継いでほしい，との依

頼であった。そして紹介されたのが 1971 年刊行

の『図書館学文献目録』²という冊子体目録だった。 
 同目録は，発行元の日本私立大学協会が主催

する大学図書館司書研修会のための参考資料を

追加・補訂して集大成したもので，凡例や採録誌

名・略名一覧によれば，1945 年から 1969 年 12
月末まで，207 誌を対象に大学図書館と専門図書

館を中心とする論文記事を，雑誌現物あるいは二

次資料から採録し，大項目として 10，中項目とし

て 54 の分野で分類している。しかし，項目には，

公共図書館，学校・児童図書館関連は見当たらず

除外されている。 
日本私立大学協会にデータ化の内諾が取れた

ので，さっそく研究を開始することとした。 
 

2. 先行文献調査 

  雑誌文献から図書館情報学の研究動向を把握

しようとする試みは数多く行われている。1970 年

前後の年代を調査対象とする研究は，山中³，堀

川⁴，先述した長谷川，杉内[ほか]⁵の4点である。う

ち山中の研究（後述）は1955年を起点とし，残り3

点の堀川，長谷川，杉内[ほか]の研究は 1970 年

を開始年としていた。また，堀川と長谷川が要覧を

利用しているが，山中と杉内[ほか]は，自身で文

献リストを作成していた。ただし，堀川は児童図書

館が研究対象，杉内[ほか]の研究は対象誌が 3
誌のみのため，参照しないこととした。 
 山中の研究は，1955 年を調査対象の開始年と

しているが，調査対象 21 誌を 5 年おきに，1960
年，1965 年，1970 年…の各年で，研究文献を集

計し，研究テーマ，研究手法，著者属性で分析し

ていた。独特の分類で，大項目として3つ（①情報

センター，②情報流通，③図書館・情報学），中項

目として 11 あり，特に情報センター分野の「運営」

が全体の 34%を占め突出している。次点は，「情

報流通」分野の「情報の蓄積」（13％）である。『図

書館雑誌』は対象外となっているが，『図書館学文

献目録』との採録誌の重複がかなりあるので，同

様の傾向となる可能性が期待される。 
一方，長谷川の研究では，1970年から2004年

までの文献数は，「図書館資料」（18%），「図書館

総記」（16%），「図書館活動」（15%），「情報サー

ビス・情報管理」（14%）の順となっている。「図書

館資料」が顕著に減少し，「図書館活動」と「情報

サービス・情報管理」が増加し（中略），図書館の

サービスが，テクニカルサービスからパブリックサ

ービスに移行した」とまとめている。 

3. 研究目的について 

２つあり，一つが同目録を利用し，戦後 1946年

から 1969年までの図書館サービスや業務内容の

推移について大きな傾向を明らかにすることであ
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る。もう一つが，同目録の完全化のために，不完

全具合を計算する，以上 2点である。 
 

4. 研究方法 

冊子体目録から書誌データを起し，凡例の採録

誌リストの誌名と本編の誌名の間に表記の揺れが

見られたため，NACSIS-CAT の誌名で統一する。

また，巻号表示のみで発表年月が記述されてい

ない等の書誌的不備については，現物確認を原

則として，再調査のもと修正・訂正を行う。 
続いて大項目 10 分野で分類されたデータを，

著者，発表年，雑誌種別で，また 5 年単位で 5 期

に分けた大項目 10 分野の文献数の推移をグラフ

化し，分析を行う。また，先行研究との比較を，中

項目の一部を利用して行う。 
最後に同目録の完全化のため，各主要誌にお

ける採録されるべき文献数に対する同目録での掲

載具合を採録率（網羅率）として算出し，その不完

全具合を測定する。採録率は，主要誌毎に，総目

次とリポジトリから記事・論文総数を，総索引で原

著論文等や索引付与された文献を採録されるべ

き文献としてカウントし，同目録掲載文献数で除す

ることにより計算した。 
 なお，同目録では連載記事を一まとめとしてい

たが，本研究では，1号 1件でカウントした。 
 

5. 結果と分析 

採録誌は，誤りと掲載実績のない雑誌を除外し，

NACSIS-CATで統一した結果，200誌となり文献

4,239件を得た。長谷川の研究では，1970年から

1981年までの採録誌 548誌，文献数 14,987件

なので，それ以前に遡るとは言え，採録誌数・件

数ともに多いとは言えない。 
 著者内訳は第一著者 1,838 人 3,782件及び無

著者 457件である。因みに個別では，森耕一 53
件，森清 53件，藤川正信 36 件の順で，教員，資

料整理，大学関係者が上位を占めた。通常だと，

上位になるような日本図書館協会関係者は，有山

崧の 17位（17件）が最高位だった。 
 
5．1 発表年別の文献数の推移 
 凡例とは異なり，実際は 1944 年以前の文献と

1970，1971 年の文献も含まれていた。右肩上が

りで文献は増加を続けるが，1969年の採録件数

は異常に少ない。これは参考にした2次資料の不

備（例：『図書館雑誌』の「資料室・図書館関係雑誌

記事索引」の採取までのタイムラグ，及び巻号は

あるが，発表年月の記載がない）と同目録の出版

年（1971年 5月）が関係しているように思われる。 
 

   
   図 1 発表年別の文献数の推移 
 
5．2 雑誌種別ごとの採録件数 
 個別の雑誌では，『図書館雑誌』からの採録文

献が 879件（占有率 21％）であった。（個別誌の

件数は，表 2 を参照）。 
 ここで，研究を中心とする団体発行誌を「学会・

研究会誌」，日本図書館協会や各地の協会発行

誌を「協会誌」，国立国会図書館や日本科学技術

情報センター（JICST）のような公的機関の発行

誌を「機関誌」などのように分類した結果，上位は

表1のようになった。通常だと採録が忘れさられそ

うな大学協会誌（私立大学協会，私立大学図書館

協会とその地方部会，各地の大学図書館協会，等

の発行誌）が上位となっているのが，この目録の

大きな特徴であろう。また，図書館関係以外の雑

誌 68誌から採録されていた（表 1の「その他」）。 
 
表 1 雑誌種別での文献数と採録誌数（件） 

雑誌種別 文献数 誌数 うち山中 雑誌種別 文献数 誌数 うち山中
1 協会誌 1,489 29 3 7 大学紀要 87 26 1
2 機関誌 959 14 4 8 大学図書館紀要 62 3 1
3 学会・研究会誌 720 14 7 9 公共図書館報 61 4
4 大学協会誌 463 16 1 10 大学図書館報 25 8
5 その他 254 68 11 私立図書館報 8 3
6 企業誌 89 6 12 古書 7 1

 
 NACSIS-CAT によれば，1945年から 1969年

までの創刊誌で，タイトルに「図書館」とある紀要・

館報類等は「266」である。『図書館学研究文献目

録』の採録は14誌のため，これらが採録されると，

順位は大きく変わる可能性がある。 
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図 2 大項目の年代別文献数推移（1946～1969） 
 
5．3 分野別の調査対象年別の推移 

 文献数では，整理技術（26%），情報管理（20%），

図書館行政と管理・運営（15%），図書館一般

（14%）の順である。図示すると，大項目10分野中

9 分野は増加傾向にあった。1945～1955 年は，

整理技術分野が突出し，図書館一般，図書館行

政と管理･運営の以上 3 分野が優勢だったが，情

報管理分野が 1955 年以降に急増し，1965 年以

降は最上位になっていた（図2）。 
 
5．4 先行研究との比較 
 長谷川は，図書館サービスや業務の分析のため

に，次の 3 つの分野，①図書館資料（収集，資料

組織，保存），②図書館活動（利用指導，利用者，

レファレンス），③情報サービス・情報管理（マルチ

メディア，情報流通，情報検索），で分析していた。 
 長谷川の研究に合わせ，『図書館学文献目録』

の中項目，山中の研究から該当する研究テーマ

の文献数を集計した。山中とは比較，長谷川とは

1970年代で接続できるかを検討した。 
 
1) 山中の研究との比較（図 3） 
  山中の研究とは，1955，1960，1965 の 3 年間

が重複している。採録誌は 21 誌中 14 誌

（NACSIS-CAT の雑誌名で集計すると 24 誌中

17誌）が重複している（表1，2参照）。本研究と山

中の研究は，当初は「図書館資料」が上位を占め，

「情報サービス・情報管理」が 1960年代後半に追 

図 3 山中の研究との 3分野の推移比較 
 
いつく・追い越すのは同様であるが，山中の研究

が研究文献を中心に採録しているとは言え，全体

に占める割合がかなり異なる。『図書館学文献目

録』の採録が，大学/専門図書館関係の文献の中

から特に「図書館資料」と「情報サービス・情報管

理」に偏重していた可能性がある。 

図 4 本研究と長谷川の研究との 3分野の推移 
 
2） 長谷川の研究との接続（図 4） 
 長谷川の研究とは，年代的な重なりはないので，

本研究の終点と長谷川の研究の始点である 1970
年で接続できるか否かを検討した。「図書館資料」

と「図書館活動」の割合は近く接続できるが，「情

報サービス・情報管理」は難しいように思われる。

長谷川の研究の 1970～1974 年の「情報サービ

ス・情報管理」の割合は 6.5％であり，明らかに少

ないように思われる。これは，要覧の元となった

『図書館学年次文献目録』の採録基準が，「近年

増加している“ドキュメンテーション”の分野（中略）

は省略した」⁶ことが原因である。本研究では除外
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された大学図書館・専門図書館以外の分野，およ

び長谷川の研究（要覧）では不足分野が追加⁷さ

れないと接続が難しいように考えられる。 

6． 戦後期の研究動向の正確な把握のために 

戦後期 1946年から 1969 年までの研究動向を 
 
表 2 1946～1969年 個別誌の採録状況 
 ＊目次論題数がカウントできた雑誌のみ 

順
位

雑誌名
目次

論題数
付与
索引

実際
採録

掲載率 計算元

1 圖書館雜誌 5,385 1,197 879 73% 総索引
2 圖書館界 1,270 526 343 65% 総索引
3 月刊JICST（月報） 481 324 263 81% 総索引
4 医学図書館 436 401 259 65% 有著者
5 情報管理 620 234 194 83% JDream3
6 月刊JICST・情報管理 411 243 173 71% 総索引
7 私立大学圖書館協會会報 897 457 163 36% 有著者
8 ドクメンテーション研究 1,424 317 150 47% 総索引
9 薬学図書館 369 306 128 42% 有著者
10 びぶろす 1,796 1,010 118 12% 有著者
12 科学技術文献サービス 496 350 64 18% 有著者
13 現代の図書館 165 155 61 39% 総索引
15 Library science 93 73 53 73% 原著他
15 ひびや 1,004 53
17 図書館学会年報 288 190 50 26% 総索引
18 丸善ライブラリーニュース 620 528 42 8% 有著者
19 早稲田大学図書館紀要 150 141 40 28% 有著者
20 中部図書館学会誌 140 91 39 43% 原著他
23 IFEL圖書館學 123 114 36 32% 有著者
27 讀書春秋 1,591 34
29 図書舘学 47 40 27 68% 有著者
30 季刊図書館学 89 41 26 63% 原著他
32 図書館研究シリーズ 115 110 26 24% 有著者
35 図書館員のメモ 124 80 22 28% 原著他
37 ビブリア 708 577 21 4% 有著者
37 磨研録 36 33 21 64% 有著者
39 同志社大学図書館学会紀要 33 20 19 95% 原著他
42 圖書館研究_復刊 39 20 14 70% 有著者
49 図書館評論 272 39 10 26% 有著者
52 J.L.A. information service 122 75 8 11% 有著者
54 Library and Information Science 25 23 7 30% 原著他
59 図書館短期大学紀要 12 12 5 42% 有著者
59 静脩 353 62 5 8% 有著者
67 JLA information service. N.S. 43 30 4 13% 有著者
74 学校図書館 5,882 3
84 Liber 147 70 2 3% 有著者
84 Technical services 8 5 2 40% 原著他
84 UDC information 836 311 2 1% 総索引
112 Liber. 資料編 1 1 1 100% 有著者
112 あさいんめんと 40 9 1 11% 原著他
112 図研論集 5 5 1 20% 有著者  

より正確に把握するために，『図書館学文献目録』

の不完全具合を計算した。採録されている主要誌

について，①総目次，リポジトリ（「国立国会図書

館デジタルコレクション」「J-STAGE」）から総目次

論題数を，②総索引が存在する雑誌⁸については

件名が付与された文献を，総索引がない雑誌に

ついては原著論文・研究ノート，解説記事（有著

者）をカウントした，③目録の採録件数を調べ，③

を②で除して，掲載具合を採録率（網羅率）として

算出した。但し，②と③の一致を 1点ずつ調べた

わけではなく，あくまで机上の計算である。 
 表 2 は，実際採録の件数順で並べているが，上

位 6位までの掲載率から，やはり「図書館資料」や

「情報サービス・情報検索」分野の採録偏重が疑

われる。『図書館雑誌』の掲載率は 73％で，除外

された 27％は，公共図書館と児童・学校図書館と

YA サービスの関係文献である可能性が高く，採

録が望まれる。一方で，84位の「UDC Infor-
mation」のように，全目次論題 836件うち索引付

与 311件に対し採取 2件と，主要誌であってもほ

とんど採録されていないものもあり，低掲載率や採

録外の雑誌論文が追加されると，より正確な傾向

分析が可能となる，と考える。 

7．まとめ 

本研究では，長谷川の研究より早く 1960年代

に，図書館サービスや業務が，テクニカルサービ

スからパブリックサービスへの移行が読み取れた。

一方では，採録誌・採録件数の少なさや採録分野

の偏重が影響しているようにも見えた。手作業で

行われた先人達の偉業を，不足文献を追加するこ

とによって完全化して，再度研究に挑戦したい。 

引用文献 
1) 日本私立大学協会図書館学文献目録編纂委員会編『図書館学文献目録』

日本私立大学協会 , 新樹社 (発売), 1971, 257p. 
2) 長谷川豊祐「わが国における図書館サービスの推移：1970 年-2006 年」

『日本図書館情報学会研究大会発表要綱』第57回, 2009, p.13-16. 
3) 山中忠「日本における図書館・情報学研究の特徴--論文の研究方法,研究

内容分析をもとにして」『Library and information science』No. 24, 1986, p 
31-44. 
4) 堀川照代「学校図書館関連文献の動向」『島根女子短期大学紀要』no. 28, 
1990, p. 151-160. 
5) 杉内真理恵[ほか]「論文から見た図書館情報学研究の動向」『Library 
and Information Science』No. 61, 2011, p. 127-151. 
6) 深井人詩, 目黒聡子「図書館学年次文献目録（1971年1-12月）」『図書館

学会年報』Vol. 18, No. 3, p. 1. 
7) 例えば，『図書館雑誌総索引: 1907.10-1995.12』CD-ROM，『情報管理

総索引：第 1 巻-第 10 巻』，『薬学図書館総索引』，『ドクメンテーション研究総

目次』，『図書館学会総目次・総索引』，『現代の図書館総索引』 
8) 例えば、1970年代 7,700文献を採録する 日本ドクメンテーション協会編

『ドクメンテーション関係国内文献リスト』 2冊, 1981-1982. 
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日本の広域行政の制度的枠組みへの公共図書館ネットワークの対応について 

―日仏米の比較制度分析を通してー 
森山光良† 

†東京大学大学院教育学研究科  

†mitsuyoshi_moriyama@nifty.com  

抄録 

日本の地方の公共図書館ネットワークは，都道府県域の既存の主要なものと，

広域行政の制度的枠組みへの対応によって構築されるものが並立しており，契約

的手法を協力の枠組みで活用しつつ，それぞれ改善する必要がある。前者につい

ては，都道府県域の図書館のコンピュータシステムの統合とそれに基づく都道府

県域総合目録ネットワークの実現が考えられる。後者については，広域化する行

政課題の協議を関係館で行い，当該ネットワークに反映することが考えられる。 

 

1. はじめに 

1.1 研究の背景 

近年，地方の市町村立図書館には，所属自治

体で全庁的に進む広域行政に対応して，広域レ

ベルの新しい公共図書館ネットワークに取り組

む動きがある。都道府県域の既存の主要な公共

図書館ネットワークへの参加と並行する。 

広域行政という用語について，地方自治を所

管する総務省は，市町村合併と対比し，複数の

市町村が合併せず連携調整する取り組みである

と述べる。総務省は，その必要性を 3点挙げて

おり，公共図書館ネットワークに関係する事項

を中心にまとめると以下のようになる。①広域

レベルでの公共施設の一体的な整備や相互利用

の必要性。②広域化する行政課題に対応する必

要性。③複数の基礎的自治体（地方自治法では

市区町村が該当）間の協力による事務（行政サ

ービス）の効率化と質的向上の必要性1)。 

上記①～③への対応実績について，取り組み

の全貌把握はできないが，総務省が簡略にまと

めた『全国の定住自立圏構想の取組状況（令和 2

年 4月 1日）』2)の公共図書館関係の言及のある

37圏域のうち 5合併市のケースを除く 32圏域を

参照したところ，以下を確認した。①図書館の

相互利用（広域利用）が 17圏域で挙げられた。

②広域化する行政課題に，図書館の立場から広

域レベルで一体的に取り組む事例は確認できな

かった。③図書館ネットワークシステムの構築

が 2圏域で挙げられたが，さらに森山（2019）3)

との照合によって，コンピュータシステムの統

合とそれに基づく広域レベルの総合目録ネット

ワークの実現であることを確認した。                                              

以上の広域行政の必要性と対応実績の整理か

ら，一定の成果は得られるが，一面的理解にと

どまるのではないかという問題意識が研究の背

景にあった。むしろ，広域レベルのネットワー

クの関係要素と，関係要素同士が影響し合う全

体構造に対して，複数の視点から考察する方が

先決であると考えた。ここで，関係要素につい

ては，利用者，所属自治体，ネットワーク参加

館，広域行政の制度，都道府県域のネットワー

ク等が考えられる。全体構造については，基盤

に制度があり，ネットワーク参加館と所属自治

体が一体となって，利用者利益に沿った意思決

定を行うとともに，都道府県域のネットワーク

と役割分担を調整するというイメージである。

複数の視点については，利用者視点を基本に据

えつつ，第 1 に，広域行政の制度の視点，第 2

に，都道府県域のネットワークとの関係性の視

点である。さらに今回，関係要素から外れる

が，第 3に，同様の制度基盤を持った海外の仕

組みの導入可能性の視点を加える。その理由

は，上記の対応実績に見られるように，日本で

は制度や技術の活用が限定的であり，海外から

の導入可能性を考察するためである。 

1.2 リサーチクエスチョンと先行研究 

リサーチクエスチョンとして，「日本の地方の

公共図書館ネットワークは，都道府県域の既存の

主要なものと，広域行政の制度的枠組みへの対応

によって構築されるものが並立する中で，どのよ

うな改善が必要か」と設定する。この問いには，

都道府県域のネットワーク基盤が既にある中で，

地理的に包摂される広域レベルの存在意義への

問いも含まれる。以下の手続きで研究を進める。 
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第 1に，広域行政の制度を類型化する。第 2に，

各類型の代表国の公共図書館ネットワークを概

観する。第 3 に，リサーチクエスチョンを解く。 

先行研究の収集では，広域行政を基盤とする公

共図書館ネットワークについての包括研究の探

索を試みたが確認できなかった。なお，上記第 1，

第2の広域行政全般を論じたものに，木村（2019）
6)，木村（2017）7)がある。いずれも行政法学の視

点で，広域行政の文献レビューをしたものである

が，後者は海外での社会調査も含む。ただし，公

共図書館ネットワークに関する言及はない。また，

森山（2019）8)は，広域行政の制度的枠組みに沿っ

た総合目録ネットワークを検証したものである。 

2. 広域行政についての比較制度分析 

2.1 日本における広域行政の制度の類型 

広域行政の制度の類型は，①一部事務組合，広

域連合のように，一般の自治体とは別の法人（特

別地方公共団体）の設立を要する仕組み（法人型）

と，②連携協約，協議会，機関等の共同設置，事

務の委託，事務の代替執行のように，法人の設立

を要しない契約的手法（契約型）に二分される15)。

根拠法令の地方自治法で，広域行政は事務の共同

処理と呼ばれ，法人型は第 3編第 3章の地方公共

団体の組合（284条～293条の 2）に，契約型は第

2編第11章第3節の普通地方公共団体相互間の協

力（252条の 2～252条の 17）に定められる16)。 

制度の変遷において，法人型は，平成の大合併

を経て 2009 年に廃止された広域行政圏施策で主

に用いられた仕組みであるが現在も適用される。

契約型は，2009 年新設の定住自立圏構想および

2014年新設の連携中枢都市圏構想（地方圏の指定

都市又は中核市（人口 20万人以上）を対象とする

もの）で主に用いられる。両者は異質の別物とい

うより，規制緩和の要請の中で，前者のうち簡素

化可能な要素が後者へ移行したと解釈できる。た

とえば，財産の管理や施設の稼働を基軸とする行

政サービスは従来，法人型が活用される割合が高

かったが，近年では消防やごみ処理も契約型の活

用が進み，件数も顕著に増加する傾向にある17)。 

2.2 海外における広域行政の制度の類型 

木村（2017）18)では，海外の広域行政の制度に

上記類型を当てはめ，法人型の代表国にフランス，

契約型の代表国にアメリカを挙げる。 

法人型の代表国にフランスを挙げるのは，

Hulst and Montfort（2007）19)のヨーロッパ 8カ

国の調査で，小規模な基礎的自治体が多数のフラ

ンス，イタリア，スペインに広域行政のための法

人が多数設置され，中でも小規模なフランスで顕

著な点に着目したことによる。 

契約型の代表国にアメリカを挙げるのは，地方

自治体の階層構造の不規則性や，地方行政基準の

統一性の欠如の中で，さまざまな広域行政の仕組

みが模索され，その中には特定目的区の設置とい

う独自の法人型もあるが，階層の異なる自治体間

も含めた協定，契約等による契約型の発展に特に

着目したことによる。 

2.3 フランスの広域行政と公共図書館ネットワ

ークとの関係 

フランスの基礎的自治体はコミューン

（commune）である。2017年時点で 66,618,176人

の人口に対し，コミューンの数の多さ（35,358），

規模の小ささ（平均値は 1,884人であり，人口 200

人未満のコミューンが全体の 4分の 1を占め，人

口 2,000 人未満のコミューンが 3 万以上に及ぶ）

が特徴である20)。この結果，単独での行政運営に

支障を来すコミューンを数多く生み出している。

コミューンの合併は反対意見が多く進まない。そ

こで，広域行政の目的で，法人としてのコミュー

ン間協力公施設法入（EPCI）が設置されている21)。 

公共図書館の基本的な運営主体はコミューン

あるいは EPCIである。また，県立貸出図書館が全

県設置され，コミューンあるいは EPCI の小規模

館支援や，学校支援を行う。一方，地域の図書館

の支援機能を果す地域拠点図書館（BMVR）が，運

営主体をコミューンあるいは EPCI として別途設

置されている。ただし，当初から均衡した配置を

目指すものではなく，国の公募で採用された12館

に過ぎない22)。EPCIと BMVRは，別法人であるが，

ともに広域行政機能を有する。 

コミューンの合併や，BMVRの計画配置が期待で

きない以上，EPCIを基盤とする広域レベルの図書

館設置，さらにネットワーク展開し，県立貸出図

書館とも結びつくのが現実的である。合併を望ま

ないが，単独での行政運営の難度の高い基礎的自

治体が近接して多数存在する場合，法人型で擬似

合併し，それを基盤に図書館設置する道があるこ

とが示唆される。 

2.4 アメリカの広域行政と公共図書館ネットワ

ークとの関係 

アメリカの基礎的自治体は，ミュニシパリティ
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（municipality）と呼ばれる地方自治体と，準地

方自治体に二分されるが，いずれにも当てはまら

ない区域も存在する。なお，準地方自治体には，

特定の行政目的のためだけに設立される学校区，

特定目的区が含まれる25)。 

木村（2017）26)では，アメリカにおける広域行

政の仕組みとして，①契約または協定，②広域協

議会の設置，③特定目的区の設置，④州やカウン

ティ等への行政機能の移行が挙げられる。①②④

が契約型に，③が法人型に区分される。それぞれ

の公共図書館ネットワークへの対応を確認した。 

①については，財政危機に直面した中心市の公

共図書館，他種施設等の維持のため，中心市と周

辺町村との費用分担の協定締結の事例がある27)。 

②④については， Horton and Pronevitz 

(2020)28)におけるアメリカで高度に発展した図

書館コンソーシアムに関する以下の記述を通し

て確認できる。1970年代以降，多くの州で，広域

図書館システム法（regional library systems 

laws）が州法として制定され、公共図書館サービ

スはサービスの不十分な農村に拡大した。図書館

コンソーシアムはそれ以前も活発であったが，こ

れによって広域レベルで顕著となり関与を深め

た。この過程で②広域協議会（regional council）

が設置された。④については，多くの図書館コン

ソーシアムが州の管理構造の中で存続するとと

もに，州立図書館とつながり，実績の一つとして

コンピュータシステムの統合と共有を実現した。 

③については図書館区が対応する。図書館区は，

設置が住民の直接投票によって決定され，課税権

や起債権を持つ準自治体である。複数の既存自治

体の領域をまたぐ場合がある30)。 

3. 日本の公共図書館ネットワークの方向性 

3.1 海外の仕組みの導入可能性 

前述の比較制度分析を基に，日本へのフランス，

アメリカの仕組みの導入可能性を考察する。 

第 1 に，フランスの法人型としての EPCI 等を

基盤とした仕組みについては，EPCIと同種の制度

が未活用のまま廃止されたか，活用の途絶えた日

本での導入可能性はないと考える。EPCIに対応す

る制度は，日本では町村を対象とした全部事務組

合が当てはまると考えられる。内容的には関係町

村の全事務が組合で処理され，町村が名目上残る

に過ぎない。ただし，1度も設立されず 2011年に

廃止された31)。合併に受容的な日本と否定的なフ

ランスの違いが表れる。また，前述したように，

日本では広域行政において財産管理や施設稼働

を伴うと法人型が選好されやすく，確かに一部事

務組合を設置基盤とした組合立図書館がかつて

数館存在したことを『日本の図書館 統計と名簿』

で確認できるが，現在は皆無である32)。つまり，

複数自治体による法人を設置基盤とした図書館

設置は，日本で根付かなかったことを確認できる。 

第 2に，アメリカの類型のうち，法人型として

の図書館区の設置については，日本に同種制度が

ないため，導入可能性はないが，契約型について

は，いずれも制度の受け皿があることから，導入

可能性はあると考える。 

3.2 公共図書館ネットワークの改善可能性 

以下では，アメリカの契約型を参照し，日本の

公共図書館ネットワークの改善可能性を考える。 

3.3①については，日本では図書館未設置自治

体あるいは，図書館維持を断念し閉館した自治体

が，ネットワークを組む図書館設置自治体と連携

協約を締結し，実際の事務の移管に当って，委託

という法的手段を用いる可能性が考えられる33)。

1.1①対応実績においては，相互利用のみであっ

たが，利用者へのサービスの選択肢となる。 

3.3②については，日本では協議会設置に対応

し，ネットワーク参加館が広域化する行政課題を

継続協議し，当該ネットワークに反映することが

考えられる。現状では，1.1②対応実績なしである。 

以上の 2 点は，1.2で挙げた，都道府県域のネ

ットワーク基盤が既にある中で，地理的に包摂さ

れる広域レベルの存在意義はあるかという問い

に対し，有効性があることを示す回答となる。 

3.3④については，日本では 1.1③対応実績で挙

げた，域内図書館のコンピュータシステムの統合，

および広域レベルの総合目録ネットワークの実

現の発展形として，都道府県域で都道府県立図書

館が市町村支援の一環として取り組むことが考

えられる。広域レベルよりもむしろ都道府県域で

行う方が望ましい理由として，①前掲各構想で不

可避な中核自治体図書館の調整事務の煩雑さの

解消，②地域（郷土）関係分野の図書，逐次刊行

物を含む都道府県域レベルでの書誌ユーティリ

ティ的な機能の実現と，データベースでの書誌割

れの回避，③システム統合による相互貸借機能の

円滑化，④各館のシステム構築費用の分担と削減，

⑤システム担当者の個別館配置の回避が挙げら
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れる。なお，利用者情報を共有し利用者カードを

共通化するか否かは，協議を要する。 

前掲『全国の定住自立圏構想の取組状況（令和

2年 4月 1日）』で，都道府県立図書館が関係する

事例は皆無であったが，アメリカの事例のように，

階層の異なる自治体間も含む協定，契約等による

契約型の仕組みの導入は有効である。なぜなら，

日本の他分野での都道府県による市町村事務の

代行は一般的であり36)，実際の事務の移管で，委

託等の法的手段は多用されるからである37)。 

最近では，ヨーロッパの広域行政も全般的に，

法人型による基礎的自治体間のみの水平的な協

力から，契約型による階層の異なる自治体間の垂

直的な協力へと移行する傾向にある38)。 

 

注・引用文献 

1) 総務省『広域行政・市町村合併』 

https://www.soumu.go.jp/kouiki/kouiki.html , 

(参照 2020-09-03). 
2) 総務省『全国の定住自立圏構想の取組状況（令和

2年 4月 1日）』総務省, 2020, 134p. 

https://www.soumu.go.jp/main_con-

tent/000691156.pdf, (参照 2020-09-03). 
3) 森山光良「日本の公共図書館の広域総合目録事業

に関する考察」『日本図書館情報学会春季研究集会

発表論文集』2019年度, 2019, pp.33-36. 
6) 木村俊介『広域連携の仕組み : 一部事務組合・

広域連合・連携協約の機動的な運用[改訂版]』第一

法規, 2019, 24,500p. 
7) 木村俊介『グローバル化時代の広域連携 仏米の

広域制度からの示唆』第一法規, 2017, 9,489p. 
8) 森山（2019）, 前掲論文. 
15) 木村（2019）, 前掲書, 参照は pp.13-15. 
16) 総務省『共同処理制度の概要』 

https://www.soumu.go.jp/main_con-

tent/000196080.pdf, (参照 2020-09-03). 
17) 総務省『地方公共団体間の事務の共同処理の状

況調の概要（平成 30年 7月 1日現在）』 

https://www.soumu.go.jp/main_con-

tent/000454692.pdf, (参照 2020-09-03). 
18) 木村（2017）, 前掲書, 参照は pp.156-161. 
19) 8カ国はベルギー，フィンランド，フランス，ド

イツ，イタリア，オランダ，スペイン，イギリス。 

Hulst, Rudie; and Montfort, André van. Inter-
Municipal Cooperation in Europe. Springer, 
2007, pp.212-213. 
20) 基礎的自治体の平均人口を，EU27カ国にイギリ

スを含む 28カ国で比較すると，最大規模はイギリ

ス（165,101人），最小規模は 4カ国（フランス

（1,884人），スロバキア（1,860人），ギリシャ

（1,760人），チェコ（1,695人））が並ぶ。 

EUROSTAT. Correspondence table LAU – NUTS 
2016, EU-28 and EFTA / available Candidate 
Countries. https://ec.europa.eu/eurostat/docu-
ments/345175/501971/EU-28-LAU-2018-NUTS-

2016.xlsx , (accessed 2020-09-03) 

21) 飯島淳子「フランスにおける地方分権・地方自

治」『分権改革下の地方自治法制の国際比較』大津

浩編, 有信堂高文社, 2019, pp.89-107. 参照は

p.91. 
22) 薬師院はるみ「フランスの地域拠点図書館と地

方制度改革」『図書館界』Vol.66, No.4, 2014.11, 

pp.254-267. 参照は p.263. 
25) 木村（2019）, 前掲書, 参照は p.418-419. 
26) 木村（2019）, 前掲書, 参照は p.277. 
27) Fiacco, James M. et al. “A New Model for 

Fiscal Regionalism,” Government Finance Re-
view, Vol.20, No.1, 2004.2. 
28) Horton, Valerie ; and Pronevitz, Greg. 

(eds.) Library Consortia: Models for Collabo-

ration and Sustainability. American Library 

Association, 2020.  
30) 鈴木一生「アメリカにおける多様化する公共図

書館の運営の現状 : オレゴン州フットリバーカウ

ンティ図書館区を事例として」『現代の図書館』

Vol.58,No.2，2017，pp.75-82. 
31) 総務省自治行政局市町村体制整備課『地方公共

団体間の事務の共同処理の状況調の概要（平成 22 

年 7 月 1 日現在）』

https://www.soumu.go.jp/main_con-

tent/000095812.pdf, (参照 2020-09-03). 
32) 平成の大合併の前まで，蒜山教育事務組合立図

書館，岩船広域図書館等が存在したことを確認でき

る。日本図書館協会編『日本の図書館 統計と名簿 

電子媒体版』日本図書館協会，1996-，（年刊）. 
33) 木村（2017）, 前掲書, 参照は p.280. 
36) 総務省『広域連携について』

https://www.soumu.go.jp/main_con-

tent/000659994.pdf, (参照 2020-09-03). 
37) 総務省『地方公共団体間の事務の共同処理の状

況調の概要（平成 30年 7月 1日現在）』，前掲. 
38) Hulst, Rudie et al. “Institutional Shifts 

In Inter-Municipal Service Deliverys,” Public 
organization review, vol.9, no.3,  2009, pp. 
263–285. 

                                                   

36 



漢籍利用者へのインタビュー調査に基づく利用者タスクおよびエレメントの抽出 

木村麻衣子(日本女子大学)    kimuram@fc.jwu.ac.jp 

 

利用者の情報行動(利用者タスク)と目録の記録事項(エレメント)を関連づける方法は未だ確立さ
れていない。そこで，漢籍を研究に用いている研究者へのインタビュー調査結果から，漢籍利用
者の利用者タスクおよびその利用者タスクに関連づけられるエレメントを抽出する方法を考案し
分析を試行した。8 名の漢籍利用者に対するインタビュー結果を分析した結果，26 種の利用者タ
スクと 103種のエレメントを抽出した。 
 
1. 背景 

FRBRや IFLA LRMには「利用者タスク」とい
う概念が導入されており，利用者の情報ニーズ
をふまえた上で目録データを作成することの
重要性を示している。しかし，資料群や利用者
群ごとに異なることが予想される利用者タス
クをどのように抽出するのか，また抽出した利
用者タスクを目録データ中の各エレメントと
どのように関連づけるのかについて，ベストプ
ラクティスは未だ存在しない。  

発表者は，2018 年度より，漢籍という資料群
を対象に，その利用者の情報行動から利用者タ
スクを確定し，各利用者タスクに対応する漢籍
のエレメントを明らかにすることを目的とし
た研究を実施している。利用者タスク抽出前の
準備として，漢籍利用者の研究行動を把握する
ことを目的として，漢籍利用者 5名に対するイ
ンタビュー調査を実施しその結果を報告した 1。
本発表では，これまでの調査を踏まえ，インタ
ビュー調査結果から利用者タスクとエレメン
トを抽出する方法を考案し，試行した結果を報
告する。 
 
2. 方法 
2.1. インタビュー調査 
 8名の研究者に対する 1時間から 2時間程度
の半構造化インタビュー調査の結果を使用し
た。新たに加えた 3名に対しては，以前の 5名
の分析結果を踏まえて質問項目を減らし，①研
究分野，②最近漢籍を探したり使用したりした
経験について，a)その漢籍の書名，b)なぜその
漢籍を必要としたか，c)その漢籍をどのように
探したか，d)どのように使用したか，を主に伺
った。 
2.2. 調査結果の分析 

インタビュー終了後，二次コード付与までを，
前回の報告と同様の手順で行った。ただし，利
用者タスクおよびエレメントの抽出に使用し
たのは一次コードまでである。 
 一次コードを用いて，利用者タスクとエレメ
ントの抽出を試みた。最終的に採用したのは以
下の手順である。 
まず，①付与した一次コードのうち具体的な

情報行動に触れているコードに対して，それぞ
れ「何を」「どうする」「そのために何が必要か」
を検討し記録する。②上記①に記録した語句を

用いて，暫定利用者タスクを付与する。利用者
タスクは IFLA LRMに定義されるものにとらわ
れず自由に付与した。このとき，2以上のタス
クが付与される場合は，③以降の作業をタスク
ごとに行う。③各利用者タスクに対して，「目
的(探しているエレメント)」，「手段（使用した
エレメント）」，「結果（見つかったエレメント）」
のいずれかを記録する。「目的」「手段」「結果」
に記録するエレメントは，IFLA LRM が定義す
るいずれかの実体に属することが明らかな場
合は，「エレメント名／実体名」の形で記録し
た。ただし実体として新たに「版」を加えた(後
述)。また，叢書や，複数の著作を収録したデ
ータベースなどを表すための実体は「集合著作」
とした。所蔵機関において特定の個別資料がま
とめて所蔵される場合の，まとまりを表すため
の実体「コレクション」も新たに加えた。最後
に，④暫定利用者タスクとエレメント名が妥当
かどうか，全体的な見直しを行い，いくつかの
暫定利用しタスクを統合・改名して，利用者タ
スクとする。 
 分析例を図 1に示す。分析手順の①において
セグメントに分割した元データでなく一次コ
ードを使用したのは，一次コードは元の発言の
意味するところを説明するためのコードであ
り，元データよりも意味内容が明確なためであ
る。また，「何を」「どうする」「そのために何
が必要か」を記録するのは作業者が利用者タス
クを付与しやすくし，かつ，後からなぜその一
次コードにその利用者タスクを与えたかの確
認をしやすくするためである。 
 手順の③で記録するエレメントを「目的」，
「手段」，「結果」ごとに検討したのは，利用者
が必要とするエレメントと，情報探索などの際
に利用可能なエレメント，および最終的に入手
できるエレメントは，それぞれ異なる場合があ
ると考えたためである。例えば，図 1の 1:202
では，被調査者は叢書に含まれている刊本につ
いては検索の対象から除外したい旨を発言し
ているので，目的の欄に「(除外要素)版-叢書
間の関連」と記入した。この被調査者はいくつ
かの刊本を現物調査し，その中に叢書に含まれ
ている刊本があった(1:209)。つまり，利用者
タスク「実見」の結果として，ある個別資料の
叢書名というエレメントが見つかったことに
なるため，結果の欄に「叢書名/個別資料」と 

37 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1. 分析例 

元データ 一次コード 何を どうする
そのために何が必

要か
利用者タスク 目的 手段 結果

1:201a-1

見に行くべきもの。大体、何
だか分からないものは取りあ
えず見に行くみたいな。例え
ば明刊というふうにしか書い
ていない場合は、取りあえず
見てみるみたいな感じで、

漢籍DBの書誌を見て，内容

がよくわからないものは現
地調査へ行く。

書名 検索する 全国漢籍データベー
ス

発見 名称/著作 刊行王朝/個別資料

1:201a-2 識別 刊行王朝/個別資料

1:201b なんだかわからないもの 見に行く 所蔵機関 実見 (個別資料) (個別資料)

1:201c
大抵、叢書は1本なんです。 叢書に入っているテキストは1種

類

1:202

『【書名】』だけで検索
すると。ものすごくたく
さん出てくる。だから叢書
に入ってるのは外したい。

漢籍DBを書名のみで検索す

るとヒット数が多すぎる

叢書に入っている作品 除外したい NA機能(無い機能) 検索 除外要素:　版-叢
書間の関連

1:204

それができないので、詳
細検索で例えば明刊と
か。

漢籍DBの検索では，叢書を

外すことはできないので，
王朝名を入れて詳細検索す
る。

刊行王朝名 検索する 全国漢籍データベー
ス

検索 所蔵機関/版 刊行王朝/版
名称/著作

1:205

明だけだといろいろ出て
きちゃう。でも明だけにし
て。

王朝名を入れても検索結果
が多すぎることもある。

刊行王朝名 検索する 全国漢籍データベー
ス

発見 名称/版 刊行王朝/版
名称/著作

名称/個別資料
刊行王朝/個別資料
所蔵機関/個別資料

1:207

宋だけだとなかなか出て

こない。するとすごく少

なくなるので、これで。

宋で検索するとヒット数が
とても少なくなる。

刊行王朝名 検索する 全国漢籍データベー
ス

発見 名称/個別資料
刊行王朝/個別資料
所蔵機関/個別資料

1:208b

今この【出版社名】って
いうのが宋版の次に古
い、今のところのやつ
で、これもなかなかなく
て。

【出版社名】本が今のとこ
ろ宋版の次に古いがなかな
か所蔵がない

【出版社名】本(版)の所蔵 探す 全国漢籍データベー
スの書誌情報

発見 (版) 出版者/版
刊行王朝/版
名称/著作

所蔵機関/個別資料

1:208c

異版かどうか 検討する 全国漢籍データベー
スの書誌情報

識別 版の間の関連 出版者/個別資料
刊行王朝名/個別資料
名称/個別資料

1:208d

全国漢籍データベー
スの書誌情報

実見価値の判断 (版) 出版者/個別資料
刊行王朝名/個別資料
名称/個別資料
所蔵機関/個別資料

1:209
【所蔵機関名】は叢書の
零本だった。

ある機関の蔵書を見に行っ
たら叢書の零本だった 現物 見に行く 所蔵機関 実見 叢書名/個別資料

1:210

そういうのを見に行っ

て、これは叢書のやつだ

みたいな。

現物確認して初めて叢書の
零本だとわかることがある
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記入した。 
 
3. 結果 
3.1. 刊本特有の実体「版」 
 漢籍刊本を使用して研究を行っている被調
査者の多くが「版」という概念を用いて探索を
行ったり，言及したりしていた。そこで今回は
便宜的に，IFLA LRMが定義する WEMI(著作-表
現形-体現形-個別資料)の階層構造の表現形と
体現形の間に，「版」という実体を新たに加え
て用いた。その理由を以下に述べる。 
 刊本において，特定の板木のセットを用い
て印行された刊行物の集合は特定の「版」と
認定される。原版となった板木のセットが同
じ個別資料同士は「同版」，異なれば「異版」
となる。 
仮に版 Aと版 Bが，テキストはほぼ同じだ

が異なる板木のセットに基づくため，同一表
現形に属するとする。版 Bは，版 Aに属する
特定の個別資料を利用して，後人によって板
木が新たに彫り起こされて印行された重刊本
(異版)である。他方，マイクロフィルムと影
印本が，それぞれ版 Aに属する特定の個別資
料を利用して作製・発行されたとすると，こ
れらの体現形も版 Aと Bが属する表現形と同
じ表現形に属している。仮に，版 Aと版 Bを
も体現形として扱うならば，版 Bと影印本が
異なる板木に基づくことや，版 Aから版 Bに
至る時空間の転移を目録データ上で表現する
ことが難しくなる。さらに版 Aに属する体現
形や個別資料のみをまとめて検索することも
難しくなる。 
3.2. 利用者タスク 

最終的に得られた 26種の利用者タスクに
は，目的，手段，結果のいずれかに何らかの
エレメントが対応づけられる利用者タスクの
みが含まれる。「何らかのエレメント」には，
不明，該当しない場合は含めない。また，目
的，手段，結果のすべてに「本文」というエ
レメントのみが関連づけられている場合も含
めなかった。これは，情報資源の本文のみを
目的等として実行される情報行動は，目録と
の関連が浅いと考えたためである。利用者タ
スクとその定義を表 1に示す。 
3.3. 利用者タスクに対応するエレメント 
 26種の利用者タスクに対応するエレメント
として，属性 90 種，実体間の関連 13種を見
出した。 
例として，タスク「識別」に関連づけられた
エレメントを表 2に示す。タスク「識別」で
は，「目的」欄のエレメントを明らかにするこ
とが必要とされていた。しかし，実際に利用
されたのは「手段」の欄のエレメントであっ
た。このことから，「目的」欄のエレメント
や，「手段」の欄のエレメントのうち，目録デ
ータにないエレメントを記録することの有用
性を見出すことができる。例えば，ある被調

査者は，ある個別資料が属する版を識別する
ため，その資料の奥付末尾の出版者を必要と
したが，目録データには記録されていなかっ
たため，資料現物の奥付を見て版を識別し
た。このことから，最後の出版者名や，奥付
そのものの画像データ等がタスク「識別」の
ために有用であることがうかがえる。なお，
「結果」のエレメントが存在しないのは，目
録データから識別できたエレメントがインタ
ビュー調査の範囲では明らかとならなかった
ことを示している。 
 

表 2. タスク「識別」に関連づけられたエレメント 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 最も関連づけられたエレメントの多かった
利用者タスクは「発見」であった。利用者タ
スク「発見」に関連づけられたエレメントを
表 3に示す。 
 
4. 結語 
 提案手法によって，インタビュー調査結果
から利用者タスクおよび利用者タスクに関連
づけられるエレメントを抽出することができ
た。本手法により，目録データに記録される
べきエレメントを，根拠を持って示すことが
できる。また本発表では，IFLA LRMが定義す
る実体のみでは，漢籍の利用者タスクとエレ
メントを分析する上で不足があるということ
も指摘した。 
 分析者には分析対象とする資料群および
IFLA LRMが定義する諸概念に対する一定程度
以上の理解が必要である。これらの条件を満
たせば，同様の手法で，他の資料群に関する
利用者タスクおよびエレメントも抽出可能で
あることを期待するが，今後の検証が待たれ
る。 
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目的 手段

印年/個別資料 手校者名/個別資料

出版者(末尾)/個別資料 書名/個別資料

個別資料-版間の関連 書誌事項/個別資料

版-集合著作間の関連 出版者/個別資料

版の間の関連 刊行王朝/個別資料

個別資料間の関連 蔵書印/個別資料

奥付/個別資料

個別資料間の関連
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表 1. 抽出した利用者タスクとその定義 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 3. 利用者タスク「発見」に関連づけられたエレメント 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

利用者タスク 定義

発見
何らかの適合基準を用いた検索によって，1つまたは複数の情報資源に関する情報を収集するこ
と。検索の対象は目録データに限らない※

：検索 検索したが発見に至っていない場合このタスクを与える

：人物検索 何らかの適合基準を用いた検索によって，実体個人に関する情報を収集すること

：地名検索 何らかの適合基準を用いた検索によって，実体場所に関する情報を収集すること

：確認のための検索 何らかの発見済みの情報を，確認のため再度別の方法で検索すること

テキスト検索 テキストデータの中から，何らかの適合基準に合致する語彙等を収集すること

識別 目録データから発見した情報資源の性質を理解すること，および類似の情報資源を判別すること※

：実見価値の判断 発見した情報資源のうち実見する必要性のあるものを判断すること

選択 発見した情報資源の適切性を判断すること，および特定の情報資源を受容または却下できること

入手 情報資源の内容にアクセスすること。購入することを含む※

：実見 漢籍の原本を所蔵機関などで実際に閲覧すること(=現物調査を行うこと)
：版面入手 漢籍の版面の写真，画像，複写物等にアクセスまたはそれらを獲得すること。影印本の複写も含む

：テキスト入手 漢籍のテキストデータを獲得すること

読解 漢籍のテキスト（本文に限らず，注釈や書入れを含む）を読むこと

記録 タスク「実見」の結果を書き留めること

閲覧予約/申込 タスク「実見」を遂行するために，所蔵機関に対し閲覧の予約または申込を行うこと

比較 複数の情報資源を照らし合わせて比べること

：テキスト比較 複数のテキストを比較し表記や内容の異同を考察すること

テキスト検証 単一のテキストのうちの特定部分の表記や内容の正確さを別の情報資源により検証すること

問合せ 不明の点を個人または機関に問い合わせること

校注 テキストを校訂し，さらに注釈をつけること

概要確認 ある著作のあらすじやその著作に関する先行研究の蓄積などを大まかに知ること

情報獲得 情報資源に関する情報を，検索によらずに獲得すること

既存知識の活用 自らの経験等により既に知っている情報や知識を活用すること

推定 現物調査等を踏まえて検討した結果，一見して明らかではないエレメントの値を推定すること

版の確定 複数の個別資料が属する版の異同や印行の前後関係を推定すること

※: IFLA LRMの定義に一部追記あり

注1：太字はIFLA LRMに存在する利用者タスクである。

注2: 頭に「：」印のあるタスクは，その直前のメインタスクのサブタスクである。

目的 手段 結果

(著作) (個別資料) (体現形)

(版) 名称/著作 (個別資料)

名称/著作 本文/表現形 本文/表現形

名称/版 名称/版 特定年代における存在の有無/版
本文/版 刊行王朝/版 存在の有無/版

刊行年代/版 出版者/版 存在数/版

存在の有無/版 名称/体現形 名称/体現形

特定年代における存在の有無/版 主題(個人名)/体現形 叢書名/体現形

所蔵機関/版 所蔵機関/体現形 版面/体現形

版面/体現形 書誌事項/体現形 書誌事項/体現形

存在の有無/体現形 出版者/体現形 存在の有無/体現形

本文/体現形 名称/個別資料 名称/個別資料

所蔵情報/体現形 書名/個別資料 著者/個別資料

所蔵機関/体現形 分類/個別資料 出版地/個別資料

書誌事項/個別資料 旧蔵者/個別資料 出版者/個別資料

版面/個別資料 所蔵機関/個別資料 刊年/個別資料

所蔵情報/個別資料 所蔵機関/コレクション 刊行王朝/個別資料

所蔵機関/個別資料 名称/個人 存在の有無/個別資料

請求記号/個別資料 異名/個人 手校者/個別資料

存在の有無/個別資料 体現形-所蔵機関間の関連 蔵書印/個別資料

著作-集合著作の関連 体現形-集合著作間の関連 書入れ有無/個別資料

個別資料-コレクション間の関連 個別資料-所蔵機関間の関連 手跋/個別資料

書名 書誌事項/個別資料

出版者名 版面/個別資料

分類 所蔵情報/個別資料

所蔵機関 所蔵機関/個別資料

請求記号/個別資料

著作間の関連

著作-集合著作の関連

版-集合著作間の関連

四角號碼

所蔵機関

注1: ( )内は実体の特

定のインスタンスそのも
のを表し，エレメントで
はないが，本表では参
考までに掲載した。

注2: エレメント「書誌事

項」は記録されるべき
書誌事項の全てを指
す。他のエレメントと全
体部分関連にあるが，
1つのエレメントとして

扱った。

注3: エレメント「所蔵情

報」には「所蔵機関」と
「請求記号」も含まれる
が，1つのエレメントとし

て扱った。

注4: 「所蔵機関/個別

資料」と，「個別資料-
所蔵機関間の関連」と
の違いは，前者がある
特定の個別資料の具
体的な所蔵機関を指す
のに対し，後者はある
所蔵機関にはどのよう
な個別資料が所蔵され
ているのかといった情
報あるいは知識を指す
ところにある。
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NCR2018 と RDAの記述規則の RDFデータ化 
 

谷 口 祥 一（慶應義塾大学文学部） 

taniguchi@z2.keio.jp 
 

NCR2018と RDA ベータ版（Toolkitベータ版）の記述規則を対象にして、RDFによる適切な

データ表現とするための検討項目とその選択肢の提示、そして妥当性の検証を試みる。NCR と

RDAでは規則構造に相違が見られるため、それぞれに適した方式を検討するが、両者に共通す

る主たる検討項目には、①記述規定を RDFクラスとプロパティのいずれとするかの選択、②ク

ラス／プロパティの設定粒度、③規定間の参照関係の表現法、④別法の表現法、⑤例示の記録

法などがある。 

 

１．はじめに 

 NCR2018 と RDA ベータ版はそれぞれ独自

の記述規則の体系を構成し、現在、文書

（NCR2018の冊子体、PDFファイル）または

検索・表示システム（RDA Toolkit）によって

公開され提供されている。これら記述規則の機

械可読データ化を図るには、XML 等によるマ

ークアップ方式データに変換することが適切

と考えられ、RDA Toolkit内部では既にそれに

近い形式で蓄積されているものと推測される。 

 それに対して、本研究では、NCR2018 と

RDA ベータ版を対象にして、それら記述規則

の構成を基盤にしつつも、RDF による適切な

データ表現とするための検討項目とその選択

肢の提示、そして可能な範囲での妥当性の検証

を目的とする。JLA 目録委員会が公開予定の

NCR2018 語彙の RDF 定義（エレメントや関

連指示子を示す RDFプロパティ、実体と値リ

ストの用語を表す RDFクラス）1)および RDA

運営委員会による RDA 語彙の公開済み RDF

定義 2)にそのまま接続できるよう、記述規則の

RDF 表現を検討する。これにより、情報資源

等のメタデータとそれに適用された記述規則

とがシームレスに接続でき、また規則内外の参

照関係を辿ったり、具体的な適用事例を参照し

たりすることなどを実現できるよう意図して

いる。すなわち、RDF 化によって、規則の理

解・適用・管理等の支援に寄与できる可能性を

探っている。なお、記述規則の RDFデータ化

を試みた先行研究は見当たらない。 

 NCR2018 と RDA ベータ版の両者の記述規

則構造は、条項番号の有無、個別規定における

条件部と行為指示部の分離の有無など、それぞ

れ異なる部分を含むため、RDF データ化の基

本的な方針は同一としても、それぞれに即して

検討する必要がある。両者に共通した主たる検

討項目には、①記述規定を RDFクラスとプロ

パティのいずれとするかの選択、②クラスとプ

ロパティの設定粒度、③規定間の参照関係の表

現法、④別法の表現法、⑤例示の記録法などが

ある。なお、RDF に適した表現とするため、

現行の記述規定の形式上の一部変更も許容す

るという前提で検討する。 

 以降の説明では、URI の構成と付与につい

ては触れず、便宜的な仮の記載とし、また RDF

データはすべて Turtleに沿った形式で示す。 

 

２．NCR2018記述規則の RDFデータ化 

 NCR2018は、全体がトップダウンの体系的

な構成を取っている。「第 2部 属性」と「第 3

部 関連」は章ごとに、たとえば「第 2章 体現

形」は、「# 2.0 通則」、「#2.1 タイトル」、「#2.2 

責任表示」などのエレメントから構成され、さ

らに「#2.1 タイトル」は「#2.1.0 通則」、「#2.1.1 

本タイトル」、「#2.1.2 並列タイトル」など、エ

レメント・サブタイプまたはサブエレメントか

ら構成される。そして、さらに以下のような条

項間の階層関係が設定されている。 
#2.1.1 本タイトル 

#2.1.1.1 記録の範囲・情報源 

#2.1.1.1.1 記録の範囲； #2.1.1.1.2 情報源 

#2.1.1.2 記録の方法 

#2.1.1.2.1 別タイトル； #2.1.1.2.1 別法 別タイト

ル 別法 ［以降は省略］ 

個々の条項番号の下、記述規定は原則として、

条項見出し、記述規定文、参照、例示から構成

されている。 

検討事項１：記述規定を RDFクラスとプロパ

ティのいずれとするかの選択 

 RDF プロパティであるエレメント等の定義

情報（ラベル、定義、定義域など）と同列に個々

の記述規定をクラスとして設定し、エレメント

等から直接参照させることができる。 
@prefix ncrvocab: <http://jla.or.jp/vocab/ncr2018#> . 

<http://jla.or.jp/data/ncr2018/E200002> 

rdf:type  rdfs:Property ; 

ncrvocab:typeLabel  "エレメント・サブタイプ" ; 

rdfs:label  "本タイトル" ; 
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  rdfs:domain   

<http://jla.or.jp/data/ncr2018/C100003> ; 

  skos:definition  "体現形を識別するための固有の

名称。" ; 

  :記述規定  :個別規定 URI1, :個別規定 URI2,   

      :個別規定 URI3, :個別規定 URI4,… 

ここでのプロパティ「:記述規定」の設定粒度と

クラス「:個別規定」のインスタンス設定粒度は、

別途の検討事項とする。なお、クラスを多段階

に設定する選択肢もある。 

 一方、記述規定を RDFプロパティとして設

定するとしたときには、その主語リソースはエ

レメントではなく、個々の体現形などの実体イ

ンスタンスとすることが適切となる。この場合、

目的語は記述規定を適用した結果としての値

（リテラルまたはURI）となり、記述規定のプ

ロパティは記述行為自体を表すことになる。 
  :実体インスタンス URI   

    :個別規定 URI1  "値リテラル"|値 URI ;  

    :個別規定 URI2  "値リテラル" |値 URI . 

ただし、同一の主語リソースに対しても、複数

の異なる記述規定が適用されうること、そして

異なる目的語が導出されうることなどを適切

に表現する方式が求められる。これらゆえ、以

降では、記述規定をクラスとして扱う。 

検討事項２：記述規定クラスの設定単位 

 クラスとする記述規定の設定粒度は、a)エレ

メント単位、b)「記録の範囲」・「情報源」・「記

録の方法」の単位、c)最下位の個別条項番号の

単位、d)個別条項内ブロック単位など、複数想

定することができる。加えて、多段階のクラス

設定や空白ノードを用いた構造化表現とする

方式もある。同時に、エレメントから記述規定

クラスにつなげるプロパティ「:記述規定」の設

定粒度も、a)エレメント共通の単一の「記述規

定」、b)「記録の範囲」・「情報源」・「記録の方法」

など、c)エレメントごとの「本タイトル－記録

の方法」など、複数の候補が考えられる。なお、

プロパティの粒度よりも、クラスは小さな粒度

とする必要がある。 

 これらの選択肢を検討した上で、本研究では、

1)エレメントから記述規定へと導くプロパテ

ィは「記録の範囲」・「情報源」・「記録の方法」

のいずれかとし、また 2)記述規定のクラスは

最下位条項番号単位とし、3)単一条項が内容的

に複数の規定に分割できるときにはその分割

後の単位（条項内ブロック単位）で設定する方

式を採用する。なお、条項番号内で、元々a, b, 

c など、ブロックに分割されているときには、

その分割単位を個別条項（#2.1.1.2.2aなど）と

見なした上で、場合によってはそれをさらに意

味的なブロックに分割する。こうした最小ブロ

ック単位への分割に当たっては、個別クラスと

する記述規定が自立して意味を表すよう、必要

な場合には規定文に最低限の追記を加える。 

 以下に採用例を示すが、先ず、個々のエレメ

ントからは、個別規定の URI にプロパティ

「:instrctOnRecording（記録の方法）」などに

よってつながる。 
<http://jla.or.jp/data/ncr2018/E200002> 

  :instrctOnScope :Ncr2.1.1.1.1, :Ncr2.1.1.1.1-1, …; 

  :instrctOnSource :Ncr2.1.1.1.2, :Ncr2.1.1.1.2-1,…; 

  :instrctOnRecording  :Ncr2.1.1.2, :Ncr2.1.1.2.1, 

       :Ncr2.1.1.2.1 別法, :Ncr2.1.1.2.2, … . 

個別条項がブロック単位に分割される場合に

は、次のように条項番号に対応する規定クラス

（①）を設けた上で、個別のブロック単位の規

定クラス（②、③）を設定する。条項番号単位

のクラスをこうした場合にも設定するのは、規

定間の参照は条項番号単位で指示されている

からである。 
① :Ncr2.1.1.2.4 

   rdf:type  :NcrInstruction ; 

   :instrctFor

 <http://jla.or.jp/data/ncr2018/E200002> ;  

   :instrctNo  "#2.1.1.2.4" ; 

   rdfs:label  "本タイトル－記録の方法－併記され

た語句" ; 

   :instrctType  :InstructionGroup ; 

   :groupedInstrct :Ncr2.1.1.2.4-1, :Ncr2.1.1.2.4-2 . 

② :Ncr2.1.1.2.4-1 

   rdf:type  :NcrInstruction ; 

   :instrctFor

 <http://jla.or.jp/data/ncr2018/E200002> ;  

   :instrctNo  "#2.1.1.2.4" ; 

   rdfs:label  "本タイトル－記録の方法－併記され

た語句" ; 

   :instruction  "同義語による別の表現、原語形とそ

の略語、外来語とその原語などが、タイトルに併

記されている場合は、情報源での表示順序、配置、

デザイン等に基づいて本タイトルを選定する。こ

の場合に、識別またはアクセスに重要なときは、

他方を異形タイトルとして記録する。" ; 

   :referredInstrct  :Ncr2.1.9.1.1i, :Ncr2.1.9.2.2 ; 

   :instrctAppExample  "誰でもわかる!狂牛病対策

マニュアル（異形タイトル: 誰でもわかる!BSE 

対策マニュアル）", "ツイッター完全活用術（異

形タイトル: twitter 完全活用術）",… 

③ :Ncr2.1.1.2.4-2 

   rdf:type  :NcrInstruction ; 

   :instrctFor

 <http://jla.or.jp/data/ncr2018/E200002> ;  

   :instrctNo  "#2.1.1.2.4" ; 

   rdfs:label  "本タイトル－記録の方法－併記され

た語句" ; 

   :instruction  "情報源でタイトル全体が、複数の言

語および（または）文字種で併記されている場合

…" ; 
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    :referredInstrct  :Ncr2.1.2 . 

 加えて、本研究では、エレメント等に対応す

る記述規定クラスを１つ設け、それを主語リソ

ースとして規定群の構成を空白ノードを用い

て構造化して表現したものを追加した。 
① <http://jla.or.jp/data/ncr2018/E200002> 

   :elementInstrct  :Ncr2.1.1 . 

② :Ncr2.1.1 

   rdf:type  :NcrInstruction ; 

   :instrctNo  "#2.1.1" ; 

   rdfs:label  "本タイトル" ; 

   :instrctFor  

       <http://jla.or.jp/data/ncr2018/E200002> ; 

   :instrctOnScope 

     [ rdfs:label  "本タイトル－記録の範囲" ; 

      :groupedInstrct  :Ncr2.1.1.1.1,  

        :Ncr2.1.1.1.1-1, :Ncr2.1.1.1.1-2, … ] ; 

   :instrctOnSource 

     [ rdfs:label  "本タイトル－情報源" ; 

      :groupedInstrct  :Ncr2.1.1.1.2, … ] ; 

   :instrctOnRecording 

     [ rdfs:label  "本タイトル－記録の方法" ; 

      :groupedInstrct  :Ncr2.1.1.2 ] , 

     [ rdfs:label  "本タイトル－記録の方法－別タイ

トル" ; 

      :groupedInstrct  :Ncr2.1.1.2.1 ] ,… 

検討事項３：参照指示の扱い 

 NCR 内の参照指示には、独立した参照指示

と、規定文の中での埋め込み表現による指示と

がある。前者は「（参照：#2.1.0.4を見よ。）」と

いった指示であり、後者は「本タイトルは、情

報源から#2.1.0.4～#2.1.0.4.4 に従って記録す

る。」のような記載である。いずれも RDF化に

際 して、 これら を 抽 出しプ ロパテ ィ

「:referredInstrct（参照先規則）」を用いて参

照関係を記録する。なお、NCRでは参照先は、

条項番号またはその分割単位（#2.1.1.2.2a な

ど）をもって指示されている。 

検討事項４：別法の扱い 

 NCR では別法において本則と異なる規定部

分を記号「*」を用いて明示している（それ以

外の箇所は本則と同一）。こうした別法固有の

部分と本則と同じ部分の両方から構成される

規定の場合には、本則と異なる部分のみ別法を

RDF データ化し、併せて当該別法の構成を示

すデータを作成する。 

 下記の例では、①が本則との同一部分

（NCR#2.1.1.2.6-2）を含めて別法の構成を示

しており、②が別法固有の規定部分である。 
① :Ncr2.1.1.2.6 別法 

   rdf:type  :NcrInstruction ; 

   :instrctFor

 <http://jla.or.jp/data/ncr2018/E200002> ;  

   :instrctNo  "#2.1.1.2.6 別法" ; 

   rdfs:label  "本タイトル－記録の方法－複数の言

語・文字種によるタイトル 別法" ; 

   :instrctType  :InstructionGroup, :Alternative ; 

   :groupedInstrct   

      :Ncr2.1.1.2.6 別法-1, :Ncr2.1.1.2.6-2 . 

② :Ncr2.1.1.2.6 別法-1 

   rdf:type  :NcrInstruction ; 

   :instrctFor

 <http://jla.or.jp/data/ncr2018/E200002> ;  

   :instrctNo  "#2.1.1.2.6 別法" ; 

   rdfs:label  "本タイトル－記録の方法－複数の言

語・文字種によるタイトル 別法" ; 

   :instrctType  :Alternative ; 

   :instruction  "*情報源に複数の言語または文字種

によるタイトルがある場合は、その情報源での

表示順序、配置、デザイン等に基づいて本タイ

トルを選定する*。" . 

検討事項５：例示の扱い 

 NCR は個々の条項内で例示を掲載しており、

これらはプロパティ「:instrctAppExample（例

示）」を用いて記録する。前掲の:Ncr2.1.1.2.4-

1 の RDF データにおいても、例示が含まれて

いる。これらはリテラルとして記録されている

が、例示に該当するメタデータが外部にあれば、

当該メタデータの URI を同様に記録すること

ができる。 

 また、個々のエレメント等を用いて実際に記

録されたメタデータ自体が、記述規則の適用事

例であることは事実であるが、いずれの個別規

定を採用して記録されたかは通常不明である。

つまり、同一対象インスタンスに対する同一エ

レメントの値であっても、採用した規定に依存

して複数の異なる値となりうるため、そのまま

では例示として機能しない。そのため、「対象

インスタンス URI－エレメント URI－値（リ

テラルまたはURI）」というトリプルに対する

「注釈」として、空白ノードを用いた構造化記

述を導入し、そこに実際に適用した個別規定

URI などを記録する方策を併せて検討してい

る。 

 

３．RDAベータ版記述規則の RDFデータ化 

 RDA ベータ版は、従来の RDA と大きく構

成が変更され、ガイダンス（Aggregates, 

Recording methods など）と、エレメント（従

来の関連指示子を含む）単位での記述規定群か

ら構成されている。記述規定群の集合体という

色彩が強く、適用する側で必要なアプリケーシ

ョン・プロファイルを定め、RDA のサブセッ

トを採用することが想定されている。個々のガ

イダンスにおける記載項目は多様であるため、

ここでは取り上げない。一方、エレメント単位

の規定群の構成は原則として下記の通りであ

る。 
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Definition and Scope（定義と範囲） 

Prerecording（情報源の規定など） 

Recording（記録の方法） 

  Recording an unstructured description 

（非構造記述による記録の方法） 

  Recording a structured description（構造記述） 

  Recording an identifier（識別子による記録） 

  Recording an IRI（IRI による記録） 

Recordingとその下記項目は、場合によっては

見出しを付けて、さらに区分される。たとえば、

エレメント「title proper（本タイトル）」の規

定は、Recording an unstructured description

の下で、「More than one title of manifestation

（複数の体現形タイトル）」、「Titles proper of 

manifestations of parts and iterations（体現

形の部分やイテレーションの本タイトル）」な

どに区分されている。なお、条項番号に該当す

るものはない。 

検討事項２：記述規定クラスの設定単位 

 RDF データ化における基本的な方針は

NCR2018 の場合と同一とし、RDA の記述規

定をクラスとして定義し、かつ独立して扱える

最小単位ごとに個別の規定クラスとする。加え

て、適宜、規定グループおよびサブグループを

構成させ、それらに属する規定群が判明するよ

うデータ化した。 

 また、個別規定における規定文の構成パター

ンは、1)行為指示の規定文をそのまま記載、

2)Condition（条件部）と Option（行為部）の

組み合わせ、3) Optionのみ記載、の 3つであ

る。これらに対応させて、プロパティ

1) :instruction、2) :condition、3) :optionを採

用する。下記に、エレメント「title proper」に

関わる１つの個別規定を示す。当該規定は、規

定グループ「:P30156-instrctGrp110」に属し

ていることが示されている。 
  :P30156-instrct112  

   rdf:type  :RdaInstruction ; 

   :instrctFor 

     <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30156> ; 

   rdfs:label  "Manifestation: title proper --  

      Recording an unstructured description" ; 

   :instrctGrp  :P30156-instrctGrp110 ; 

   :option  "Record a Manifestation: note on 

manifestation on the source or basis for a 

value of a title proper." ; 

   :referredInstrct  :P30137-instrct . 

検討事項３：参照指示の扱い 

 RDA内の他の規定への参照は、ガイダンス、

他のエレメント、またはエレメント内の規定グ

ループへの参照であり、いずれもプロパティ

「:referredInstrct（参照先規定）」を用いて記

録する。前掲の事例②においては、参照先が

「 :P30137-instrct」（エレメント「note on 

manifestation」に関する規定）とされている。 

検討事項４：別法の扱い 

 RDA ベータ版では、従来の「別法

（alternative）」という方式は廃止され、代わ

って複数個のOptionを並記する方式としてい

る。こうした場合には、それぞれの Optionを

独立させ、他の部分は同じとする複数の個別規

定クラスとする（下記の②）。加えて、これら

が別法の関係にある点を、規定サブグループと

して別途データ表現する（①）。 
① :P30156-instrctSubgrp120 

   rdf:type  :RdaInstruction ; 

   :instrctFor 

     <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30156> ; 

   rdfs:label  "Manifestation: title proper -- 

Recording an unstructured description -- More 

than one title of manifestation" ; 

   :instrctGrp  :P30156-instrctGrp110 ; 

   :instrctType :InstructionSubgroup, :Alternative; 

   :instrctSubgrpLabel 

     "More than one title of manifestation" ; 

   :groupedInstrct  :P30156-instrct121,  

     :P30156-instrct122 . 

② :P30156-instrct121 

   rdf:type  :RdaInstruction ; 

   :instrctFor 

     <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30156> ; 

   rdfs:label  "Manifestation: title proper -- 

Recording an unstructured description -- More 

than one title of manifestation" ; 

   :instrctGrp  :P30156-instrctGroup110 ; 

   :instrctSubgrp  :P30156-instrctSubgrp120 ; 

   :condition  "More than one value of a title 

appears in sources of information." ; 

   :option  "Record the value that appears first." ; 

   :alternative  :P30156-instrct122 . 

 

４．RDF ストアへの格納とアプリケーション

の開発 

 NCR2018 および RDA ベータ版の一部に対

して、上記で検討し選択した方式に従い RDF

データに変換し、RDF ストアに格納した。そ

の上で、Sparql による各種の検索を試行し、

加えてプログラムからのアクセスによるアプ

リケーションを開発している。たとえば、規定

間の参照関係を、表示単位を変えてグラフ表示

するなどの機能を実装している。 

 

引用文献 
1) 谷口祥一. NCR2018 と RDAによる語彙の RDF定

義とメタデータスキーマ. 2020 年度日本図書館情報

学会春季研究集会発表論文集. 2020, p.25-28. 

2) RDA Registry. http://www.rdaregistry.info/ 
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16 世紀ケルンにおけるページ付け印刷の発展について 

雪嶋宏一（早稲田大学）yukis@waseda.jp 

 

要旨 

16 世紀ケルンにおけるページ付け印刷の開始から発展についてデータベース VD 16 を活用し

て研究を行った。司教座の帝国都市ケルンでは 1516 年にカトリック書からページ付け印刷が始ま

るが、その後人文主義書を中心に発展し、世紀後半にその比率が 50-70％に達し、ページ付け印刷

の中心地になった。ケルンではカトリック神学書も早期にページ付けされた点が特徴である。ま

た、近代的タイトルページの登場はバーゼル等と同様に人文主義書の刊行と関係が見られた。 

 

１． 本研究の目的 

 近代的書物形態の重要な構成要素であるペ

ージ付け印刷がいつ、どこで始まり、どのよ

うに発展したのかという問題はこれまで実証

的な研究がほとんど行われなかったため、そ

の発展過程は未解明であった。本研究ではこ

の問題を解決するため、ヨーロッパ各国で構

築された 16 世紀印刷本書誌データベースを活

用して、印刷出版中心地で刊行されたページ

付け本を抽出し、そのページ付け本の比率、

ページ付け印刷を行った印刷業者、ページ付

け本として刊行された著者などについて明ら

かにして、発展過程を考察している。 

 2017 年度に行った予備的なデータベースの

サンプリング調査で、ライン川流域の諸都市

でページ付け印刷が発展し、中でもバーゼル

とケルンでページ付け本の比率が上昇してい

たことを指摘した 1)。バーゼルにおける発展

については 2018 年度に研究したが 2)、ケルン

については 2020 年度の研究課題としていた。

本発表でケルンにおけるページ付け印刷の発

展過程について研究成果の一端を報告する。 

 

２． 研究方法 

 ケルンの 16 世紀ページ付け本の書誌調査で

は 16 世紀ドイツ語圏印刷本データベース

Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich 

erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (VD 

16)3)が有効である。このデータベースを編年

順に検索してケルンの毎年の出版点数と、そ

のうちのページ付け本を調査している。検索

ではケルンの印刷出版業者と他の都市の業者

との協同出版も含まれるため、書誌記述上で

ケルンが筆頭出版地である場合にケルン出版

とした。なお、データベースには対照事項不

明なデータも若干含まれている。また、ドイ

ツ語圏以外の国でのみ所蔵されている印刷本

の採録は十分とは言えないが、それらは誤差

の範囲と考えている。なお、新型コロナウィ

ルスのパンデミックで海外調査ができないた

め、デジタル画像が公開されている資料の範

囲でページ付けの詳細を確認した。現時点で

データベース調査は 1580 年まで完了している

ため、本発表はこの範囲のデータに基づく。 

 

３． ケルンにおける活版印刷の開始と発展 

 ライン川下流域の神聖ローマ帝国都市ケル

ンは、マインツ、シュトラスブルク、バンベ

ルク、スビアコ（イタリア）に次いで活版印

刷が開始された都市として名高い。ケルン最

初の印刷本は、印刷業者ツェル(Zell, Ulrich, 

1503 頃没)が 1465 年頃に印刷したキケロ 

(Cicero, Marcus Tullius, 前 106-43)『義務につ

いて(De oficiis)』である。ツェルは 15 世紀中

に 190 版以上を刊行した。彼に続いて、1472

年にケルホフ（Johann Koelhoff, 1502 没）が印

刷所を開設し、1478 年にはクウェンテル 

(Quentel, Heinrich, 1501 没)が活発な印刷活動を

開始して 400 版近く刊行した。ケルンは 15 世

紀末までに 1,600 版以上を刊行するドイツ最

大の印刷都市に発展し、ヨーロッパ第 4 の中
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心地となった。 

 16 世紀にはノイス(Neuss, Heinrich von, 1523

没)、ツェルヴィコルヌス(Cervicornus, 

Eucharius, or Eucharius Hirtzhorn, 1544 没)、ゾ

ーター(Soter, Johannes, 1543 没)、ギムニヒ

(Gymnich, Johann, 1545 没)、ビルクマン

(Birckmann, Arnold, 1542 没)等の有力な印刷業

者が次々と登場して、エラスムス(Erasmus, 

Desiderius, 1466-1536)等の人文主義者の著作を

盛んに出版し、それぞれ有力な印刷ファミリ

ーを築いていった 4)。 

ケルンはドイツの都市としては宗教改革の

影響をほとんど受けずに司教座を守り抜いた

稀有な帝国都市であるため 5)、政治的宗教的

な混乱をほとんど経験せずにカトリック書の

出版を続けた。16 世紀中のケルンの出版点数

は VD 16 によれば 8,051 版であり、ドイツ国

内ではヴィッテンベルク（9,670 版）についで

第 2 位であるが、ヨーロッパでは 9 位とな

り、他の都市と比べて出版の発展が遅れた。 

 

４．ケルンにおけるページ付け印刷の開始 

 ケルン最初のページ付け印刷本は 1516 年に

カルトジオ修道会聖バルバラ修道院内印刷所

(Klosterdruckerei der Kartause St. Barbara)で刊行

されたキュプリアヌス(Cyprianus, Thascius 

Caecilius, 200-258)『主の祈り(Libellus, de 

oratione dominica Christiano)』(VD 16, C 6534)

である。本文にはゴシック体活字が使用さ

れ、p. 1 が第 2 葉表から始まり、誤植なく p. 

36 まで印刷されている。アラビア数字’１’

が’i’で代用されていることから、数字’１’の

活字がなかったと考えられる。ページ番号の

位置はアルドのタイプ A である。本書の編集

は低地諸地方出身の神学者ブロメヴェンナ

(Blomevenna, Petrus, 1466-1536)によるもので、

当時彼はこの修道院に滞在していた。VD 16

によれば修道院は 1516 年にカトリックの説教

集等 11 版を刊行したが、彼の著書が 3 点含ま

れていたが、本書が唯一のページ付け本で、

他書には葉番号すらない。なぜ本書にのみペ

ージ番号が印刷されたのかは詳らかでない

が、印刷中心地で最初に印刷されたページ付

け本のほとんどが人文主義書であることを考

慮すると、本書は例外と言える。 

 次のページ付け本は 1521 年ゾーター刊行カ

トー(Marcus Porcius Cato,Cato the Censor, 前

234–149)『箴言集(Praecepta)』(VD 16, C 

1673)、アインハルト(Einhardus, 770 頃-840)

『カール大帝伝(Vitae et gesta Karoli Magni)』

(VD 16, E 726)、エラスムス『キリスト教兵士

必携(Enchiridion militis christiani)』(VD 16, ZV 

5272 )の 3 書である。カトー『箴言集』はロ

ーマン体、イタリック体、ギリシア語活字で

印刷された人文主義書であり、第 3 葉表の本

文冒頭に p. 5 が印刷され、p. 73 まで続き、次

が p. 80、p. 81 となる。キャッチワードで文章

がつながっていると確認できるため、これら

のページ番号は誤植である。ページ番号の位

置はアルドのタイプ C である。本書は前年に

バーゼルのフローベン(Froben, Johann, 1527

没)が刊行したアルドのタイプ A のページ付け

本(VD 16, C 1606)に基づくと考えられる。ま

た、アインハルト『カール大帝伝』もアルド

のタイプ C であった。ゾーターがタイプ C を

選択した理由は、アルドの影響と、ページ番

号を左右ページで同じ位置に置いて印刷でき

る簡便さであろう。 

 1522 年にはフックス(Fuchs, Hero, or 

Hieronymus Alopecius 1556 以前没)がカステレ

ッジ(Castellesi, Adriano, 1458-1518)『ラテン語

会話と流暢なラテン語の方法(De Sermone 

Latino, et modis Latine loquendi)』(VD 16, C 

1455)、エラスムス『書留められた手紙につい

て(Opus de conscribendis epistolis)』(VD 16, E 

2506)、ロレンツォ・ヴァッラ（Valla, Lorenzo, 

1407 – 1457）『優雅 6 書(Libri elegantiarum 

sex)』(VD 16, V 236)をページ付けで印刷し
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た。カステレッジでは巻頭に索引があり、ペ

ージ番号がすでに’Pag.’で示されている。本文

はイタリック体で印刷され、1 葉裏（a1v）か

ら p. 2 が始まり、p. 448 まで多数の誤植を含

みながらページ番号がアルドのタイプ A で印

刷されたが、未熟さを露呈している。 

 1523 年にクウェンテル(Quentel, Peter, 1546

没)、1524 年にヒトルプ(Hittorp, Gottfried, 

1485-1573)、1525 年にツェルヴィコルヌス、

1529 年にギムニヒがページ付け印刷を開始

し、1532 年には印刷本の比率が 30％を超え、

34 年に 40％を上回ったた。そして、1555 年

に 60％を超え、1567 年以降は 50-70％で推移

した（図１）。 

 
図１ ケルンの出版数とページ付け本比率(1501-80年) 

 
 

５．ページ付け印刷を行った印刷業者 

 ケルンで 1516-80 年にページ付け印刷を行

った主な印刷業者を表１に示す。ページ付け

本を多数刊行したのコリヌス(Cholinus)、クウ

ェンテル(後継者)、ギムニヒ 1 世、ファブリ

ティウス(Fabritius)、ビルクマン(Birckmann) 

(後継者)、ホルスト(Horst)であり、出版数に対

する比率ではクウェンテル(後継者)84.19%、

ギムニヒ 3 世 82.27%、ファブリティウス

59.71%、コリヌス 55.64%、ホルスト 48.75%

で、いずれも 16 世紀後半の業者である。16

世紀前半ではギムニヒ 1 世が 41.79% M.ギム

ニヒが 44.93%であり、50%に満たない。これ

らの業者は人文主義印刷家である。ところ

が、36.68%のビルクマン(後継者)は人文主義

書以外にカトリック神学書や法学書も多数刊

行し、13.96%のツェルヴィコルヌスはエコラ

ンパディウス(Ökolampadius, Johannes, 1482-

1531)等の改革派の著書を刊行しつつ、神学者

ハイモ(Haimo Altissiodorensis, 855 没)の説教集

もページ付けで出版して、一貫性がない。 

 
表 1 ケルンにおける 1580年までの主要なページ付け本

印刷業者 

印刷業者 活動期間 
出版

点数 

ページ

本版数 
比率 

Cholinus, 

Maternus 
1556-1580 399 222 55.64% 

Quentel, Johann 

(Erben) 
1551-1580 234 197 84.19% 

Gymnich, 

Johann I. 
1520-1544 457 191 41.79% 

Fabritius, 

Walther 
1553-1572 278 166 59.71% 

Birckmann, 

Arnold d.Ä. 

(Erben) 

1561-1580 379 139 36.68% 

Horst, Peter 1550-1580 281 137 48.75% 

Gymnich, 

Johann III. 
1573-1580 141 116 82.27% 

Gymnich, 

Martin 
1545-1551 138 62 44.93% 

Cervicornus, 

Eucharius 
1516-1544 394 55 13.96% 

 

６．ページ付け本の著者について 

 ページ付け本の主な著者を表 2 に示す。エ

ラスムス、クレナール(Clénard, 1495-1542)、

アグリコラ(Agricola, 1443/44-85)、ヴァッラ

(Valla, 1407-57)は人文主義者、ディオニュシ

ウス(Dionysius, 1402-71)、ヴィツェル(Witzel, 

1501-73)、ルペルトゥス(Rupertus, 1075-

1129)、エック(Eck, 1486-1543)、リント(Lindt, 

1525-88)、スリウス(Surius, 1522-78)はカトリ

ック神学者、キュジャ(Cujas, 1522-90)はロー

マ法学者である。人文主義が上位を占める点

はバーゼルやリヨンと同じだが、16 世紀前半

からカトリック神学書をページ付けで刊行し

たのはケルン独自である。また、ページ付け

印刷でローマ法学書を出版したのは 16 世紀後

半のリヨンと同様であるが、ケルンではテキ

ストの編纂は行われなかった点がリヨンと大

きく異なる。 
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表 2 ケルンにおけるページ付け本の主な著者 

著者名 版数 出版期間 

Erasmus, Desiderius 135 1521-1578 

Cicero, Marcus Tullius 76 1527-1580 

Ovidius Naso, Publius 47 1545-1580 

Clénard, Nicolas 35 1534-1579 

Dionysius <der Kartäuser> 30 1533-1578 

Aristoteles 28 1543-1580 

Agricola, Rudolf 27 1535-1567 

Witzel, Georg 27 1545-1571 

Rupertus <Tuitensis> 24 1526-1575 

Valla, Laurentius 18 1522-1577 

Eck, Johannes 18 1534-1555 

Cujas, Jacques 18 1556-1578 

Lindt, Willem van der 18 1559-1580 

Surius, Laurentius 18 1566-1580 

 

７．ケルンにおけるタイトルページの近代化 

 ケルンにおける近代的要素をもつタイトル

ページ（著者、書名、出版地、出版者、出版

年の情報を含む）は 1523 年にフックスが刊行

したエラスムス(VD 16, E 2508)、アグリコラ

(VD 16, A 1098)等が嚆矢である。フックスが

この年から人文主義書の刊行を開始したこと

と 6)、このようなタイトルページを付けたこ

と何等かの関係があるとみなされる。近代的

タイトルページの登場はバーゼルで 1523 年、

パリで 1524/25 年、リヨンで 1528 年であり、

いずれも人文主義書の出版と関係があり、軌

を一にしている。 

 

８．まとめ 

 ケルンのページ付け印刷はカルトジオ修道

会印刷所で 1516 年に刊行されたカトリック書

から始まり、その後ローマン体やイタリック

体活字で印刷された人文主義書が中心となっ

た。ケルンでは大半のページ番号がアラビア

数字で印刷され、初期にはアルドのタイプ C

も採用され、その後タイプ A になった。16 世

紀前半はギムニヒ等が 50％未満でページ付け

を行ったが、16 世紀後半にはクウェンテル

(後継者)等が 80％以上の本をページ付け本で

刊行して、全体的な比率も 50-70％に達し、

ケルンはページ付け印刷の中心地になったこ

とが判明した。ケルンは司教座の帝国都市と

して 16 世紀前半からカトリック神学書をペー

ジ付けで印刷したことが大きな特徴と言え

る。また、近代的なタイトルページは、人文

主義書の印刷を 1523 年から始めたフックスに

よって採用されたことは、バーゼル、パリ、

リヨンと軌を一にしていることから、近代的

タイトルページは人文主義書の出版と関係し

ているとみなすことができる。 
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レファレンス事例の陳腐化と追跡調査の有効性 

―「セレンディピティ」に関する調査を例にして― 

 
栗山正光 

東京都立大学学術情報基盤センター 
mtkuri@tmu.ac.jp 

 
抄録 

レファレンス事例の陳腐化をもたらす要素と追跡調査の有効性について、「セレンディ

ピティ」という言葉にまつわる資料提供に関する調査を具体例として考察した。日本で

は 2004 年から 2007 年にかけて、この言葉の元となった寓話の原典の翻訳が 4 種類出版

され、それまでのレファレンス回答が陳腐化した。現在ではイタリア語版や英語版の原

典の入手先も特定でき、インターネット上に公開されている電子化文献や論文もあり、

追跡調査の必要性と有効性が示されている。 
 
１．研究の背景、目的 

 レファレンス事例の記録と参照は古くから

図書館において行われ、国立国会図書館の主導

によるレファレンス協同データベース（以下、

レファ協）も着実に蓄積を増やしている。しか

し、レファレンス事例の中には、時の経過によ

り質問時点の調査手段や回答が陳腐化してし

まっているものも多い。インターネットの発展

が目覚ましい現在では特にそうである。ここで

重要になるのが、ある程度の時をおいての追跡

調査、フォローアップである。 
 筆者は 1990 年代半ば、筑波大学図書館で当

時の江崎玲於奈学長から「セレンディピティ」

という言葉が生まれる元となった寓話を読み

たいという調査依頼を受けた。この言葉は当時

すでによく知られており、ホレス・ウォルポー

ルが 1754 年 1 月 28 日付の手紙の中で生み出

した造語だということは簡単にわかった。また、

図書館所蔵のウォルポールの書簡集 1)から該

当部分を特定することもできた。しかし、元に

なった寓話“The Three Princes of Serendip”に
ついては皆目見当もつかず、結局、ウォルポー

ルの手紙のコピーを参考資料として渡すにと

どまった。 
 20 年以上が経過した後、社会学者マートン

とバーバーによる「セレンディピティ」に関す

る詳細な研究書 2)を偶然目にして当時の記憶

がよみがえり、調べてみると原典の翻訳と称す

る本もいくつか出版されており、この事例が陳

腐化の好例であることに気付いた。 
 本研究では、「セレンディピティ」という言

葉の語源や意味に関する資料提供に関する調

査を具体例として、レファレンス事例の陳腐化

をもたらす要素や追跡調査の有効性を探る。 
 
２．研究の方法 
 文献調査により、レファ協に収録されている

同様の調査の記録と現時点における筆者によ

る追跡調査を比較検討する。どの時点でどんな

要素が調査手段や回答の陳腐化をもたらした

のかを考察する。 
 
３．レファ協の事例の概要 
 レファ協を「セレンディピティ」で検索する

と 6 件ヒットする（2020 年７月末現在）。その

うち次に概要を示す 3 件が、この語の由来とな
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った寓話の調査である。残りの 3 件は科学者や

発明に関する質問で、この語に直接関係するも

のではない。 
 
事例１：埼玉県立久喜図書館（1996 年）3) 
質問：「serendipity」という言葉の由来となっ

た話を探している。何の本で見たのかは不明

（後略）。 
回答：『ブルーワー英語故事成語大辞典』を調

べ、由来は発見 4)。民話関係資料をいくつか調

べた後、該当する資料は見つからずと回答して

いる。「数年前にも同じ質問を子ども室で受け

ていたが未解決だった」とのこと。 
追記：2008 年 4 月 22 日、近畿大学中央図書

館からのコメントで、日本語訳 3 種類（ホッジ

ズ『セレンディップの三人の王子』5)、ホッジ

ス『セレンディピティ物語』6)、竹内編訳『セ

レンディップの三人の王子たち』7)）があるこ

とが判明したとの追記がある。。 
 
事例２：国立国会図書館（1998 年）8) 
質問：「The Three Princes of Serendip」
という、ホレース・ウォルポールの造った造語

セレンディピティーのもとになった寓話が載

っている資料。 
回答：National Union Catalog Pre 56 を調べ、

「 Christoforo Armeno  The travels & 
adventures of the princes of Sarendip」に該

当する各種言語による文献の情報を紹介して

いる。また、国立国会図書館では日本語訳にあ

たる文献、および日本語以外の言語による該当

書は所蔵していないと伝え、全訳ではないが概

要が紹介されているとして、オースチン『ある

神経学者の歩いた道』の「附録Ａ：Serendip の
３人の王子の概要」9)と竹内「オリジナリティ

とセレンディピティ」10)を提示している。 
追記：2010 年 1 月 27 日、クリストフォロ・ア

ルメーノ『セレンディッポの三人の王子』（徳

橋監訳）の中に日本語訳文献 5 件のリストがあ

ることを確認している 11)。そのうち 3 件は事

例１の追記に記載のもので、残り 2 件は大学紀

要に掲載された、橋本によるイタリア語原典の

第 1 章 12)と第 2-5 章 13)の翻訳である。  
 
事例３：埼玉県立久喜図書館（1999 年）14) 
質問：「The Three Princes of Serendip」（ホレ

ス・ウォルポール 1717-1797 イギリスの作家）

を読みたい。原書を希望する。 
回答：原書は見あたらず、ウォルポールの著作

かは判明しなかった、と回答しているが、調査

過程で OED を参照しており、「質問の作品を

Walpole が書いたわけではないらしい」との記

載もある。 
追記：2010 年 1 月 27 日、事例１と同じ近畿

大からコメントを受け、徳橋監訳『セレンディ

ッポの三人の王子』の情報から、イタリア語版

原書 15)の大学図書館での所蔵を確認したとの

追記がある。 
 
４．翻訳の出版による陳腐化と追跡調査 
 上記事例から明らかなように、2004 年から

2007 年にかけて、この寓話の日本語訳が 4 種

類出版され、それまでの調査結果が陳腐化した。

図書館の資料提供としては、これらの翻訳を提

示することが一応の解となる。それはレファ協

でもフォローアップがなされている。しかし、

詳しく調べてみると、問題点も見つかる。 
 まず、ホッジズの著作はウォルポールが読ん

だ寓話そのものではなく、ロンドンのチェトウ

ッドという出版者が 1722年に発行した英語版

を下敷きにした、本人の創作である。さらに、

よしだ訳『セレンディピティ物語』は、あとが

きによれば「意訳も多く、訳者が適宜補った箇

所もある」ので、元の寓話からは二重に遠ざか

っている。 
 次に、竹内編訳『セレンディップの三人の王
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子たち』はチェトウッド版からの翻訳で、より

原典に近い。しかし、訳者の判断で途中部分が

かなり省略されており、残虐な描写の表現が変

えられている。また、このチェトウッド版は仏

語版からの翻訳で、ウォルポールが読んだのは

仏語版の方だと考えられている。 
 徳橋監訳『セレンディッポの三人の王子』は、

仏語版の元になったイタリア語版の完訳で、寓

話の背景や「セレンディピティ」に関する解説

も掲載されており、原典を求める利用者の要求

に最もかなうものと言える。ただ、解説中に間

違いあるいは誤植が見られる。 
 さらに付け加えると、同書の解説に掲載され

事例２でも触れられている橋本訳は、単行本の

形では出版されていないものの、同じイタリア

語版の全訳である。2007 年には続きの最終章

までの訳（タイトルは 6-7 章となっているが、

8 章まで訳されており、完結している）が、や

はり大学紀要に発表されている 16)。2010 年の

時点であれば、存在が確認できたはずである。 
 
５．原典の探索に関わる陳腐化と追跡調査 
 事例３のように原書で読みたいという要求

に対しては、イタリア語版（1557 年の原本で

はなく 2000 年の校訂版。日本語訳はどちらも

これを底本にしている）が提示できるが、利用

者は英語版を想定している可能性がある。実は、

イタリア語原典から英語への翻訳はすでに

1965 年にリマーによってなされており 17)、そ

れは日本でも 1990 年代前半までに小岩 18)や

新関 19)によって紹介されている。ただし、この

原書は日本の図書館では所蔵が見当たらない

（筆者が最近アマゾンで購入し、都立大の蔵書

としたため、状況は変化した）。 
 また、チェトウッド版の原本は入手困難だが、

竹内訳の解説によれば、早稲田大学中央図書館

にマイクロフィルムが収蔵されている。念のた

め同館に ILL で複写が可能か問い合わせたと

ころ、既にマイクロ資料としては所蔵しておら

ず、代替となるデータベース「Eighteenth 
Century Collections Online」を利用している

との回答だった。同データベースは他大学でも

導入しており、そうした大学に所属していれば

チェトウッド版へのアクセスは容易になって

いる（逆に、所属していない場合は訪問利用が

必要である）ことが判明した。 
 インターネットに目を転じると、現在では、

フランス国立図書館によって電子化された

1557 年のイタリア語原典 20)と 1788 年の仏語

版 21)が閲覧できる。また、冒頭に触れたウォル

ポールの書簡集はイェール大学が電子版を無

料公開しており、問題の手紙の原文も簡単に読

めるようになっている。 
 
６．まとめと補足 
 以上、資料提供に関わるレファレンス事例に

おいては、陳腐化をもたらす要素として、翻訳

の出版（雑誌掲載も含む）、原典の復刻版ある

いは校訂版の出版、原典の入手条件の変化（特

に電子化資料のインターネットによる公開）な

どがあることを実例で示した。 
 他の要素として、探索の手がかりとなる論文

の新たな発表がある。上述のマートンとバーバ

ーの研究書は以前から存在のみ知られていた

もので、2004 年に出版されると、以降の論文

や解説の多くがこれを参照することとなった。 
 「セレンディピティ」は理系の研究者に特に

好んで使われ、言葉の由来や寓話の原典への関

心も高い。日本では図書館員よりもこうした研

究者によって古くから原典の探索が行われ、成

果も発表されている。その多くが専門の図書や

雑誌に掲載されているため、図書館員には敷居

の高いものになっていた可能性がある。 
 2011 年の小岩の論文 22)は、そうした調査の

総まとめとも言える内容で、「セレンディピテ

ィ」について正確に知りたい利用者にとって、
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現時点での最良のガイドと考えられる。また、

図書館員にとっては、ここに掲載されている参

考文献により、遡って過去の調査を再検討する

材料ともなっている。 
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レファレンス協同データベースに蓄積された読書相談質問の実際 

 

 

福永智子 

       椙山女学園大学文化情報学部  
       fukunaga@sugiyama-u.ac.jp 

  

抄録 

本研究は，国立国会図書館のレファレンス協同データベースに蓄積されたレファレン

ス事例から，読書相談質問事例を抽出し，その傾向を把握しようとする試みである。

分析の対象は NDC「9.文学」かつ調査種別「文献紹介」のデータ 3464 件とした。本

の内容に係る質問で合理的な検索手段がないことを基準に 496 件の読書相談質問を

取り出し，そこから質問の構成要素を拾い出した。構成要素を分析することで，図書

館に寄せられた読書相談質問の傾向について把握することを試みた。  

 

1.はじめに 

  本は人々の共有の対象である。ビブリオバト

ルで紹介された本を読みたくなることがある一

方で，ネット上に溢れるおすすめ本の紹介を私

たちはあまり見る気がしない。誰にすすめられ

ると読みたくなるのだろう。図書館や司書は，

現在どのような人々からどの程度信頼されてい

るのか。このような問題意識をもとに，読書相

談サービスについて研究するなかで，今回は日

本の図書館に寄せられた読書相談質問の実態に

ついての調査を試みる。 

国立国会図書館の調査報告 1)によると，読書

相談サービスの実施率は，学校図書館を除く図

書館全体でレファレンスサービスとしての実施

50.4%，レファレンスサービスとしてではない

が実施 23.9%，計 74.3%である。そこで本研究

では，全体の約半数かつ実施数のおよそ 3分の

2 を占めるレファレンスサービスとして実施さ

れた読書相談サービスに着目する。 

 

2.方法 

2.1 調査対象 

国立国会図書館のレファレンス協同データベ

ースに蓄積された日本の図書館のレファレンス

事例とする。「レファレンス協同データベース事

業データ作成・公開に関するガイドライン」2)

によると，利用者が何らかの情報又は資料を求

めて図書館員に寄せた質問を，すべてレファレ

ンス質問と位置付けている。さらに公共図書館

に多く寄せられる「読書資料の紹介を求めた質

問」について，「読書案内は，読書資料に関する

レファレンス質問と位置付けられる」とし，こ

の事業のデータとして取り扱うと明記している
3)。レファレンス質問と読書相談質問の境界が

あいまいで自明でないため，事業方針としてこ

のように定めていると推察する。 

 

2.2 レファレンス事例の絞り込み 

レファレンス協同データベースに蓄積された

4 種類の登録データのうちレファレンス事例を

選択し，NDC と調査種別を参考に事例数を絞

り込むことを考える。ガイドラインによると 4)，

レファレンス事例データには中核的な情報と付

加的な情報がある。中核的な情報とは，レファ

レンス質問の受付から質問者への回答に至る情

報で，「質問」「回答」「事前調査事項」「回答プ

ロセス」「参考資料」「照会先」「寄与者」に相当

する。一方で，付加的な情報とは，「事例作成日」

「NDC」「内容種別」「質問者区分」「キーワー

ド」「調査種別」「解決／未解決」となっている。 

 すなわち，抽出に有効と考えられる主題や内

容種別，調査種別といった項目は，参加館が任

意で入力するため，未記入のデータが相当数あ

る。2020年 8月 31日現在，レファレンス事例

データは 127756 件であり，調査種別あり

89280 件（69.9%），内容種別あり 47813 件

（37.4%）であった。 

一方，NDC 欄に記入のあるデータはのべ

105558件であった。NDC欄は 1件の質問に複

数記入されているため，実数はのべ件数よりか

なり少なくなる。なおNDC 欄未記入のデータ

53 



 
 

を抽出する方法を国立国会図書館に照会したと

ころ，機能上できないということであった。 

実際に「おすすめ」という言葉でレファレン

ス事例を検索すると 638件ヒットして，そのう

ちNDC欄に記入ありがのべ 363件あり，未記

入のデータが相当数あることがわかる。 

 そこで今回は，NDC「9.文学」に分類された

データのうち，調査種別が読書相談質問を含ん

でいそうな項目を調べることにした。具体的に

は，①文献紹介 (3247件)，②文献調査 (98件)，

③その他 (100 件)，④文献紹介 文献紹介 (16

件)，⑤文献紹介 利用案内 (2件)，⑥文献紹介 

その他 (1件)， 計 3464件である。文献紹介は

普通のレファレンスサービスでもなされるため，

ここから読書相談質問だけを選り分けなければ

ならない。方法としては，これらを 1件ずつ通

覧した。 

 

2.3 読書相談質問を取り出す基準 

読書相談質問と通常のレファレンス質問とを

分ける基準は以下である 5)。①レファレンス質

問の回答には典拠資料を必要とする，②読書相

談質問は本の内容についての質問である。読書

相談質問の範囲が幅広いとしても，その中心は

本の内容に係ることである。読書相談サービス

は合理的な検索手段ないし典拠資料がない状況

において，図書館司書の知識や技量ないし個人

的な読書経験をもとに展開される。 

さらに読書相談の中心にあるのは文学作品に

ついての質問である。本の内容は，ノンフィク

ションの著作では主題がNDC や件名標目など

で表現され検索可能な一方で，9 類の文学作品

の内容について，たとえば時代小説なのか SF

なのかといったジャンルや，リベンジものとか

少年の成長といったテーマを図書館的方法では

検索できない状況にある。質問の形式は普通の

レファレンス質問と変わらないが，検索手段が

あるかないかが違うのである。 

今回のレファレンス協同データベースにおけ

る読書相談質問にも，合理的な典拠資料がない

という記録が見受けられた。たとえば「約 28

年前，小学校高学年のころに読んだ本を探して

いる」という質問に対し，回答欄に「児童担当

職員の知識を集めた結果，下記の本であること

がわかった」と書かれているのである 6)。 

以上のことから，今回の読書相談質問の基準

は「文学作品の内容に係る質問で，なおかつ合

理的な典拠資料が存在しないもの」として，496

件の読書相談質問を抽出した。 

 

3.結果  

3.1 構成要素の拾い出し 

 利用者が何を手がかりに質問しているのか，

読書相談質問を分析するため，質問の構成要素

を以下のように拾うことにした。 

・質問事例①「北アルプスの布引岳が舞台で，

遭難事件の話が書いてある松本清張の山岳 SF

小説を探してほしい。」7) 

［構成要素］ 

北アルプスの布引岳 → 舞台 

遭難事件の話 → テーマ 

松本清張 → 著者 

山岳SF小説 →ジャンル 

・質問事例②「小学校の入学式に祝電で紹介さ

れたアンデルセンの『マロニエ』の話を探して

いる。嵐になっても，風が吹いてもすくすく育

つという内容だった。」8) 

［構成要素］ 

 嵐になっても，風が吹いてもすくすく育つと

いう内容 → あらすじ 

 アンデルセン → 著者 

 マロニエ → タイトル 

このように，1 件の質問に単数または複数の

構成要素が存在する。496 件の質問すべてにつ

いて，構成要素を拾い出した。 

 リストの構成要素の項目は，発見されるごと

にその都度増やして整理した。その際，すでに

実施した雑誌の読書相談質問の類型化の研究に

おける構成要素も参考にした 9)。その結果が表

１である。以下順に，構成要素を説明する。 

 

3.2 構成要素 

3.2.1 作品の側の条件 

①あらすじ 

小説などのあらすじである。質問の多くは子

どもの頃に読んだ，昔教科書に載っていたなど

の記載を伴う。その多くは，かつて自分で読ん

だ作品をもう一度読んでみたいという要求で過

去を志向するものである。一部，未来志向の質
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問も含まれている。 

  

表 1 読書相談質問の構成要素別件数 

種別 質問の要素 件数 

 

 

 

 

 

 

作品 

1あらすじ 164  

2テーマ 176  

3タイトル 37  

4著者 70  

5ジャンル 264  

6場所・舞台 52  

7時代 22  

8表紙など装丁 28  

9既読作品・作家 31  

10除外する作家・作品 12  

11特定の文や記述を含む 20  

12原作 8  

 

読者 

13具体的作品の特定読者向け 34  

14特定読者 125  

15目的 81  

その他 
16おすすめ 54  

17その他 42  

総数 496  

 

②テーマ 

物語の主題である。主人公の条件も含めてカ

ウントした。あらすじとテーマは境界がはっき

りしない。たとえば「シンデレラのような話」

はどちらの要素かわかりにくかった。あらすじ

は文章でテーマは言葉であり，抄録と件名標目

の関係にも似ている。あらすじとテーマの違う

点は，テーマに言及した質問の多くは未来志向

であることである。 

③タイトル 

正確な場合とうろ覚えの場合がある。 

④著者 

特定の作家でこのテーマの話といった場合だ

けでなく，戦争から復員した人が書いた本や，

この病気になった人の闘病記といった例も含む。 

⑤ジャンル 

 ここには以下の 3種類が含まれている。 

a. 文学形式：「絵本」「小説」「詩」「脚本」 

b. 出版形式：「文庫本」「シリーズもの」 

c. 小説の種類：「サイバーパンク作品」「SF」 

 今回は a と b の数が多く c が少なかった。単

独で質問を構成するのは cであり，雑誌の読書

相談室に寄せられた質問では cが多かったが，

今回は少なかった。 

⑥時代 

⑦場所・舞台 

具体的な地名がほとんどであったが，カフェ

などの場や空間の場合も含まれている。 

⑧表紙など装丁 

 単独の構成要素としては存在しなかった。 

⑨既読作品・作家・⑩除外する作家・作品 

 特定の作家や作品に似た話を探す。除外作品

は既読作品を除外する場合と，○○以外でと指

定する場合がある。 

⑪特定の文や記述を含む 

 この文を含む本を探してほしいという要素で

作家なども同時に指定される。全文データベー

スがあれば検索できそうな質問である。補足と

して短歌を探す質問が相当数あったが，今回は

除外した。短歌の調査方法は合理的な検索手段

がそれなりにあると考えられたからである。 

⑫原作  

 映画やドラマの原作や，民謡のもとになった

話などを探してほしいという要望。 

 

3.2.2 読者の側の条件 

⑬具体的作品の特定読者向け 

大活字で○○の作品，小学生にも読める○○，

○○の英語版，○○の話で絵があるものなど。 

⑭特定読者 

小学 4～6 年生向けの本，入院中の人へのお

すすめの本，など。 

⑮目的 

a.人の状態や気持ちを変える 

雑誌の読書相談ではこのタイプの質問がたい

へん多かったが，今回はごく少数であった。一

例として学校図書館で生徒からの質問で「きゅ

んきゅんする本が読みたい」10)がある。 

b. 公的機関の活動に関連する目的 

おはなし会，授業で使う，ブックトークなど

公的機関の活動という目的のほかに，個人で夏

休みの宿題や読書感想文を書くといった目的。 
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c. その他  

 

3.2.3 その他 

⑯おすすめ 

「オススメの小説はないですか？（６年児童）」
11) などほぼ無条件で何を読むかを相談するも

のから，こわい本でなにか，○年生向けのファ

ンタジー小説など，限定付きの場合もあった。 

⑰その他 

 

4.考察 

 以上の構成要素を分析することで，どのよう

な読書相談質問が寄せられていると言えるのか

を考えたい。件数の多い順に 1 位はジャンル

264件である。今回は c小説の種類が少なく補

足的に機能した数字であり評価できない。2 位

はテーマ 176件である。テーマを含む質問は未

来志向で，目的や特定読者を伴う，読書相談の

中心に位置付けられる質問群であった。 

3位はあらすじ 164件である。過去を志向し，

昔読んだ本をもう一度読んでみたいという質問

群である。これが全体の約3分の 1あったこと

は特筆すべき結果と思われる。子どもの本だけ

でなく，大人の場合もあった。 

4位は特定読者 125件である。全体の約 4分

の 1である。小学校や中学校の〇年生向けとい

う質問が多数であり，学校の教師が授業等で活

用するケースが散見された。目録でタイトルま

では調べられるにしても，それが特定の学年の

子どもに理解できるのかというところは検索で

はわからないからであろう。 

 5位は目的 81件で，全体の 6分の 1である。

その多くは b. 公的機関の活動に関連する目的

であった。特筆すべきこととして，教師が授業

で使う資料についての相談が多く寄せられてい

た。「野菜が出てくる詩を知りたい。小学校 2

年生の授業で使う」12)などである。 

特定読者と目的の分析から，アメリカの学校

図書館基準に映画や文学などの創造的な表現か

らも学習するということが書かれているが 13)，

それに近い実践や必要性が日本の学校現場にも

あるのではないかと考えられる。絵本や読みも

のを活用することで，理性やデータだけでなく

感情を伴う理解を深めることができる。米国で

どのような理論的枠組みで読書相談サービスが

展開されているのかを調べることも興味深い。 

 以上，今回は 9類を中心とする限定的な調査

であったが，図書館のレファレンスへの読書相

談は公的機関からの問い合わせが数多く見受け

られ，雑誌に寄せられた読書相談とはかなり様

相が違っていることが明らかになった。 
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日本の公共図書館の子ども読書 Web ページの現状と課題 
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抄録 

本稿の目的は，日本の公共図書館の子ども読書 Web ページのコンテンツに関する

現在の傾向を明らかにするとともに、子ども読書 Web ページの今後の課題について

検討し、考察することである。調査方法は、Carolynn Rankin(2016)により示された

子どもの読書環境の４つのシステムの観点に基づきながら、各図書館 Web サイトの

基本情報を含めた全 34 項目を設定し調査を実施した。調査対象は、都道府県立図書

館、並びに、市区町村立図書館 1,259 館であり、調査期間は、2019 年 8 月 1 日～9

月 23 日である。その結果、子ども読書 Web ページを有する日本の公共図書館 Web

サイトは 160 館であった。それら Web サイトの傾向として、住民への直接サービス

に近いコンテンツについては、市区町村立図書館がそのコンテンツに力点を置く一方、

子ども読書に関わる活動レベルの範囲が広がりを見せるコンテンツにおいては、都道

府県立図書館がそのコンテンツの提供に力点を置く傾向が明らかとなった。  

 

1.はじめに 

  日本図書館協会図書館利用教育委員会が、図

書館利用教育ガイドラインとして示したように、

公共図書館では、児童から高齢者までのすべて

の利用者が図書館や各種の情報源を適切に活用

して必要な情報を入手できるように、図書館利

用支援（図書館利用教育）の実施を通じて利用

者の情報活用能力の育成をはかるという新しい

役割が示されている1。 

先ごろ、『IFLA児童図書館サービスのための

ガイドライン：0歳から 18歳 改訂版』が 2018

年に発行（邦訳の公開は 2020 年 3 月）され、

従来の児童サービスとヤングアダルトサービス

を超えて、子どもの識字、学習、読書における

公共図書館の果たすべき役割が指摘されている。

また、国内では、第四次「子供の読書活動の推

進に関する基本的な計画」が 2018 年に策定さ

れ、ヤングアダルトの読書活動の推進に関する

対策についても言及され、小学校までに習慣化

された読書活動を高等学校の段階までどのよう

に継続・発展させていくかについての提案が示

されている。 

このような時期に公共図書館 Web サイトの

子ども読書 Web ページのコンテンツに関する

調査研究を行い、どのようなコンテンツを備え

るべきかなどの提言を行うことは、極めて意義

のあることと考える。 

2.先行研究の動向と本研究の位置づけ 

日本の公共図書館 Web サイトに関わる調査

については、丸山・金沢並びに金沢・丸山によ

る児童サービスに関する Web ページ調査2、金

沢・丸山によるヤングアダルト（YA）サービス

に関する Web ページ調査3、金沢による学校支

援Web ページ調査4が行われてきた。 

それらの先行研究から、日本の公共図書館

Web サイトには、学校教育の充実と地域の教育

力の向上を図るために、「子どものWebページ」、

「YA Webページ」、「学校支援Webページ」が

備えられる傾向にあるのみならず、「子どもの読

書活動の推進に関する法律」に基づく「子ども

の読書活動推進計画」との関わりなどから、「子

ども読書 Web ページ」も備える傾向にあるこ

とが明らかとなった。 

 そこで、本研究では、子どもを取り巻く読書

環境という視点から、それら 4 種類の Web ペ

ージのうち、「子ども読書Web ページ」に着目

し調査・分析を行った。調査にあたっては、

Carolynn Rankinが示した、個々の子どもを中

心にした子どもの読書環境（マイクロシステム、

メゾシステム、エクソシステム、マクロシステ

ムの４つのシステム）5に基づき分析し、「子ど

も読書 Web ページ」のコンテンツに関する現

在の傾向を明らかにするとともに、「子ども読書

Web ページ」の今後の課題についても検討し、
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考察することを目的とする。 

 

3.調査方法及び調査項目の設定 

 調査対象は、日本全国の公共図書館 Web サ

イト上にある子ども読書 Web ページである。

調査対象を設定するにあたり、日本図書館協会

Web サイト内の「図書館リンク集：公共図書館

（公立図書館）」6に示されたリストを活用した。

調査対象となる都道府県立図書館、並びに、市

区町村立図書館 1,259 館を抽出し、2019 年 8

月 1日～9月 23日にかけて調査を実施した。 

 なお、実際の子ども読書Webページには、「子

ども読書活動推進」「保護者の方へ」「大人の方

へ」「家読（うちどく）」など、さまざまな名称

が付けられている。これらのすべてについて、

その都度コンテンツを確認し、子ども読書Web

ページであると判断したうえで本調査を行った。 

 調査方法は、Rankin が示した、個々の子ど

もを中心にした子どもの読書環境を表す４つの

システムの観点に基づき、各図書館 Web サイ

トの基本情報を含めた全 34 項目を設定し調査

を実施した。具体的な調査項目については、紙

幅の関係で本稿では割愛するが、各図書館Web

サイトの基本情報の項目以外に、以下に示すよ

うに①から④までの４つのシステムに基づいた

調査項目を設定した。それぞれのシステムの関

係は図１に示すとおりである。 

①マイクロシステムに関わるWeb ページ 

子どもの直接的な環境において、親など家族

や保護者との相互作用による読書活動の推進に

関わるコンテンツとして、たとえば、家庭での

読み聞かせや家読などに関する情報の有無を調

査項目として設定した。 

②メゾシステムに関わるWeb ページ 

市区町村レベルでの子どもの読書活動の推進

に関わるコンテンツとして、たとえば、公共図

書館の児童サービスや YA サービス、学校図書

館、子ども文庫などでの読書支援に関する情報

の有無を調査項目として設定した。 

③エクソシステムに関わるWeb ページ 

都道府県レベルでの子どもの読書活動の推進

に関わるコンテンツとして、たとえば、都道府

県子ども読書活動推進計画や、都道府県教育委

員会の「子どもの読書活動」関連ページへのリ

ンクなどに関する情報の有無を調査項目として

設定した。 

④マクロシステムに関わるWeb ページ 

国レベルでの全国的な子どもの読書活動の推

進に関わるコンテンツとして、たとえば、国の

子ども読書活動推進計画、子どもの読書に関す

る国の機関や公的機関の Web サイトなどへの

リンク、子どもの読書に関する海外の公的機関

の Web サイトなどへのリンクに関する情報の

有無を調査項目として設定した。 

 

4.公共図書館 Webサイトの子ども読書 Webペー

ジの現状と分析 

子ども読書 Web ページの調査の結果につい

て、表などを参照しながら、コンテンツに関す

る全体的な傾向を述べる。 

(1) 設置主体別の子ども読書 Webページの有無

について 

設置主体別に子ども読書 Web ページの有無

について示したものが表１である。子ども読書

Web ページを有する公共図書館は、1,259件中

160 件（12.7%）であった。続いて、設置主体

別にみると都道府県立図書館 Web サイトでは

47 件中 31 件（66.0%）、区立図書館 Web サイ

トでは 22 件中 11 件（50%）、市立図書館Web

サイトでは 714件中 99件（13.9%）、町立図書

図１ 個々の子どもを中心にした子どもの読書環境について 
（出所）Carolynn Rankin(2016)Library Services for 

the Early Years: Policy, Practice, and the Politics of 

the Age. Library Trends, 65(1), 5-18.のFigure 1を

もとに作成。 
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館Web サイトでは 437件中 18件（4.1%）、村

立図書館Webサイトでは 39 件中 1件（2.6%）

であった。このように、子ども読書 Web ペー

ジを有している公共図書館 Web サイトは、設

置主体別にみれば都道府県立図書館及び区立図

書館において 5割以上であったものの、市町村

立図書館ではその割合が極めて低いことが明ら

かとなった。 

表１ 設置主体別の子ども読書 Webページの有無 

     子ども読書 

設置主体 

子ども読書Web 

ページ有(%) 

子ども読書Web 

ページ無(%) 

計 

(%) 

都道府県立 31(66.0) 16(34.0) 47(100) 

区立 11(50.0) 11(50.0) 22(100) 

市立 99(13.9) 615(86.1) 714(100) 

町立 18(4.1) 419(95.9) 437(100) 

村立 1(2.6) 38(97.4) 39(100) 

計 160(12.7) 1,099(87.3) 1,259(100) 

(2) 子ども読書 Webページのコンテンツについ

て 

子ども読書 Web ページのコンテンツについ

て、「マイクロシステム」「メゾシステム」「エク

ソシステム」「マクロシステム」という４つの観

点に基づくコンテンツを設定し、それらに関わ

るコンテンツを有する度合について比較したと

ころ、表２のような結果となった。 

表２ 子ども読書 Webページのコンテンツについて 

子ども読書 Webページのコンテンツ 件数（％） 

Ⅰ.マイクロシステムに関わるコンテンツ 141(88.1) 

Ⅱ．メゾシステムに関わるコンテンツ 136(85.0) 

Ⅲ．エクソシステムに関わるコンテンツ 36(22.5) 

Ⅳ．マクロシステムに関わるコンテンツ 33(20.6) 

計 160(100) 

「Ⅰ．マイクロシステムに関わるコンテンツ」

が 141 件（88.1%）と最も多く、次に「Ⅱ．メ

ゾシステムに関わるコンテンツ」が 136 件

（85.0%）となり、それぞれのコンテンツを有

する割合が8割以上であることが明らかとなっ

た。一方、「Ⅲ．エクソシステムに関わるコンテ

ンツ」（36 件、22.5%）や「Ⅳ．マクロシステ

ムに関わるコンテンツ」（33 件、20.6%）につ

いては、先の２つのコンテンツに比して 4分の

1 程度の状況であり、都道府県レベルや国レベ

ルでの子どもの読書活動の推進に関わるコンテ

ンツを有する Web サイトは相対的に少ない状

況であることが明らかとなった。 

 (3) 設置主体別の子ども読書 Web ページのコ

ンテンツについて 

設置主体別の子ども読書 Web ページのコン

テンツについて、４つのシステムの観点に基づ

いたコンテンツの提供状況は、表３のとおりで

ある。 

表３ 設置主体別の子ども読書 Webページのコンテンツについて 

 都道府県立(%) 市立(%) 区立(%) 町立(%) 村立(%) 計(%) 

マイクロ

システム 

21 

(67.7) 

92 

(92.9) 

10 

(90.9) 

17 

(94.4) 

1 

(100.0) 

141 

(88.1) 

メゾ 

システム 

18 

(58.1) 

89 

(89.9) 

11 

(100.0) 

17 

(94.4) 

1 

(100.0) 

136 

(85.0) 

エクソ 

システム 

28 

(90.3) 

5 

(5.1) 

2 

(18.2) 

1 

(5.6) 

0 

(0.0) 

36 

(22.5) 

マクロ 

システム 

15 

(48.4) 

14 

(14.1) 

2 

(18.2) 

2 

(11.1) 

0 

(0.0) 

33 

(20.6) 

  計 31(100) 99(100) 11(100) 18(100) 1(100) 160(100) 

「マイクロシステム」や「メゾシステム」に関

わるコンテンツの提供状況は、市区町村立図書

館が概ね 90%以上であるのに対して、都道府県

立図書館は 60%前後のコンテンツ提供状況で

ある。 

一方、「エクソシステム」や「マクロシステム」

に関わるコンテンツの提供状況は、市区町村立

図書館の提供状況がいずれも 20%未満である

のに対して、都道府県立図書館の提供状況が「エ

クソシステム」において 90.3%、「マクロシス

テム」において 48.4％と、市区町村立図書館に

比して相対的に高い割合であることが明らかと

なった。 

(4) 設置主体別の子ども読書 Webページの各シ

ステムの組み合わせについて 

設置主体別の子ども読書 Web ページの各シ

ステムの組み合わせについては、表４のとおり

である（以下、「マイクロシステムに関わるコン

テンツ」をⅠ、「メゾシステムに関わるコンテン

ツ」をⅡ、「エクソシステムに関わるコンテンツ」

をⅢ、「マクロシステムに関わるコンテンツ」を

Ⅳと示す）。 

全体的な組み合わせを上位から順に見ると、

Ⅰ+Ⅱの組み合わせが 94 件(58.8%)、Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ

+Ⅳの組み合わせが 11件(6.9%)、Ⅰ+Ⅱ+Ⅲの組

み合わせが 10 件(6.3%)であった。また、Ⅰ+Ⅱ

+Ⅳの組み合わせ、Ⅰのみ、Ⅱのみがそれぞれ

同率で 9件（5.6%）と続いている。 

 子ども読書 Web ページの各システムの組み

合わせについて、全体的な傾向としては、マイ

クロシステムに関わるコンテンツとメゾシステ

ムに関わるコンテンツを組み合わせて提供する
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図書館がおよそ 60%を占めている。 

 一方、設置主体別に子ども読書 Web ページ

の各システムの組み合わせについて、個別に見

ると、市区町村立図書館においては、Ⅰ+Ⅱの

コンテンツの組み合わせによる情報提供が

70%を超える状況にあるものの、都道府県立図

書館は 1件（3.2%）と極めて少ないことが明ら

かとなった。 

表４ 設置主体別の子ども読書Webページの各システムの組み合わせについて 

 都道府県立(%) 市立(%) 区立(%) 町立(%) 村立(%) 計(%) 

I+II+III+IV 6(19.4) 3(3.0) 2(18.2) 0(0.0) 0(0.0) 11(6.9) 

I+II+III 8(25.8) 1(1.0) 0(0.0) 1(5.6) 0(0.0) 10(6.3) 

I+II+IV 0(0.0) 7(7.1) 0(0.0) 2(11.1) 0(0.0) 9(5.6) 

I+III+IV 3(9.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(1.9) 

II+III+IV 1(3.2) 1(1.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(1.3) 

I+II 1(3.2) 71(71.7) 8(72.7) 13(72.2) 1(100.0) 94(58.8) 

I+III 2(6.5) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(1.3) 

I+IV 0(0.0) 3(3.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(1.9) 

II+III 1(3.2) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(0.6) 

II+IV 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 

III+IV 5(16.1) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 5(3.1) 

Iのみ 1(3.2) 7(7.1) 0(0.0) 1(5.6) 0(0.0) 9(5.6) 

IIのみ 1(3.2) 6(6.1) 1(9.1) 1(5.6) 0(0.0) 9(5.6) 

IIIのみ 2(6.5) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(1.3) 

IVのみ 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 

  計 31(100) 99(100) 11(100) 18(100) 1(100) 160(100) 

 

5.調査結果の考察とまとめ 

都道府県立図書館と市区町村立図書館との比

較から、「メゾシステム」から「エクソシステム」

へ広がる段階において、それらコンテンツを取

り扱う館種に明らかな差異が見られる。このよ

うな差異が生じる背景として、公立図書館が行

うべき活動とサービスの目標について、日本図

書館協会が策定し、その解説も含めて 2009 年

に刊行した『公立図書館の任務と目標：解説』

（改訂版増補）による影響が考えられる。上記

解説の中では、市区町村立図書館においては、

住民の求める資料や情報を提供することが謳わ

れ、住民の資料や情報に対する要求を喚起する

働きかけを行うことが掲げられている。一方、

都道府県立図書館においては、市区町村立図書

館と同様に住民への直接サービスが求められる

としながらも、多くの場合、住民が一番利用し

やすいのは市区町村立図書館であることから、

都道府県立図書館は市区町村立図書館への援助

を第一義的な機能として受け止めるべき必要の

あることが示されている。そのような公立図書

館の任務と目標にも照らした際に、子ども読書

Web ページのコンテンツについて以下のこと

が考えられる。 

まず、「マイクロシステム」や「メゾシステム」

のように住民への直接サービスに近いコンテン

ツについては、市区町村立図書館がそのコンテ

ンツに力点を置く一方で、「エクソシステム」や

「マクロシステム」のように子ども読書に関わ

る活動レベルの範囲が広がりを見せるコンテン

ツにおいては、都道府県立図書館がそのコンテ

ンツの提供に力点を置く傾向にあると言える。

次に、都道府県立図書館の特徴として、４つの

システムのうち3つ以上のシステムの組み合わ

せによるコンテンツの提供を行う図書館が多い

ことが挙げられる。このことから、市区町村立

図書館ではコンテンツの提供の及ばない、エク

ソシステムやマクロシステムといったコンテン

ツの提供については、都道府県立図書館がより

力を注いでいることが考えられる。 

0歳～18歳までの子どもの読書活動推進につ

いては、子どもの発達段階はもとより子どもが

置かれている環境のあり方を連続的に捉えて検

討することが重要である。今後は、本調査結果

をより精査し、子ども読書 Web ページを構築

する意義を提示していきたい。 
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Early Years: Policy, Practice, and the Politics of the 

Age. Library Trends, 65(1), 5-18. 
6 日本図書館協会「図書館リンク集：公共図書館（公立

図書館）」<https://www.jla.or.jp/link/link/tabid/172/Default.aspx>

（最終確認2020年8月19日） 
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横浜市学校司書を対象とした探索的インタビュー調査分析 

 

高橋今日子† 角田裕之‡  河西由美子‡  

    †鶴見大学大学院文学研究科  
    3012401@stu.tsurumi-u.ac.jp 

 ‡鶴見大学大学院 

抄録 

横浜市学校司書を対象とした質問紙調査の予備調査として、質問項目の精緻化のために、

学校司書の業務の実態と業務に対する意識について、フォーカスグループインタビューを

行った。3 つの質問の回答をコード化して共起ネットワーク分析をした結果、学校司書は

校内の情報共有のためのネットワークや同僚性を保つ空間の整備を望み、学校図書館の役

割に対する学校内の認識の低さ、相談者の不在、異動に伴う問題、学校司書自身の専門知

識不足を課題と考えていることがわかった。 

 

1. 研究の背景と目的 

  横浜市は 2016 年 4 月に小・中・義務教育学

校・特別支援学校498校全校に学校司書の配置

を完了した。500 名規模の学校司書配置は他市

に例がないが、その業務の実態調査は存在しな

い。このため学校司書の業務の状況や業務に対

する意識について質問紙調査を行うこととし、

予備調査として業務及び業務に対する意識を探

るため探索的インタビューを行った。この調査

の分析は、質問項目の加筆修正に役立てること

を想定した。 

2. 研究方法 

2.1  探索的インタビューの調査対象と方法 

予備調査では、業務遂行上の課題、学校司書

の経験や考えを聴取すべく、フォーカスグルー

プインタビューを実施した。横浜市内外の学校

司書 7 名を対象に、2019 年 7 月に横浜市内で

80分、半構造化インタビューを行った。 

 

2.2  フォーカスグループインタビュー 

フォーカスグループインタビューは、社会科

学におけるデータ収集の方法であり、目的は「特

定の話題について参加者の理解、感情、受け止

め方、考え方を引き出すこと」1)にあり、課題

の背景情報を把握する手法として適している。

回答者からの情報は「グループダイナミックス

の効果」2)により引き出される一方、「個々の態

度がどの程度のものなのかその量を測定するも

のではない」3)とされている。 

 

2.3  調査内容 

インタビューの質問は、業務を行う際の「Q

１ 物の環境についての課題」、「Q2人の環境に

ついての課題」と、「Q3 業務と自分の知識や能

力との関係」、「Q4 その他の意見」である。 

 

2.4  分析 

1 次データは質問ごとにトランスクリプトを

作成した。Q4 については、有効な結果が得ら

れなかったため、これを除き、3 つの質問の回

答を分析の対象とした。統計ソフトウェア

KH-Coder を用い、形態素解析にかけ「抽出語

リスト」を得た。リストの 19 の品詞のうち名

詞・サ変名詞・未知語・名詞 c・タグ（強制抽

出語）の出現回数2から4以上の語を選択した。 

   
図 1  Q1共起ネットワーク(コード化以前) 

この抽出語についてコードを暫定的に振った

後、会話記録文書を読みコードとデータ間の関

係、コード間の関係を繰り返し検討して修正を

行い、質問ごとのコード表を作成した。例えば

図 1で出現した〈データ〉〈やり取り〉〈共有〉

等は、Q1では〈インフォメーションシェアリン

グ〉に置き換えた。各質問における回答データ

の抽出語とコード数は表1に示す通りであった。
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その後コードに従ってそれぞれのデータを変換

した後、共起ネットワーク分析を行った。 

表 1 各回答データの抽出語・コード数 

   質問 抽出語 コード数 

Q1  物の環境 3728   11 

Q2 人の環境 4545   12 

Q3  自己の能力 2413    8 

 

3.  結果 

共起分析の結果、Q1では共起の中心は 2つの

サブグラフ、すなわち「比較的強くお互いに結

びついてる部分」4)を示した。一つ目のサブグ

ラフは〈カリキュラムアシスト〉〈インフォメー

ションシェアリング〉〈ハードウェア〉〈ピア〉、

二つ目のサブグラフは〈ライブラリアン〉〈ティ

―チャー〉〈ワーカー〉〈マテリアル〉から成る。 

(図 2) 

図 2  Q1共起ネットワーク 

 

Q2では、図 3のように共起の中心は 2つのサ

ブグラフで、〈チェンジ〉〈コンサルテーション〉

〈スペシャリティ〉〈メンバー〉と〈ポジション〉

〈フィールド〉から成る。 

    

図 3  Q2共起ネットワーク 

Q3では、図 4のように共起の中心は２つのサ

ブグラフで〈インフォメーションシェアリング〉

〈スキル〉〈スペース〉と、〈ユーザー〉〈ファン

クション〉〈プロブレム〉から成る。 

   
図 4  Q3共起ネットワーク 

4.  結論と展望 

Q1「物の環境について」では、以下の 4つの

分析結果が得られた。学校司書は、①学習支援

業務において、情報共有のネットワークとハー

ドウェアの整備の不足、②教員との同僚性の確

保の空間の不足を課題と考え、③利用者と資料

とを結びつけている意識を持つが、④学校図書

館を基盤にして、児童や生徒や教職員へのサポ

ートや学習支援を円滑に実現するための環境整

備の具体案には言及していない。 

Q2「人の環境」では、学校司書は、①学校図

書館機能の職場内での認識不足、②学校経営計

画上の位置付けの曖昧さを大きな課題と考えて

いる、さらに③学校司書自身の専門知識の不足、

④職務上の情報の共有者や相談者の不足、⑤異

動に伴う諸問題を課題と考えている。ここでも、

⑥課題意識を持ちながら、現状の改善・日常の

児童、生徒の支援・要望に結びつける解決策に

は言及していない。 

Q3「自己の能力と業務」について学校司書は、

①学校図書館の役割、ユーザーとの関係、ユー

ザーへの課題支援について認識している、②自

己の能力向上について、学校司書同士の情報共

有や研修を重要視している、③自身の能力向上

の意識はあるものの現環境でのトレーニングや、

スキルアップの具体的な提案はない、と考えて

いるという結果を得た。 

これらの結果は、「横浜市学校司書の業務に関

する研究」の質問紙作成の基礎データとした。 

引用文献 

(1)   S.ヴォーン, J.S.シューム, J.シナグブ 著井下理 

監訳,田部井潤, 柴原宜幸 訳『グループ・インタビ

ューの技法』慶應義塾大学出版1999. p.8． 

(2)  前掲1),  p.11． 

(3)  前掲1),  p.197． 

(4)   樋口耕一「 KHCorder3リファレンスマニュアル」

2018 .file:///C:/khcoder3/khcoder_manual.pdf（参

照 2020-08-31） 

62 

../../../../khcoder3/khcoder_manual.pdf


レファレンス情報源の出版傾向に関する基礎データの分析：1990年から 2019年までの変遷 
 

杉江典子（東洋大学 文学部）sugie@toyo.jp 

 

レファレンス情報源の出版傾向を把握するために，「参考図書解説目録」と「NDL-Bib」の書誌

データを用いて 1990 年から 2019 年までの出版点数を調査し，その種類ごとの分析を試みた。そ

の結果，レファレンスブックの出版点数は 1999 年の 4,270 冊をピークに減少していること，また

レファレンスブックを種類ごとに見た場合，異なる出版傾向を示すことが明らかになった。 

 

1 背景と目的 

レファレンス情報源は，求める情報を適切

に，かつ網羅的に探す上で欠くことのできな

い情報源である。このうち従来，紙媒体で刊

行されてきたレファレンスブックは，情報環

境の変化を受けて，現在そのあり方を大きく

変えつつある。 

レファレンスブックの出版傾向については，

中村経子と長澤雅男が，1950～1960 年代の参

考図書について，主題，種類，出版者等の観点

からの分析を行っている 1)2)。しかしその後，

類似の調査研究は行われおらず，レファレンス

情報源の在り方がどのように変化しているか

ついて把握することは難しい。そこで本研究で

は，まずは基礎的なデータを得て近年の出版傾

向を把握すること，また今後の研究の方向性を

検討することを目的とした。 

 

2 調査方法 

1990 年から 2019 年に刊行されたレファレ

ンスブックの出版傾向を，データベース版「参

考図書解説目録」（日外アソシエーツ），「NDL-

Bib」を使って調査した。「参考図書解説目録」

は，レファレンスブックのガイドである『年刊 

参考図書解説目録』のデータベース版であり，

BOOK データベースを使用した書誌データと

NDC 分類，資料種別等のデータが含まれてい

る。「資料種別」には，概ね BSH 一般細目のレ

ファレンスブックにあたる用語が使用されて

いる。「参考図書解説目録」からは，レファレ

ンスブックの出版年，種類ごとの出版点数を得

た。NDL-Bib では，レファレンスブックの種

類にあたる件名が付与されている図書の書誌

データを取得した。 

 

3 調査結果と考察 

3.1 レファレンスブックの出版点数 

レファレンスブックの出版点数は，1990 年

以降増加するが，1999 年の 4,270 冊をピーク

に毎年減少し，2013 年には，調査期間中で最

も少ない 2,555 冊となっている（図 1）。その

後，増減はあるが増加傾向に転じているように

見える。一般図書の新刊の出版点数は，2015 年

に 80,048 冊まで増加した後，毎年減少を続け

ており 3），レファレンスブックの出版点数は，

一般図書とは異なる傾向を示すことがわかる。 
 

 

図 1「参考図書解説目録」に収録されたレファレンスブック 

 

3.2 レファレンスブックの種類ごとの分析 

レファレンスブックが情報環境の変化によ

り受ける影響は，その機能ごとに似通うと考え

られる。つまり，レファレンスブックは，その

種類ごとに共通する出版傾向を持つのではな

いかと考え，「参考図書解説目録」の「資料種

別」ごとの分析を行った。 

その結果，辞書や書誌のように概ね出版点数 
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図 2 書誌の出版点数           図 3 辞書の出版点数          図 4 図鑑・図集の出版点数 

 

が減少傾向を示すもの（図 2, 3）と，図鑑・図

集のように増加傾向を示すもの(図 4)とがあっ

た。書誌の NDL-Bib の 2007～2017 年には約

2,200点にも及ぶ同シリーズ刊行物が含まれて

おり，それを除くと 2019 年までほぼ減少傾向

となる。書誌も辞書も，他の種類のレファレン

スブックに比べると電子化が進んでおり，その

影響が表れていることが推測されるが，要因を

知るためには，より詳細な調査が必要であろう。 

今後の調査の手がかりとするため，案内指示

的情報源と事実解説的情報源である，書誌と辞

書のレファレンスブックの出版者実数と１者

あたりの出版点数を集計することとした。一般

図書と比べるとレファレンスブックの作成プ

ロセスには出版者が強く関与しているため，出

版者には着目する意味があると考えられる。 

NDL-Bib において出版年が 1990～2019 年

である図書の件名に「書目」と「辞書」が含ま

れたれた書誌データは，それぞれ 13,470 点と

10,808 点であった。書誌では，1990 年の出版

者実数が 447 者から概ね毎年減少し続けてい

るが，1 者あたり出版点数は大きくは変化して

いない(図 5)。辞書では，1990 年の出版者実数

が 187 者から，2006 年の 235 者までは徐々に

増加し，2007 年以降急激に減少している(図 6)。

ただし 1 者あたりの出版点数は調査期間を通

じてほとんど変わっていない。出版点数の減少

は，各出版者の出版点数ではなく，刊行する出

版者自体の減少によることになる。出版者ごと

の集計や書誌データ以外の情報も視野に入れ

た検討の余地が示唆される。 

 この他に，書誌データを利用する際の課題と

して，セットものの書誌単位や件名，資料種別

がデータベース内で一貫していないことがあ

り，集計にあたって対応を考える必要があるこ

ともわかった。 

 

謝辞：本研究は科学研究費補助金(20K12562)を得て行

った研究の一部である。 

 

注・引用文献 

1）中村経子．参考図書出版の統計的調査．Library 

Science．1966，no.4，p.155-172． 

2）長澤雅男．参考図書の出版：統計的調査．Library 

and Information Science．1970，no.8，p.1-15． 

3）『出版年鑑』（1990～2016）と『出版指標年報』（2017

～2019）による 

図 5 書誌の出版者の実数と 1 者あたり出版点数      図 6 辞書の出版者の実数と 1 者あたり出版点数 
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「これからの図書館像」の成立過程から見る図書館政策の展開 

 

鬼頭孝佳 1 西田喜一 2  

1 t.kitou0309@gmail.com 

2 ynishida.3145@gmail.com 
1 名古屋大学文学研究科博士後期課程 

2 名古屋大学教育発達科学研究科博士後期課程 

抄録 

 最近の図書館政策を把握するものとして,「これからの図書館像」がある。しかし,この

文書に関する批判的検討を行った研究は管見の限り見当たらない。そこで,本研究では,そ

の成立過程と問題点を明らかにする。「これからの図書館像」は,「これからの図書館の在

り方検討協力者会議」これまでの議論の概要,にもとづき作成されているはずだが,内容や

重点の置き方が変質しているため,変質の理由と問題を探る。 

 

1.はじめに 

 司書の研修制度を検討する中で,「これからの

図書館像～地域を支える情報拠点をめざして～

(報告)」(以下,提言)の成立過程・問題点の検証が

皆無であることに気付いた。この提言から 10 年

以上が経過しており,提言が図書館や社会にとっ

て如何なるインパクトがあったのかを再考する

必要がある。提言は,「これからの図書館の在り方

検討協力者会議」これまでの議論の概要（以下,概

要）に基づき作成されているはずだが,これらを

比較すると,内容や重点の置き方が変質している。

後述するように,この変質は,教育の市場化に伴

う国家による統制の強化とも密接に関係してい

よう。 

 

2．「これからの図書館像」の言説布置 

 提言は,公表当時,図書館界だけではなく,他の

社会教育分野やメディア教育界でも紹介された。

にもかかわらず,司書課程のテキストや図書館情

報学の入門書などでは,その存在に簡潔に触れる

に過ぎなかった。また,個別研究としても,レファ

レンス・図書館建築・司書養成・多様なアクター

との連携などの特定課題において,ビジョンを示

したり,事例を紹介したりするものが若干見られ

るだけであった。批判的評論は,すでに批判の出

ている『市民の図書館』モデルにのみ依拠したも

のだけであり,実質的な解説は議論の概要作成メ

ンバーである薬袋秀樹のものに限られる 1)。した

がって,提言の成立過程を検討し,その功罪を教

育行政の観点から総合的に評価した研究は管見

の限り見当たらない。本発表では,提言内部にお

ける諸概念の矛盾とその背景にある現実的な基

盤の考察に力点を置く批判法学のアプローチを

採用する。 

 

3．情報リテラシーについて 

 情報リテラシーの定義は,議論の概要の時点で,

「必要な情報にアクセスし,アクセスした情報を

正しく評価し,活用する能力」,となっていた。こ

こで,まず生じるはずの疑問は,この「必要」と「正

し」さは,誰にとってのものなのだろうか,という

ことである。着目すべきは,提言の「真に必要な情

報」という文言である。「真に」を知っている主体

は,文書作成者,つまり行政ということになる。ま

た,提言では,「必要な情報にアクセスし……」と

していたものが,「必要な情報を検索し……」と変

化している。この変化は,何故生じたのであろう

か。読み返すべきは,「インターネットの利用機会

や活用能力には格差があり,その是正を図る」で

ある。すなわち,機会の平等を担保することで,能

動性が奨励される自己責任論を貫徹させようと

している。その傍証として,この当時推進された

小泉内閣による金融リテラシー教育との連動性

を挙げてもよい。 

 

4．呼びかけについて 

 今日では,例えば学校教育においては,地方行

財政の悪化により,条件整備抜きの管理統制が進

んでいるが,旧来は,行政による妥協的な条件整

備と引き換えに,さらなる統制強化を教職員が受

忍する制度的補完が形成されてきた。それに対し,
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社会教育においては,行政の関心が相対的に低く,

制度的補完を可能とする行政に対抗する勢力が

弱かった。学校教育では,あまり見られない提言

における呼びかけは,このような背景の下に成立

している。アルチュセールは,主体＝臣従の形成

原理として,国家による呼びかけ＝尋問機能を重

視するが,物理的なインセンティブなしに,呼び

かけだけで成立する権力関係は,本来最も強固な

自発的隷従となるはずである。この提言では,設

置者には経済的要請に基づく図書館行政の推進

を,住民には生涯学習や正確で体系的な資料や情

報に基づく自立的な意思決定を求めている。とこ

ろが実際には,言説布置から見ても,図書館界で

すら,この提言そのものの認知が高かったとは言

い難く,まして地域住民,連携機関が,この呼びか

けを知る由もなかった(この点は,制度的補完に

よる教育統制の強化を問題視する筆者らの考え

からすれば,不幸中の幸いであった)。 

 

5．地域の課題解決とは 

 「地域の課題解決」といった場合,果たして,誰

の何に対する課題解決を求めているのだろうか。

一見,住民のニーズとして,住民の課題解決を述

べているようにも読めるが,地方分権下での地方

公共団体の自立にも言及している以上,「地域」と

いう語は,団体自治と住民自治がオーバーラップ

しており,単独では意味を確定し難い。この場合,

判然としない語の意味は,行政権の行使によって

初めて実定化される。だが,あらかじめその見通

しを述べておくならば,中小企業や個人事業者に

対してビジネス情報を提供したり,「行政機関が

(中略)住民の地域課題に関する理解」の促進を特

に強調しつつ,ボランティア参加を含め,行政へ

の住民の自発性を調達しようとする以上,明らか

に地域という語は団体自治の意に傾斜している

と見てよい。 

 

6．管理運営と行政間の役割分担について 

 概要と提言で大きく内容が変更された点とし

て,管理運営と行政間の役割分担を挙げることが

できる。前者について,概要の段階では,コスト意

識は強調されるものの,施設やサービスにおける

質の担保との両立が謳われ,管理の具体的方法に

は特に言及がなかった。ところが提言では突如と

して,「自主的な判断」の余地は残るものの,「指

定管理理制度」を例示したうえで,責任を伴う選

択とアウトカム指標による画一的な評価が強調

されている。他方,後者について概要の段階では,

都道府県教育委員会の行動指針が大まかに示さ

れ,総合的な連携協力が謳われているにすぎない。

しかし提言に至って,都道府県教育委員会の役割

は「主体的に先導」することとなり,文部科学省の

図書館政策「振興」が既定路線となった。この路

線は事実上,2006 年改正教育基本法における教育

振興基本計画を先取りするものとなっており,厳

密には法整備を要する施策であったと言える。 

 

7.図書館政策に期待される水準 

仮に住民の潜在的なニーズを顕在化すること

が必要だとしても,図書館のニーズを作為的に形

成してまで住民に利用させなくてはならない理

由はない。そもそも,住民の「必要」に応じて図書

館が設置されているならば,後付けの存在意義や

有用性など,全く不要であろう。そもそも,図書館

の存立理由が当初から「曖昧」であったために,地

方行財政悪化に伴う「スリム」化の過程で,図書館

を不良物件化させてはならないという外圧が強

まったのが,現在の図書館政策の基調であると言

ってよい。したがって,住民にとっての図書館像

の探究というよりは,行政の管理維持コストと行

政にとって図書館がどのように役立つのか(便

益),という議論に図書館政策は収斂していく。提

言もまたその例外ではなかった。図書館が存在し

さえすればよい,行政から図書館が認知されさえ

すればよい,図書館政策があるだけマシという現

場の感覚を排し,学習指導要領(学校教育)の施行

前後における政策影響等の検討水準を今後真剣

に担保しなければ,我々の検討が「カッサンドラ」

の二の舞に陥ることから逃れられまい。 

 

参照文献 

(1)紙幅の都合により,政策推進において一定の

影響力が想定される,薬袋秀樹「これからの図書

館像-地域を支える情報拠点をめざして-(報告)」

『情報管理』(49)-8,2006年 12月,p.454-459。 

66 



 
 

大学生による遠隔授業の評価と課題 

図書館情報学教育科目におけるアンケート調査結果の分析 

 
小山憲司† 

†中央大学文学部 
koyama@tamacc.chuo-u.ac.jp 

抄録 
本稿の目的は，遠隔授業に対する学生の受講のようすや志向を明らかにし，その

課題を検討することである。講義科目「図書館情報学概論」の受講者を対象に，

遠隔授業全般に関する見解，3 種類の授業方法に対する意見，遠隔授業受講時の

環境等についてアンケート調査を実施した。その結果，集合型授業とは異なる，

遠隔授業に特徴的な傾向が見られた一方，大学での授業経験のない 1 年生と 2 年

生以上との間で相違がある可能性が示唆された。  
 
1.背景と目的 

  新型コロナウイルス感染拡大により，国内の大

学は 2020 年度の授業開始時期を延期したり，遠

隔授業に切り替えたりなどの対応を余儀なくさ

れた。文部科学省の調査によれば，2020 年 6 月 1
日時点で「授業を実施している」と回答した大学

1,009 校（含専門職大学，短期大学）のうち，遠隔

授業を実施しているのが 600 校（59.5%），面接授

業と遠隔授業を併用しているのが308校（30.5%），

面接授業実施校が 101 校（10.0%）で，9 割の大

学で遠隔授業が実施された 1)。執筆者の勤務する

中央大学でも4月9日開始予定であった前期の授

業が 2 週間後の 4 月 23 日開始となった。また，

すべての授業が遠隔授業となった。 
 遠隔授業の実施にあたり，教員が教育内容を修

正，変更したり，自らの技能の向上を図ったりな

ど対応に追われたことは想像に難くない。執筆者

もまた，オンライン会議システムの利用方法の習

得や授業計画の組み換え，教材の準備など，学内

の教職員に協力を仰ぎながら授業を進めた。 
 上述した状況は不測のこととは言え，今後の大

学教育を検討するための大きな経験にもなる。そ

こで，今回採用した授業方法や対応は適切なもの

であったかを検証するため，執筆者が担当する講

義科目「図書館情報学概論」「図書館情報資源概論」

「情報サービス論」において，学生にアンケート

調査を実施した。本稿では「図書館情報学概論」

の結果を中心に，学生の受講のようす，授業に対

する志向，授業の問題点等を検討する。 

2.調査方法 

 2020 年度前期科目「図書館情報学概論」は，次

の3種類の方法を採用した（括弧内は授業回数）。

なお，いずれの方法でも学習管理システム（以下

LMS）を用いて質問に回答したり，課題を提示，

回収したりした。 
①LMS を通じてスライドや解説資料，参考資料

をすべてPDF で配布するオンデマンド型（6 回） 
②LMS によってスライドや参考資料を PDF で，

解説資料を音声ファイルで配布するオンデマン

ド型（2 回） 
③LMSを通じてスライドや参考資料をPDFで配

布し，オンライン会議システムを用いてリアルタ

イムで授業を行う（授業終了後音声ファイルを配

布する）同時双方向型（3 回） 
 遠隔授業全般に関する見解，各授業方法に対す

る意見，授業受講時の環境等に関するアンケート

を設計し，受講者 51 名を対象に LMS を用いて

実施した。調査期間は 7 月 13 日から 7 月 28 日の

2 週間を設定した。その結果，48 名から回答を得

た。回収率は 94.1%であった。内訳は 1 年生が 32
名，2 年生以上が 16 名である。 
 
3.調査結果 

3.1 遠隔授業全般に関する見解 
 遠隔授業でよかったこと，困ったことを複数回

答で尋ねた結果を図 1，図 2 に示した。 
 よかったこととして，「自宅で学習できる」「通

学の手間や時間を減らすことができる」との回答
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がそれぞれ 42 件，41 件あった。これらは物理的

な制約からの開放を支持する声と考えられる。ま

た，「自分のペースで学習できる」が 41 件，「何度

も復習できる」が 37 件と，授業方法①や②のオ

ンデマンド型授業の特徴を利点とする回答が上

位となった。 
 一方，困ったことで最も多かったのが「集中力

が続かない」で 31 件であった。類似の回答とし

て「生活のリズムをつくりにくい」19 件，「学習

のペースがつかみにくい」18 件がある。自律的な

学習が求められる講義形式の遠隔授業に対する

特徴的な反応と考えられる。また，「わからないこ

とを友達に相談しにくい」との回答が 24 件あっ

た。教室で行われる集合型授業であれば，一緒に

受講する友人に授業中，あるいはその前後に尋ね

ることで解決したであろう疑問が解決できてい

ないことが推察される。このほか，「課題が多い」

を選択した回答者が 19 名いた。 

 

図1 遠隔授業のよかったこと 

 
図2 遠隔授業の困ったこと 

3.2 3 種類の授業方法に対する意見 
 ①および②のオンデマンド型授業では，自分の

ペースで学習できることや解説資料を繰り返し

読んだり，聞いたりできることが支持されていた。 
 ②および③で共通するのは，「聞きながら学習

できて便利である」点である。ただし，②のオン

デマンド型では「聞き逃してしまうことがあり，

不便である」と回答したのは 27.1％であったのに

対し，③の同時双方向型では 62.2％であった。③

の場合も，授業終了後に音声ファイルを利用でき

るが，学習の進行主体が学生か教員かによって異

なる結果となった。 
3.3 学年による遠隔授業の見解の相違 
 遠隔授業でよかったこと，困ったことを 1 年生

と 2 年生以上の 2 グループにわけて集計した。そ

の結果，よかったことに関する回答は，全体とし

て 1 年生が肯定的に捉えていた。 
 困ったことでは，3.1 でも触れた「集中力が続

かない」と「生活のリズムをつくりにくい」は両

者でその割合が高かった。一方，2 年生以上のグ

ループで「学習のペースがつかみにくい」「課題が

多い」「教室での授業に比べて学習に時間がかか

る」があてはまると回答する割合が高かった（図

3）。逆に，「わからないことを友達に相談しにくい」

「先生に質問しにくい」は1年生に多く見られた。 

 
図3 遠隔授業の困ったこと（学年別） 

 
4.まとめ 

遠隔授業の利便性は多くの学生が実感してい

る一方で，「集中力が続かない」「生活のリズムを

つくりにくい」「わからないことを友達に相談し

にくい」などの弊害も明らかとなった。また，大

学での授業経験のない1年生と2年生以上との間

で相違がある可能性が示唆された。 
 
引用文献 

(1) “新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ

た大学等の授業の実施状況（令和 2 年 6 月 1
日 時 点 ）” . 文 部 科 学 省 . 2020.6.5. 
https://www.mext.go.jp/content/20200605-
mxt_kouhou01-000004520_6.pdf, ( 参 照

2020-09-01). 
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日本における子ども英語図書館の設立の可能性を探る 

～釜山広域市立中央図書館別館釜山英語図書館の英語プログラムから～ 

 

カレイラ松崎順子†   

†東京経済大学 
carreira@tku.ac.jp 

抄録 

本発表の目的は韓国で最も大きい英語図書館である「釜山広域市立中央図書館別

館釜山英語図書館」が提供している英語プログラムやそれらの利用状況を図書館

長に対するインタビューにより明らかにし，日本への示唆について考察していくこ

とである。インタビューの結果，「釜山広域市立中央図書館別館釜山英語図書館」

は英語読書診断テストを行ったり，ボランティアを積極的に活用したり，さらに，

公教育支援を積極的に行っていることが明らかになった。 

 

1.はじめに 

隣国の韓国では英語教育が小学校に導入され

て以来，早期英語教育が過熱化し，親の所得が

子どもたちの学校以外での英語学習への参与，

さらには英語力に影響を与えるなどの問題が生

じてきた。ゆえに，韓国政府は所得による格差

から生まれる英語力の格差をなくすために，

様々な対策を行ってきた。それらの対策の一つ

として子ども英語図書館があげられる。そこで

は英語の図書を提供するだけでなく，様々な英

語講座やプログラムなどを無料または廉価で提

供している。 

一方，日本では 2020 年度に小学校において

英語が教科化され，今後は今まで以上に早期英

語教育が盛んになる可能性があり，韓国のよう

な英語における教育格差が社会問題に発展する

可能性もある。ゆえに，教育格差対策の一つと

して，子ども英語図書館の設立というものを将

来的に検討していくべきであろう。 

よって，本発表では韓国で最も大きい英語図

書館である「釜山広域市立中央図書館別館釜山

英語図書館」（以下は釜山英語図書館）が提供し

ている英語プログラムやそれらの利用状況を明

らかにし、最後に日本への示唆について考察し

ていく。 

 

2. 方法 

 2019 年 3 月に釜山英語図書館の視察と釜山

英語図書館が提供している英語プログラムやそ

れらの利用状況を明らかにするために図書館長

にインタビューを行った。 

 

3. 釜山英語図書館 

釜山英語図書館の施設は大きく分けると以下

の 2つに分かれている。 

(1) 英語資料室 

Metametrix 社が開発した米国の読書標準指

標である「読解力」および「文章の難易度」を

示す Lexile 指数別に英語の図書が色別に分類

されている。Green Corner Children（緑色）

には32席あり、小学生レベルのLexile指数100

から 400 の本が置かれている。Blue Corner 

Juniors(青色)は 30 席あり，中・高校レベルの

Lexile指数 500から 800の本がある。さらに、

Orang Corner Adults(オレンジ)も 30 席あり,

一般・英語専攻の学生・英語教師などが利用す

るLexile指数900以上の英語の原書が置かれて

いる。また，書籍だけでなく、英語の漫画も多

く置かれている。  

 

(2) World for Kids  

World for Kidsは，3つの部屋に分かれてい

る。Read to Meは就学前の子供が両親と一緒

に本を読んだりするのに利用できる部屋であり、

Lexile 指数では BR(Beginning Reading)の絵

本が約 2,000 冊置いてある。その他，Fun 

Reading for Kids（英語の童話の読み書かせを

行う）を行うための部屋Magic Clubと常設プ

ログラムを行うStory Clubがある。 
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釜山英語図書館の特徴的なプログラムは以下

の 3つである。 

(1) 自己主導型英語読書能力増進プログラム

Reading Star 

釜山英語図書館の最も大きな特徴の一つとし

て，SRI (Scholastic Reading Inventory)とSRC 

(Scholastic Reading Counts)による英語読書診

断テストを取り入れている点があげられる。

SRIとはLexileを測定して，その能力に合った

図書を推薦するコンピュータプログラムで，

SRC とは本を読んでその本に関する問題を解

く事後クイズプログラム(約 10問題)で，自身が

読んだ本の理解度を知ることができる。毎日実

施しており，試験を受けたい場合は釜山英語図

書館のホームページから申請する。 

SRI と SRC を利用したプログラムに 

Reading Star という自己主導型英語読書

能力増進プログラムがある。SRIを受験し，自

身のレベルに合った図書を読んだ後，SRCを受

験し自己の読書能力向上度を測り，さらに，英

語で書いた読書レポートを英語の母語話者が添

削してくれる。 

 

(2)ボランティアのプログラム 

 ボランティアプログラムは２つある。 

Reading Buddy 

週 1 回小学生（メンティー）と中高生（メ

ンター）で構成されたグループ活動で，メンタ

ー（:英語童話の読み聞かせ活動を誠実に遂行で

きる中・高校生）がメンティー（英語童話を読

み聞かせてもらうことに関心がある児童・小学

生）に英語の本の読み書かせを行う。 

Fun Reading with Volunteers 

ボランティアメンバー(成人)が児童・小学 1・

2 年生を対象に月～金の毎日英語の本の読み聞

かせを行っている。 

 

(3) 公教育強化のためのプログラム 

公教育の支援としては以下のようなことを行

っている。 

①教師研修教師研修 

主に読書を通してどのように英語で討論する

かについての理論と実践について学ぶ研修を行

っている。 

②学校団体貸出 

釜山市内の小中学校に英語の図書（1 校あた

り 100冊以内）の貸し出しを行っている。 

③Teacher's Book Club 

英語教員のためのプログラムで毎月第 1・3

土曜日に英語の指定図書を読んで釜山英語図書

館所属の英語母語話者とともに与えられた主題

に対し討議や討論を行う。 

④中学生英語読書サークル 

中学生を対象にした中学生英語読書サークル

であり，英語の図書を読んで課題を作成し，ク

イズを解き，さらに，釜山英語図書館所属の英

語母語話者と討論を行う。 

 

3.考察 

 第一に，英語と接する機会が不足する

EFL(English as a Foreign Language)環境の

児童にとって，子ども英語図書館は持続的な英

語の入力手段として効果的であるといえるであ

ろう。日本において韓国のような子ども英語図

書館をすぐに設立するのは難しいが，廃校にな

っている学校や既存の公共の図書館の建物を改

装し，英語の書籍を揃え，英語のプログラムを

提供することによって，英語のみの空間を作る

ことが可能であると思われる。 

 第二に，釜山英語図書館の最大の特徴は，SRI

と SRC の英語読書診断テストを取り入れてい

る点であろう。特に，自己主導型英語読書能力

増進プログラム Reading Starでは自身の SRI

指数に合った図書を読み、読書レポートを英語

で書いて英語の母語話者に添削してもらい，

SRCで理解度を確認していくことができる。た

だ本を提供するだけでなく，英語の読書力の伸

びを知ることができるため，児童や保護者にと

って英語の読書を継続する助けになるであろう。 

 第三に，英語プログラムや SRIと SRCの英

語読書診断テストや公的支援などはかなりの予

算が必要となるため日本で簡単には行うことが

できないが，成人や中高校生を活用したボラン

ティア活動は日本においてもすぐにでも取り入

れることができるのではないかと思われる。 

  なお，補助資料として「韓国の子ども英語図

書館 釜山英語図書館 教育格差対策としての

図書館の役割を考える」（YouTubeで視聴可能）

https://youtu.be/mkALbc_zzT0を作成した。 
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図書館との比較からみた
場としてのアーカイブズの位置づけ

河村俊太郎 †

† 東京大学　
†n-kawa@ka2.so-net.ne.jp　

本発表では、図書館と比較して、アーカイブズは物理的な場をどのように位置づけており、物理的な場
を通じて両者はどのように連携しうるのかを先行研究を通じて検討した。その結果、図書館はコミュニ
ティーを越えての交流を行うための位置づけも物理的な場にある一方、アーカイブズでは特定のコミュ
ニティー内の交流を深めるものとして物理的な場が位置づけられており、コミュニティーを超えた交流
について図書館が中心になることで両者の連携が深まる可能性が示唆された。

1 はじめに
現在、MLA連携、GLAM連携などの名称で、

図書館、博物館、アーカイブズの間の連携に関す

る議論が進められている。その中でもアーカイブ

ズと図書館は、資料のメッセージや利用をある程

度重視した組織であるなど博物館との間よりも共

通する点が多い 1ことで、以前にもまして関係を

結びやすくなっている、あるいは下記に述べるよ

うに境界があいまいとなりつつある。それでは、

両者はどのように連携すべきなのか。本発表では

物理的な場に焦点を絞っていきつつ、これを大き

な問いとして設定する。

さて、図書館とアーカイブズの連携がすすめら

れる前提となる重要な点として、両者が扱う資料

のデジタル化、ネットワーク化がますます進展し

ていることがあげられる。こうした資料のデジタ

ル化、ネットワーク化により、図書や雑誌など図

書館が主に扱う複製された資料と、公文書や古文

書などアーカイブズが主に扱う 1点しかない資料

との境目があいまいになる、あるいはボーンデジ

タルの資料に代表されるそういった境界がそもそ

も存在しないものが出現している、また、いつど

んなところにいても利用者は資料へのアクセスが

可能になるなどのことが起こっている。その結果、

図書館とアーカイブズの境界があいまいになり、

また資料が保管されている物理的な場が両者にお

いて果たす役割についての変化が起きている。

そうした中、デジタル化、ネットワーク化した電

子図書館に対抗して “場としての図書館”（library

as place）という概念によって、図書館における

物理的な場は、所属するコミュニティーへの利用

者の帰属意識の構築や民主主義の維持の過程に位

置づけられるなど、一定の意味があることがしば

しば述べられている 2が、それに対して、アーカ

イブズにとって物理的な場はどのように位置づけ

られうるのだろうか。そして、この物理的な場に

ついての検討から、アーカイブズと図書館の連携

に対してどのような示唆ができるのか。

ここで、用語の定義について述べる。本発表で

はアーカイブズとは、“継続的に利用する価値が

あるので保存された”記録史料（資料）を保存、

閲覧利用できる建物とする。アーカイブズには記

録史料そのものという意味もある 3が、本発表で

は、アーカイブズにおける物理的な場の位置づけ、

あるいは物理的な場を持つべきかどうかを明らか

にすることを 1つの目的とするため、建物として

検討する。図書館については、MLA連携、場と

しての図書館の議論の中心となっている公共図書

館を本発表ではまず主な対象とする。

2 目的
本発表では、以上の問題意識を受け、以下の点

について明らかにすることを目的とする。

1 （公共）図書館と比較して、アーカイブズに

とって物理的な場はどのように位置づけられ

うるのか、あるいはそもそも必要なのか

2 物理的な場をつうじて、アーカイブズと図書

館はどのように連携しうるのか

3 手法
CiNiiと図書館情報学分野の学術データベース

であるLibrary & Information Science Collection

を用いて検索した国内外における場としてのアー

71 



カイブズについてあつかった先行研究の検討を行っ

た。その検索結果を管理、建築、コミュニティー

という観点で分け、場としての図書館の研究との

比較を行った。

4 場としてのアーカイブズの議論
場としてのアーカイブズについての議論はデ

ジタル化、ネットワーク化による “ポスト保管”

（post-custodial）のパラダイムに対抗する形であ

らわれるようになり、Duranti4はまさにArchives

as a placeというタイトルの論文の中で場の重要性

について論じている。Durantiは、“アーカイブズ

の敷居を越える”（cross the archival threshold）

ことが重要であり、それにより作成された記録が

信頼できるのかという信頼性（reliability）と保

管されている記録が改ざんなどされていないのか

という真正性（authenticity）、特に後者が記録に

与えられると論じており、主に資料を管理する場

としてのアーカイブズについての重要性を述べて

いる。

だが、Cunninghum5 は、一方でアーカイブズ

「のみ」が真正性を与えられるという議論は影響

力を失いつつあるとしている。また、Durantiが

対抗視している “ポスト保管”のパラダイムの中

では、利用する場所は利用者にとってもはや重要

でなくなっている、ということが論じられている

ことも指摘されている。

一方、アーカイブズの建築としての役割は、優れ

た管理をどのように行うのかという面から検討さ

れることが日本ではほとんど 6であるが、Koltun

は、カナダのガティノー保存センターを例に、不

変の真正性とそれへの対抗、という両者が入り乱

れて不安定化している様子が描き出されているこ

とを指摘しており 7、アーカイブズ建築の象徴的

な場としての役割についても論じている。

コミュニティーについては、特にコミュニティー

アーカイブズについての検討から述べられている。

コミュニティーアーカイブは、LGBTQやエスニッ

クマイノリティー、スポーツクラブといったある

コミュニティーの記録を、そのコミュニティーが

中心となって、伝統的なアーカイブズ、博物館、

図書館の区別にとらわれず収集したアーカイブズ

で、1980年代来、英米などで注目されている 8。

Battley9は、アーカイブズ、特にコミュニティー

アーカイブズとしての場の議論から、資料が生み

出されたコンテキストとしての場の重要性につ

いて述べている。Caswell ら 10 も、アメリカの

LGBTQや日系人のコミュニティーアーカイブズ

の物理的な場には、第 2の「家」、あるいは自分

のアイデンティティーにかかわる政治的な議論の

生成空間というような役割があることを実証的に

明らかにしている。ただし、物理的な場の必要性

はコミュニティーによって違うのではないか、と

いうことも Caswellらは示唆している。

5 場としての図書館の議論
“場としての図書館”も、ネットワーク化、デジ

タル化による電子図書館に対抗する形で最初はあ

らわれ、最も早い時期にはBirdsallのもの 11など

があり、現在においても多くの研究が国内外でな

されている。公共図書館に限っても、出会いの場

や民主主義の基礎となる公共圏 12、祭りのように

現実に存在しつつ “他なる場所”であるヘテロト

ピア 13、あるいは地域における居場所 14 として

の場となっているなどの指摘があげられる。ただ

し、その議論には、多くの資料を利用できる場、

資料がつまった本棚がある場というイメージは登

場しはするが、それよりも、デジタル化、ネット

ワーク化した資料も含めて “居心地のよい図書館

をつくる方向”15 にすすんでいるといえる。

建築としての図書館については、利用者の行動

から見た図書館建築の役割の検討 16 や人々の図書

館建築へのイメージの検討 17などがあり、図書館

が建築によって象徴される（あるいは建築では象

徴できない）場としての役割について議論がなさ

れている。この中で図書館は、伝統的な建築であ

ることが求められる一方、新しい建築を取り入れ、

多様なニーズを取り入れていくことももう一方で

求められており、利用者の多様化によって図書館

建築も多様化していることが論じられている。

コミュニティーについては、上記のように様々

な属性の人々の出会いの場や公共圏としての図書

館として機能していることが指摘されている。そ

の中では民族、文化、社会、世代を超えて人々が

交わることができる、あるいはそれらがお互いに

見えないまま利用できる場として、図書館は位置

づけられている 18。
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6 場としてのアーカイブズと場として
の図書館の比較

以上を踏まえ、場としてのアーカイブズと場と

しての図書館の比較を行い、本発表の 2つの問い

に答えていく。

まず、図書館と比較して、アーカイブズにとっ

て物理的な場はどのように位置づけられうるのか、

についてみていく。複製物が中心となり、居心地

の良い場所となることについての議論が主である

図書館においては、物理的な資料の管理について

は、場としての図書館の議論の中ではあまり取り

扱われておらず、アーカイブズについても資料を

管理する場としては “ポスト保管”的なパラダイ

ムの影響力が強く、デジタル化、ネットワーク化

によって、アーカイブズに物理的に資料が配置さ

れる必要は必ずしもない、という論が一定の地位

を得ている。

建築としてのアーカイブズは、図書館に比べて

日本では特に利用者にとってのアーカイブズ建築

が象徴するものの研究は進んでいないが、海外の

研究を手がかりにすると、真正性などが求められ

るアーカイブズの伝統的な役割が変わりつつある

ことを建築によっても示しており、図書館と同様

アーカイブズにおいても、果たす役割を象徴した

ものとなっていることが論じられている。

また、コミュニティーについては、特にコミュ

ニティーアーカイブズにおいて、その建築と資料

の結びつきや第 2の「家」としての役割など、場

の重要性が論じられている。ただし、アーカイブ

ズによっては物理的な場は必要ないという指摘も

ある。また、図書館のように様々な属性の人々の

出会いの場という点から論じられることもアーカ

イブズはない。

以上のように、アーカイブズをみていくにはそ

のアーカイブズごとのコンテキストを検討してい

くことがまず重要である 19。デジタル化、ネット

ワーク化が進む現代、アーカイブズは資料の真正

性を示すための唯一の場では必ずしもなくなって

いるが、一方、コミュニティーアーカイブズのよ

うに、コミュニティーを維持するための場として

位置づけられる側面も存在している。

次に 2つめの問いである、図書館とアーカイブ

ズを結びつける際に物理的な場はどのような役割

を果たしうるのかについてみていく。両者とも建

築はその役割を象徴していることを活かしつつ、

資料を保管する場（というだけ）ではなく、コミュ

ニティーを維持、形成するための存在であること

を強調することで、物理的な場は両者を結びつけ

る存在となりうる。

ただし、伝統的に多様な利用者コミュニティー

を対象とする図書館と、アーカイブズ、特に物理

的な場と資料と特定の利用者コミュニティーが密

接したコミュニティーアーカイブズは一見相反す

る。それを乗り越えるためには、Cookの指摘す

る、コミュニティーを基盤としつつメインストリー

ムともつないでいく、というアーカイブズについ

ての新たなパラダイム 20 を、図書館を含める形

で適用することが有効であると考えられる。多様

なコミュニティーを受け入れる図書館が、多様な

アーカイブズによる多様なコミュニティーをその

中に含み、コミュニティーをつなぐ存在となってい

く、そうすることで、物理的な場を通じて図書館

とアーカイブズはより密接に連携し、かつ図書館

とアーカイブズが置かれた地域のコミュニティー

全体の連帯にも貢献することとなる。

7 おわりに
本発表では、図書館、特に公共図書館と比較し

て、アーカイブズにとって物理的な場はどのよう

に位置づけられうるのか、そして両者の連携が叫

ばれる中で両者はどのように物理的な場を通じ

て連携しうるのか、ということを先行研究の検討

を通じて明らかにすることを目的とした。その結

果、資料を管理する場としてのアーカイブズの概

念は “ポスト保管”のパラダイムの中で批判され

ているが、建築としてのアーカイブズは図書館と

同様に、アーカイブズが果たす役割の象徴となっ

ていることが論じられていた。また、特にコミュ

ニティーアーカイブズにおいては、物理的な場が

コンテキストによっては重要であることも示され

た。ただし、アーカイブズは特定のコミュニティー

の中の結びつきを強くする傾向がある一方、図書

館は多様なコミュニティーを超えての交流を促す

ものでもある点が異なっている。そして、図書館

とアーカイブズを結びつける際に物理的な場はど

のような役割を果たしうるのかについては、図書

館が様々な（コミュニティー）アーカイブズをつ

なぐ場として機能すれば、より密接な連携が可能

となり、地域のコミュニティーにも貢献しうるこ

とが示唆された。
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今後の課題としては、4つあげられる。場とし

てのアーカイブズについての海外の文献検索を図

書館情報学分野以外にも広げて行うこと、大学や

学校などにアーカイブズと図書館の範囲を広げる

こと、図書館とアーカイブズが積極的に連携して

いる場、例えば両者の複合施設のような場で実際

にどのように連携が行われているのかについて検

討し、特定のコンテキストでの場としての図書館

とアーカイブズの連携の現状を実証的に検討する

こと、そして、MLA連携の要素でありながら本

研究では触れられなかった博物館における場の検

討について行うことである。
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抄録 

本研究の目的は、横浜市学校司書の業務の実態と業務に対する意識を明らかにするこ

とにある。方法として、横浜市学校司書を対象に郵送による質問紙調査を行った。資

格免許保有率は教員免許 47％、図書館司書 46％、司書教諭 14％であった。学校図書

館業務の「整備」、「奉仕」の領域の実施率が高く「協力体制」及び「図書以外の資料

に関する業務」は実施率が低い。59％の学校司書が「その他の業務」を行っているこ

とが明らかになった。  

 

1. 研究の背景 

学校司書は、学校図書館法に明記される 2014

年以前より事務職員として学校図書館の業務に

従事してきたが、採用や雇用の形は様々であっ

た。 

横浜市は 2013年 10月から 4年計画で学校司

書の配置を進め、2016年 500校全校に配置を完

了した。500 名規模の学校司書を配置した自治

体は過去に例を見ないが、6年目となる2018年、

雇用契約を更新しない学校司書があり 31 校が

未配置となったと報じられた（2018 年 4 月 13

日神奈川新聞デジタル版）。 

 

2. 研究の目的と方法 

2.1 研究の目的 

本研究は、2019年時点での横浜市学校司書の

業務および業務に対する意識を明らかにするこ

とを目指したものである。 

 

2.2 研究の方法 

質問紙により、学校司書の属性、学校図書館

の環境、業務内容および学校司書の業務に対す

る意識を調査する。業務については「学校図書

館に関する職務分担表」(全国学校図書館協議会

2019)1)をベースに、予備調査を踏まえて筆者が

加筆修正質問項目を策定した。あわせて学校司

書の業務に対する意識を調査し、また心理尺度

を用いて学校司書の「バーンアウト」2)を測定

することとした。 

 

3. 先行研究 

平久江祐司は「日本の小学校図書館担当者の

職務の現状と意識に関する研究：学習情報セン

ターにおける図書館担当者の職務構成の在り

方」3)で 11市 438小学校の図書館担当者に質問

紙調査を実施し、2010年には中学校図書館担当

者を対象に調査を実施している 4)。中学校の調

査では「より多様な学習ニーズ」「学校図書館の

情報化への遅れ」と「非定型的活動」を課題と

して示している。 

 横浜市学校司書を対象にした研究には、木内

公一郎「横浜市学校司書配置政策の形成過程」
5)と小竹諒「学校司書の職場適応行動の特徴：

プロアクティブ行動の視点から」6)がある。木

内は、学校司書の配置政策形成過程を明らかに

し、雇用条件に資格要件が入らなかった経緯を

述べている。小竹は、学校司書が職場適応にお

いて「仕事の学習の機会、仕事の時間配分、仕

事のレベルの高さ」を課題とすることを明らか

にしている。しかし、横浜市学校司書の行って

いる実際の業務内容には言及していない。 

 

4.  調査概要 

4.1 質問紙作成の経緯 

 2019年5月に予備調査①として横浜市学校司

書および元学校司書 7名を協力者とし、「職務分

担表」7)を用いて、「実施業務」「課題のある業

務」に関し、聞き取りを行った。2019 年 7 月、

業務の課題の背景を明らかにするため、予備調

査②を行った。予備調査①とは異なる横浜市学

校司書 7名に、半構造化インタビューを行った。

2020年 2月、神奈川県、東京都の公立小・中学

校の学校司書 11 名を対象にパイロット調査を
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実施し質問紙の最終修正を行った。  

 

4.2 質問紙の加筆、修正項目 

予備調査①の結果、学校司書の実施業務は「職

務分担表」の 48業務のほかに 22あり、課題と

する業務は 18あった。予備調査②の探索的イン

タビューデータについては共起ネットワーク分

析を行い、その結果から、Q3に「採用時期と校

数」の質問を追加し、「情報共有の課題」につい

て、コンピュータやインターネット環境を問う

質問を追加した。予備調査により業務が広範囲

であることが明らかになったため、Q48 に「そ

の他の業務」の記述欄を設けた。 

実施業務の内容に加えて、「業務に対する意

識」を問う項目 Q49 、Q50を設け、「最も負担が

大きい業務」と「負担を感じる理由」を追加し

た。「負担を感じる理由」の選択肢は予備調査②

の分析結果に基づいた。また予備調査②の分析

から、学校司書は、人的環境、情報環境、自己

の能力と業務の関係に広く課題意識を有する状

況が見られたため、業務の負担感の要因を明ら

かにすることを目的に「仕事の負担感」を測定

する項目を追加した。 

パイロット調査の回答をふまえて、質問紙に

修正を施し「その他の業務」は、3 枠から 6 枠

に追加した。「バーンアウト」の質問に対しては、

「心理的な状態に関しては答えづらい」という

意見があったものの、業務実施の負担感と、属

性、環境、業務との関係を明らかにすることを

目的に残存させた。 

 

4.3質問紙の構成 

質問紙の項目は、「1．属性と環境」では 18

項目(性別・年代・学校司書の経験年数・採用時

期・これまでの勤務校数・これまでの勤務校種・

保有資格及び免許・日常の情報活用(2)・勤務日

数・勤務時間・校種・学級数・蔵書冊数・校内

LAN 設置状況・インターネット接続状況・パソ

コン台数・タブレット配備数)を設定した。「2.

学校図書館業務」は 48項目で全国学校図書館協

議会の「職務分担表」を基礎とした 47項目に、

オリジナルの項目「Q48 その他の業務」を加え

た。業務の実施のほか「3.業務に対する意識」

を 3項目設定した。その他「4.自由記述」を設

け、「学校図書館の業務について日常感じている

こと」の記述を求めた。 

 

4.4 調査の実施 

調査は、郵送による質問紙調査とし、2020年

2月 22日から2月 24日に発送した。送付先は、

横浜市立小学校 340校、中学校 145校、義務教

育学校 2校(学校司書各 2名)、特別支援学校 10

校に勤務する学校司書 499名とし、各学校の学

校長、学校司書あてに郵送にて調査への協力を

依頼した。 

質問紙回答期限は 2020年 3月 10日とした。

回答数は 222名であり、そのうち無効は 4名、

有効回答は 218 名、回答率は 43.6％であった。

有効回答の内訳は、小学校 144名(42％)、中学

校 65名(46％)、義務教育学校 4名(100％)、特

別支援学校４名(40％)校種不明が１である。 

 

5.  質問紙調査分析結果（第一次分析） 

5.1 属性 

回答者の性別内訳は、216 名が女性で、男性

は 2名であった。年代は 40代から 60代で 92％

を占め、20代、30代は 7％であった。経験年数

は1年以下24名を含む6年以下が185名(85％)、

7 年以上が 32 名(15%)であった。採用時期につ

いては横浜市の初期 5年間の雇用年限を終え、

更新して勤務する6期A、7期Aは回答者の23％

であった。 

保有資格、免許については複数回答で重複も

あるが、教員免許が 96人（47％）、図書館司書

94人(46％)、司書教諭のみ 28人(14%)、まった

く資格を持たない人が 45人(22％)であった。 

学級数は 2学級から 47学級と幅があり、蔵書

冊数は 5000冊から 7999冊が 61校（28％）、8000

冊から 10999 冊が 97 校(44％)、11000 冊から

13999冊が 37校（17％）と全体の 89％を占めて

いる。最も蔵書冊数が多い学校図書館は 27000

冊（中学校・11学級）であり、最も少ない館は

1158冊(特別支援学校・6学級)であった。 

情報環境については図書館内の LAN 整備率

33％、インターネット接続率は 65％であった。

パソコンの設置数は、1台が 41％と最も多く、

検索のできるパソコンがないと答えた回答が

39％あった。一方、10台以上設置されている学

校図書館は 16校あり、設備状況の格差が判明し

た。タブレットPCの未配備の学校図書館が64％
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であった。 

5.2 業務の実施状況 

業務に関する 47の質問は、回答 218のうち集

計不能の 2名を無効として分析を行った。5件 

法で回答を求め間隔尺度のデータとして選択肢

ごとに集計した。その後、平久江 8)の手法にな

らい業務ごとに平均値、標準偏差を算出し 

それを基に偏差値を算出した。偏差値上位の業

務は表 5-1のようになった。上位は「職務分担

表」（全国学校図書館協議会）のカテゴリでは「E

学校図書館の整備」「Ｆ奉仕」の領域の業務であ

った。一方、下位の業務（表 5-2）では「Ｄ協

力体制」と「Ｅ学校図書館の整備」が多く見ら

れた。 

表 5-1業務実施の偏差値上位の業務 

 

表 5-2業務実施の偏差値下位の業務 

（注：Ｅ 整備⇒学校図書館の整備） 

Q48「その他の業務」の業務を行っていると回

答した人は 128名（59％）であった。おもな「そ

の他の業務」の内容は表 5-3のとおりになった。 

9業務のうち「C指導」領域の業務が 4業務、「Ｂ

学校図書館の運営」の職務が 2 業務見られた。

「児童・生徒の見守り」は「職務分担表」の領

域には存在しない。 

 

 

表 5-3 その他の業務上位５ 

 

5.3 業務に対する意識 

5.3.1 負担感のある業務 

 最も負担が大きい業務を 48 項目から１つ選

択、負担感の大きい理由は 14項目から 1つ選択

してもらい項目を整理した。結果は表 5-4のと 

おり、上位は「蔵書点検」「その他の業務」「メ

ディアの除籍・廃棄」となった。負担感の大き

い理由は図 5-1のとおり、上位は「勤務時間の

不足」「その他の理由」「学校図書館の機能や学

校司書の業務の学校全体での共有不足」「資料が

十分でない」であった。「その他の理由」の主な

ものは、着任前から蓄積した資料に関する業務

（データ未登録、除籍の未処理・蔵書構成・資

料の修理）および教職員の協力が得られないこ 

と、公共図書館の団体貸出の物流であった。 

    表 5-4 負担感の大きい業務上位 10 

0 10 20 30 40

d 情報機器の未整備
j 異動や引継ぎと継続性

b 学校図書館の設備の課題
l 能力を超えた業務

なし
k 自己の資質と業務

f 図書館の運営の共有不足
I 助言者，相談相手の不在

a 施設・環境の課題
h 業務分担・調整の課題

e ネットワーク環境の課題
c 資料が十分でない

g 学校図書館機能，業務の共有不足
n その他の理由

m 勤務時間の不足

 

              図 5-1 負担感の理由 

5.3.2 バーンアウト傾向 

負担感に関する質問には、186 名（85％）の

回答があり「負担感なし」は 6名であった。ま

順位. 業務 偏差値 領域 

1 11図書資料の配架 61.9 EE  E学校図書館の整備   

2 37書架整理 61.5 F奉仕 

3 44返却の督促 60.7 F奉仕 

4 39展示、掲示 60.6 F奉仕 

5 46図書館環境の美化 60.3 F奉仕 

6 8データ入力,削除 60.0 E学校図書館の整備 

7 25レファレンス 60.0 F奉仕 

8 43返却 60.0 F奉仕 

9 10図書資料の装備 59.8 E学校図書館の整備 

10 41館内閲覧事務 59.3 F奉仕 

順位 

 

 

 

 

業務 偏差値 領域 

47 22視聴覚機器の操作と管理 28.6 E整備 

46 15雑誌記事索引の作成 29.5 Ｅ整備 

45 21図書以外の資料の修理 30.9 Ｅ整備 

44 17目録作成と編集 32.6 Ｅ整備 

43 16 紙媒体以外資料の収集、選定，

管理 

33.2 Ｅ整備 

42 2児童，生徒へ公共図書館利用支

援 

34.0 Ｄ協力体制 

41 18図書以外の資料の装備 34.7 Ｅ整備 

40 4他館との情報資源共有化 34.7 Ｄ協力体制 

39 19図書以外の資料の配架 37.4 E整備 

38 3団体貸出 40.3 D協力体制 

  「その他の業務」 人数 「職務分担表」領域 

図書委員会指導 59 Ｃ指導 

ボランティア 48 Ｄ協力体制 

学校図書館整備 43 Ｂ学校図書館の運営 

児童・生徒の見守り 33 ― 

資料の紹介 32 Ｃ指導 

業務 人数 「職務分担表」領域 

23蔵書点検 28 E学校図書館の整備 

48その他の業務  26 ━  

24メディアの除籍・廃棄 13 E学校図書館の整備 

28児童・生徒の学習資料準備 13 Ｆ奉仕 

5発注 9 E学校図書館の整備 

33図書館だよりの発行 9 Ｆ奉仕 

44返却の督促 9 Ｆ奉仕 

1教員の教材準備支援 8 Ｃ指導 

35教員向け学習資料提供 8 Ｆ奉仕 

47季節の飾りつけ 7 Ｆ奉仕 
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た属性に関する質問では、雇用年限を超えて更

新して勤務している学校司書は 23％である。学

校司書が業務において消耗するとすれば、どの

ような系統的なストレスによるか明らかにする

ことをめざしてバーンアウト尺度を用いた。 

バーンアウトの概念化は、Maslach のグルー

プが自己完結尺度（Maslach Burnout Inventory）

MBI を生み出し 9)、修正したものが日本版バー

ンアウト尺度 10)で17項目にまとめられている。 

このバーンアウト尺度を用いて 5件法で回答

を求め、各項目の点数を主成分法によって因子

を抽出し、バリマックス回転後、Ｒで読み込ま

せ因子負荷量 0.5以上を負荷量の高い項目とし

た。その結果、表 5-5のように 3因子を選択し

た。第 1因子（factor1）は「個人的達成感」に

対応する因子であり、第 2因子(factor2)は、「情

緒的消耗感、対応力の低下」、第 3因子(factor3)

は「脱人格化」とした。 

 

表 5-5 バーンアウト尺度の因子負荷量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  現状のまとめと展望 

横浜市学校司書は、経験年数 2年から 6年、 

年齢的には 40代から 60代の中高年層が中心の 

コミュニティであり、資格免許保有率は教員免 

許 47％、図書館司書 46％、司書教諭 14％であ 

る。学校図書館の蔵書冊数、情報環境には格差 

が見られた。「職務分担表」の「整備」、「奉仕」 

の領域の業務実施率が高く「協力体制」及び「図 

書以外の資料に関する業務」は実施率が低い。 

59％の学校司書が「その他の業務」を行ってい 

る。「業務に対する意識」では、とくに蔵書点検、 

その他の業務に負担を感じ、負担感が大きい最 

大の理由は「時間の不足」と「資料が十分でな 

いこと」である。バーンアウト尺度の測定では、 

3つの因子が明らかになった。 

今後は第一次分析の結果をもとに、属性と 

業務実施偏差値との相関、属性と「業務に対す

る負担感」の相関を明らかにする。あわせてバ

ーンアウト傾向の測定の後、経験年数、年齢な

ど属性との関連、勤務校規模、業務の実施度な

ど状況的な要因との関係を明らかにする予定で

ある。 
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Factor1  Factor2  Factor3  Factor4      

O   0.800                   

M   0.783                   -0.108    

Q   0.693                   

I   0.663  -0.118                       

D   0.572  -0.181                    

B   0.524   0.334   0.135             

P   0.148   0.661   0.168                 

C           0.618   0.231    0.138         

A   -0.122  0.589   0.405     0.100       

G           0.575            0.148         

L   -0.121   0.574                         

H   -0.139  0.565            0.101        

E           0.239   0.861              

J            0.313   0.614               

F           0.310   0.531    0.349      

No                 -0.170          

K           0.261   0.255    0.294  

N   -0.131  0.280   0.222    0.922 
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国際バカロレアにおける図書館の位置づけについての考察 

 
根本 彰†  

 
†所属なし anemoto@keio.jp 

抄録 

日本でも，50 校ほどで導入されている国際バカロレアディプロマプログラム（IBDP）

の歴史と現状，学校図書館がどのように位置づけられているのかについて，IB 本部

の公式文書および外国での研究成果を基に整理した。1970 年代から始まったプログ

ラムは探究学習を中心とし，学校図書館は必置であるが，専門職員配置については曖

昧であった。2000 年代に進められた A. Tilke の研究及び実践は専門職員配置につい

て一定の成果をもたらしつつある。 
 
1.はじめに 

 国際的にももっとも先進的な初等中等教育

のカリキュラムとされている国際バカロレア

(IB)の教育課程は基本的に探究学習（inquiry 
based learning）を中心にしており，学校図書館

は必須の位置づけになっている。その位置づけ

の根拠，理由，そして現状を文献によって明ら

かにすることにより，今後の学校図書館の役割

を明確化することが本研究の目的である。対象

を⾼校レベルにおける International Baccalau-
reate Diploma Programme(IBDP)のカリキュラ
ムに絞り，資料として IB 本部が出している手引

書，IB設立に関わって重要な役割を果たしたA. D. 
C. Peterson の自伝，それ以外の国内外の関連文

献を用いた文献研究を行う。 
 IB と学校図書館の関係の研究は国際的に見て

も国内的に見てもまだ始まったばかりである。そ

のなかで重要な先行研究として，横浜インターナ

ショナル・スクールでの勤務経験もあるA. Tilke
が国際バカロレアと学校図書館をテーマにした論

文で博士号を取得したものがある。1)彼はその後

自らの経験と研究を まとめた著作を発表し，こ

の分野において先導的な役割を果たしている。2) 

日本では雑誌『学校図書館』2019 年6 月の「国

際バカロレアと学校図書館」の特集があって，東

京都立国際高等学校， 東京学芸大学附属国際中等

教育学校，茗溪学園中学高校，仙台育英学園高等

学校における取り組みが報告されている。3)東京

都立国際高校の高松美紀は，同じく IBDP が学校

図書館の設置を前提とした探究学習による教育課

程をもつことを明らかにしようとしている。4) 

IBDP は大学カリキュラムと中等教育カリキュ

ラムをつなぐ数々の提案を行っているが，その核

心にあるのはどの教科でも行われ，また，そのた

めの特別の科目が用意されている探究学習である。

本発表は，それを日本の教育改革という文脈に位

置づけたときの課題を明らかにすることを目的に

する。 
 
2.IBの略史と現状 

スイスのジュネーブは国際連盟や国際労働機構
（ILO）の本部があった国際都市であるが，1968
年にその外交官の⼦弟を集めたジュネーブ・イン
ターナショナル・スクールで，⺟国での⼤学進学
できるように 1 つの国の制度や内容に偏らない
世界共通の⼤学⼊学資格及び成績証明書を与える
ために⽤意したプログラムが⺟体のひとつである。
ほかにも，1960 年代にウェールズのアトランティ
ック⾼校，国際学校協会（ISA）や国際学校試験
委員会（ISES）などのいくつかの国際団体におけ
る議論があった。加えて，英国のオックスフォー
ド⼤学教育学部⻑だった A.C.S. Peterson が IBO
（International Baccalaureate Organization）の初
代ディレクターとなり，理論⾯・実務⾯のリーダ
ーとなった。5）IBDP のカリキュラムの考え⽅は
Peterson の思想に基づくところが⼤きい。 

1970 年に 11 校で始まった IB 校は，その後の
グローバル化の影響で徐々に増え，1990 年には世
界で 301 校となった。それが 2020 年 7 ⽉現在で
世界 158 か国の IB 参加校 5,284 が延べ 7,002 プ
ログラムを提供している。6) ここ 30 年間での伸
びが急激であったことがわかる。 

⽇本では，⽂部科学省が「国際バカロレア教育
推進コンソーシアム事務局」を設置し，学習指導
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要領と IBDP の両⽅を学びやすくするための省令
改正や⼀部の科⽬を⽇本語で⾏うデュアルランゲ
ージディプロム（⽇本語 DP）の導⼊を⾏ったこ
ともあり，設置学校数は増えている。2020 年 6
⽉現在で，IB プログラム認定校数 83 校（うち
PYP 実施校 43 校，MYP 実施校 19 校，DP 実施
校 51 校）であり，そのうち学校教育法第 1 条に
規定されている学校（1 条校）は 44 校である。7) 

 
3. 教育課程の構造 

IBDP の教育課程について，欧⽶の教育思想の
なかで 4 ⼈の思想家の思想が⼤きく影響したとさ
れている。それは経験主義教育の John Dewey，
スコットランドのサマーヒルスクールで進歩主義
を実践した A. S. Neil，スイスの発達⼼理学者で
構築主義教育学を唱えた Jean Piaget，認知⼼理
学の創始者の⼀⼈で構成主義教育学を主張した
Jerome Bruner の 4 名である。8)これらの⼈たち
の教育観は⼈の学習は⾃らの経験や知的な⾏為そ
のものによって知を構築したり構成したりするこ
とによって成⽴するというものである。⽇本でも
次期の学習指導要領で⼤きく取り上げられている
探究学習を導く教育思想である。 

IBDP のカリキュラムは，⾔語と⽂学，外国語，
社会，理科，数学，芸術の 6 領域の科⽬に加えて，
教科横断的なコア科⽬として「知の理論（Theory 
of Knowledge: TOK）」「課題論⽂（Extended 
Essay: EE）」「創造性・活動・奉仕（Creation, 
Activity and Service: CAS）」の 3 科⽬によって構
成されている。（次図） 

各科⽬のカリキュラムは構成主義的な学習観に
基づく探究学習を中⼼に進める。⽇本の学習指導
要領では学習内容を体系化して⽰し，基本的に学
習者はその全体を学ぶことを前提にしているが，
IBDP では指導要領に当たるものはなくて，学習
内容は各学校あるいは教員に委ねられている。だ
多くの科⽬でいくつかのトピックについての概説
を読んでから，「なぜ」それが起こったのか，それ
が「何を」もたらしたのか，ほかの事象との関係
は「どうなのか」といった問いを⽴てて，それに
⾃分で答えを⽤意して発⾔し，発表し，エッセイ
にまとめるということを繰り返す。これはどの教
科においても同様であって，理解したあとに理解
したものをもとにした意⾒交換と⾔葉による表現

 
が要求されているところが⽇本のものとの違いで
ある。また，IBDP の課程の最後にある最終試験
は筆記で⾏われる。課題が出てそれに対してエッ
セイを書くタイプで総合的な理解⼒と表現⼒を⾒
るものである。 

「知の理論 TOK」は知識の獲得の仕⽅につい
て哲学，倫理学，⼼理学，科学基礎論，科学⽅法
論，社会学，歴史学などの複数分野の⽅法をもと
にするもので，他にない独⾃の科⽬である。⼈間
が知識をどのように得てきたのか，学問や科学が
発展するにしたがって社会はどのように発展して
きたのかを課題にする。そしてその知識を構成す
るのに，探究的な⽅法を⽤いて⼩論⽂を書き⼝頭
発表を⾏う。知の理論 TOK はフィロソフィの原
義である知を愛することに戻って，知の獲得の⽅
法を⾃⾝で確認する作業を⾏うことが期待されて
いる。この科⽬ができる経緯について，Peterson
は後に回顧して，⼤学に⼊る前の年齢のヨーロッ
パの⼦どもたちが共通にもつ弱点として，個別教
科ごとにある強い枠組みが⽣徒の横断的学びを妨
げていることと，⼦どもたちが学術知と教科学習
との関係を理解することができないことを挙げて
いる。彼はこれを論じるときに Bruner を引⽤し，
カリキュラムが教科横断的でかつ構成主義的な考
えに基づくものであることを⽰している。9) 

「課題論⽂ EE」は，⽣徒が関⼼のあるトピッ
クの個⼈研究に取り組み，研究成果を 4000 語（⽇
本語の場合 8000 字）の論⽂にまとめるものであ
る。⽣徒は，⼤学での学習に必要な独⽴研究のリ
サーチスキルや記述⼒を⾝につけることが掲げら
れている。論⽂が単に調べたことをまとめるもの
ではなくて，仮説を⽴て，データを収集し論⽂と
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してまとめるための研究のスキルや，論⽂として
の⽂章の書き⽅，⽂献の参照・引⽤の⽅法などに
ついて担当教員の指導を受けながら学ぶものであ
る。この科⽬も⼤学教育と中等教育をつなげるも
のとして最初から重視されていた科⽬である。 
 

4.IBDPにおける学校図書館の位置づけ 

これらコア科⽬のうちの⼆科⽬は探究的な問
題解決学習を中⼼とし，それ以外の科⽬でも学習
の多くは探究的な⽅法を採⽤しているので，
IBDP では学習資源としての資料やメディアが常
に必要とされ，そのための図書館が必ず設置され
ている。国際バカロレア本部が作成している「プ
ログラムの基準と実践要綱」にも「校内およびネ
ット上の学習環境や，施設，リソース，専⾨機器
類を，プログラムの実施に活⽤すること」「図書館，
マルチメディア，およびリソースが，プログラム
の実施において中⼼的役割を果たすこと」「学校は，
グローバルな諸問題や多様なものの⾒⽅に関する
情報にアクセスできるようにすること」が明記さ
れている。10) 

また⽂科省が⽤意している『国際バカロレア認
定のための⼿びき』には，DP の導⼊にあたり，
申請校は，「⽣徒が課題を調査・研究するための学
習環境や図書館，安全な器具が整備された理科実
験室などを準備する必要があ」るとし，「図書室・
書籍の関係」として「１クラス全員が同時にグル
ープワークを⾏えるスペース，」「 書籍カタログへ
のアクセス」 「いくつかの外国語の新聞・雑誌へ
のアクセス」を挙げている。また，申請した各校
に対して 3 ⽇間の訪問審査があるが，そこには「教
職員（校⻑，コーディネータ，各教員，図書館司
書など）との⾯談」が組み込まれている。11) 

A. Tilke は 2009 年に IBDP 課程をもつ複数の

学校における観察や生徒と教員への質問を通した

質的研究を発表し，IBDP カリキュラムが学校図

書館の存在なしに進められないにも関わらず，教

員や学校管理者がそれを十分に認識していなかっ

たことを明らかにした。11) 
 彼は，複数の国の IBDP で学校図書館がどのよ
うに位置づけられているかについて，学校管理者，
教員，⽣徒に対するインタビューを⾏い，質的分
析を⾏った。その研究によると，まず学校図書館
は，⽣徒が効果的に学習できるように，適切な場

所に設置され，カリキュラムを推進する雰囲気を
つくりそれを維持していくことに重点が置かれて
いる。また，課題論⽂（EE）において，参考⽂献
リストを作成したり，引⽤や参照のスキルを提供
したりする⽀援が⼀般的に⾏われているものであ
る。教員が学校図書館に対して抱くイメージは，
前任校での教師としての経験あるいは⾃らの⽣徒
としての経験に基づいていた。また，図書館情報
学における学校図書館専⾨職モデルは，当時の
IBDP の教員モデルと相容れないものがあったこ
とを指摘している。 
 IBDP の学習は学習資料を提供する専門の

Library/ianがないと成立しないというのがTilke
の考えである。彼はこの研究の後，2010 年代に学
校図書館専⾨職員モデルと IBDP とをつなぐ役割
を買って出て，学校図書館と IB 教育の会合の場
で積極的なプロモーション活動を⾏うようになっ
た。こうして 2010 年代中頃以降に学校図書館職
員のことが公式⽂書に登場してくる。 

先程紹介した⽂書類がそうであるし，DP プロ
グラムの設置の仕⽅について詳細に述べた DP: 
From principles into practice(2015)にも，学校図
書館のことが多くの箇所で記述してあり，探究学
習における図書館およびそこに置かれる専⾨職員
の役割が重要であることを強調している。たとえ
ば EE を実施するためには教員から EE コーディ
ネーターを指名し IB 資料『DP ⼿順ハンドブッ
ク』に⽰されている EE の評価プロセスと⼿順に
沿って実施する，その仕事のなかに，「図書館司書
と協働し，リサーチスキルに焦点をあて学問的誠
実性を保証する優れた参照⽅法の重要性を強調す
る」という項⽬がある。12)そして，IBDP を進め
る教職員として，教員が分担して各種のコーディ
ネータを務めることが⽰され，探究学習に⽤いる
学 習 リ ソ ー ス 提 供 を ⽀ 援 す る 役 割 が 司 書
（librarian）の役割であるとしている。 

教職員の「専⾨能⼒の開発」の記述において，
IBDP の運営に関わるスタッフとして各科⽬の担
当教師以外に，「学校図書館司書，管理職，カウン
セラー，学習⽀援担当教師，DP コーディネータ
ー，CAS コーディネーターなど」が挙げられ，
司書はその筆頭に置かれているところにも重要性
の評価が⾒られる。ただし，学校図書館司書の資
格要件については IB の⽂書には明⽰されていな
い。これは，国によって学校図書館職員養成基準
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が異なっているので⼀律の規定で縛れないからだ
とされている。 

さらにまた 2018 年に IB 事務局から Ideal Li-
braries というタイトルの⽂書が出されている。14)

これは 500 ⼈以上の IB 校の図書館員への質問紙
調査を⾏い得られたデータを基に，図書館情報学
の研究者と実務家（A. Tilke も含まれる）の議論
によるものである。学校において学習者と教員の
ための場所でありコレクションでありサービスで
ありスタッフであるという学校図書館の基本的位
置 づ け の 確 認 か ら 始 ま り ， そ こ で の 司 書
（librarian）のアーキタイプ（原型）として，学
習者のために教員と連携する teacher librarian，コ
レクションに関わる school and district librarian，
多様なメディアを扱う media specialist，場所とメ
ディアの双⽅のデザインを⾏う designer librarian，
場所と資料によって学習者に関わる student life 
librarian の５つに加えて，これらを統合したイメ
ージである super librarian を⽰している。これは
ガイドラインではなくて，関係者向けのディスカ
ッション・ペーパーとして出されていることから，
すでにこれをもとにした議論が始まっている。15) 
 

5. まとめ 

 IBDP はカリキュラム展開において学校図書館

について一定の位置づけを行っていたが，学校図

書館専門職の位置づけの議論は十分に行われてい

なかった。2010 年代になって，Tilke による研究

成果を基にした働きかけの動きがあって制度化の

動きが見られるようになった。日本でも学校図書

館の位置づけは同様に行われているが，専門職の

議論はようやく始まったばかりである。IBDP の

カリキュラムは専門職の配置抜きに運用できない

ことは明らかで，その際の専門職の定義等の議論

はこうした国際的な動きを参考にして行われるべ

きである。 
 

*本研究は⽇本学術振興会科学研究費による成果であ
る。（「「知の理論（TOK）」に基づく学校図書館モデル
構築の研究」19K12721） 
 

引用文献 

(1) Tilke, Anthony. Factors Affecting the Im-
pact of a Library and Information Service 

on the International Baccalaureate Diplo-
ma Programme in an International School: 
A Constructivist Grounded Theory Ap-
proach. A thesis submitted to Charles Sturt 
University for the degree of Doctor of Phi-
losophy. September 2009. 

(2) Tilke, Anthony, The International Bacca-
laureate Diploma Program and the School 
Library: Inquiry-Based Education, Librar-
ies Unlimited, 2011. 

(3) 「特集 国際バカロレアを支える学校図書館」

『学校図書館』824 号, 2019, p.36-56. 
(4) 高松美紀「IB 教育で重視される学校図書館」

東京学芸大学国際バカロレア教育研究会編

『国際バカロレア教育と教員養成：未来をつ

くる教師教育』学文社, 2020. p.77-84. 
(5) 岩崎久美子，大迫弘和編著『国際バカロレア

の現在』ジアース教育新社, 2017.  
(6)  https://www.ibo.org/about-the-ib/facts-and 

-figures/ 
(7)  https://ibconsortium.mext.go.jp/ib-japan/ 

authorization/ 
(8)  “Key influential educationalists” 

https://www.ibo.org/globalassets/digital-tool
kit/presentations/1711-presentation-histor
y-of-the-ib-en.pdf 

(9) Peterson, A. D. C. Schools Across Frontiers: 
The Story of the International Baccalau-
reate and the United World Colleges, Open 
Court, 1987, p.46-48. 

(10) International Baccalaureate Organization. 
Standards and Practices. Cardiff, UK: In-
ternational Baccalaureate Organization, 
2014. 日本語版「プログラムの基準と実践要

綱2014 年1 月1 日から適用」 
(11) 文部科学省大臣官房国際課『国際バカロレア

認定のための手引き』2015. 
https://ibconsortium.mext.go.jp/wp-content/ 
themes/ibconsortium/pdf/ib-japan01.pdf 

(12) Op.cit.(1) 
(13)『DP：原則から実践へ（日本語版）』

International Baccalaureate Organization, 
2020, p.54. 

(14) Ideal Libraries: A Guide for Schools, In-
ternational Baccalaureate Organization 
(UK) Ltd, 2018. 

(15) Tilke, A., School library concepts developed 
by an inquiry-approach curriculum organiza-
tion, Proceedings of the 48th IASL Confer-
ence, Dubrovnik, Croatia, October 21-25, 
2019. 

82 



公共図書館需要の移転に関する実証的分析 

池内 淳（筑波大学） 
atsushi@slis.tsukuba.ac.jp 

 
抄録 

公共図書館の閉鎖や休館、新館開館など様々な要因によって利用量が増減した際、その増減した需要はどこへ

移転するのかを明らかにするため、図書館の貸出点数に関する空間的自己相関分析を行った。その結果、年度

によって異なるものの、図書館間の貸出点数について負の空間的従属性が存在しており、需要の移転が認めら

れた。また、自治体間における図書館の貸出点数と書籍雑誌販売金額等との相関分析の結果、貸出と書籍売上

との間に需要の移転は認められなかった。 
 
1. 研究背景と問題意識 

 
英国公共図書館の草創期について McColvin1)

は、図書館に対する需要が供給を生み出したのでは

なく、供給が需要を生み出したのであり、その後、世

界各国において同様の現象が起こっていると述べて

いる。では反対に、既に図書館需要の存在する所か

ら供給を停止するか、あるいは、減少させた場合、そ

の需要はどこへいくのであろうか。 
図書館の改築や新館建設の際、一定期間計画的

に休館したり、水害や震災などのために急遽休館と

なることも珍しくない。また、日本では全国的に図書

館数は概ね増加傾向にあるといえるものの、図書館

が閉鎖される場合もあるし、長期的にみれば、将来の

人口減少によって公共図書館を財政的に維持し続け

ることが困難となる自治体の生じることも予想される。 
こうした休館や閉館の際、図書館利用者はどのよう

な代替的行動をとるのであろうか。たとえば、（1）自治

体内外の他の図書館を利用する、（2）図書館と類似

の機能を果たす他の施設やサービスを利用する、

（3）利用者の個人的嗜好にしたがって図書館とは異

なる対象に時間を振り向けることなどが想定される。 
 また、新規に図書館が設置されることによって、潜

在的需要が顕在化し、それまで図書館を利用してい

なかった市民が図書館を利用するようになることがあ

るという一方で、近隣地域にある既存の図書館の利

用者が減少するといった事例も報告されている 2)。 
もちろん、開館や閉館以外にも、図書館の利用量

に変化をもたらすさまざまな要因が存在する。そうし

たなんらかの理由によって、図書館の利用が増加

（減少）したとき、その近隣の図書館の利用が減少（増

加）するといったことが、個別的事象としてではなく、

全国の公共図書館において系統的に観測されるなら

ば、図書館需要は非弾力的な財であると捉えることが

できるであろう。 

そこで、本研究の目的は、図書館間や自治体間に

おける需要の移転の有無やその様態を実証的に明

らかにすることである。これによって、図書館需要が

代替性の低い固有のものであるか、あるいは、比較

的代替性の高いものであるかといった性質について

考察することが可能となる。 
 
2. 先行研究 

 
 1970 年代以降、図書館の再配置、閉鎖、新館開館

による利用への影響に関する研究が行われている。 
 Jones と King3)は、英国マンチェスターで、地元の

ショッピングセンターから新しい市民センターへの公

共図書館の再配置の影響について調査し、新館へ

の移転によって全体的な利用は増加した一方で、60
代以上の利用者の比率は 34％から 11％へと大幅に

減少したことを報告している。 
Hayes と Palmer4)は、米国ロサンゼルスにおける

分館の閉鎖について、当初、最も近くの分館に利用

者が移行するものと予想していたが、近隣の分館群

の利用増は 20％に止まり、結果として、年間 5 万冊

の利用が消失したと述べている。 
Proctor ら 5)は、英国において 1986 年から 1997

年の間に閉鎖もしくは利用時間の短縮された図書館

の影響について調査したところ、回答者の 88％が利

用を減らし、同じく 18％が完全に図書館を利用でき

なくなったと報告している。 
Koontz ら 6)は、1999 年から 2003 年の間に米国

において閉鎖された図書館について調査し、閉鎖の

影響を受けているのは、全国平均よりも収入や学歴

の低い層であることを明らかにしている。 
Suvak7)は米国の 25 の新館を対象とした調査に

おいて、開館の翌年に貸出冊数が平均 44％増加し

たことを報告している。また、Collin と Burgin8)は、

米国において 1975 年から 1985 年にかけて建設さ
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れた 10 の新しい中央館について、やはり開館の翌

年に、貸出冊数の劇的な増加があり、それは図書館

の規模にかかわらず生じたと述べている。 
 図書館の利用は、図書館の蔵書・職員・予算といっ

たインプットや、住民の社会経済学的・人口統計学的

属性だけではなく、図書館と利用者の居住地との間

の距離にも依存している。図書館を利用するために

長距離を移動する利用者にとって、図書館サービス

は非弾力的なサービスであると言える。こうした距離

と需要の弾力性についての研究も行われてきた。 
 Bundy9)は、米国メリーランド州において、最近隣

の図書館を使わない利用者とその理由について尋

ねた結果、54.3%はより大きな蔵書のため、3.9％は

近隣の図書館が休館中のため、3.8％はより良い駐

車施設があるためであったと報告している。 
Gallup 社 10)は、米国ニュージャージー州におい

て、自宅から徒歩圏内にある小規模図書館と、自宅

から車で移動する必要のある大規模図書館のどちら

を選好するのかを尋ねており、その結果、18～34 歳

の層、ビジネスマン、大卒者、独身者の多くが、より大

きな図書館を選択することが分かった。 
Palmer11)や Shaughnessy12)は、分館と比較し

て、より専門的な資料へのニーズを満たす中央館へ

の移動は、非弾力的であることを示した。Wilson と

Figura13)は、米国デラウェア州における図書館調査

の結果、仕事関連で図書館を利用している場合、平

均的な利用者よりも、高い頻度で 15 分を超える移動

を受け入れていることを報告している。 
 
3. 空間的自己相関分析 
3.1 方法論 
 図書館への需要が非弾力的であるとする先行研究

はいずれも利用者等へのアンケート調査に基づいて

おり、かつまた、特定の州や地域を対象としたもので

ある。そこで本研究では、日本全国の図書館を対象と

した実測データに基づいて、図書館間や自治体間に

おける、需要の移転の実態を明らかにするために、

空間的自己相関分析を行った。 
具体的には、図書館のアウトプット指標である貸出

点数について、当該年度と前年度との差をとったの

ち、Global Moran’s I14)を算出して、空間的従属性

が存在するかどうかを検証した。Global Moran’s I
の算出式は以下の通りである。 
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𝑛は対象地域における地点（地区）の総数（ここでは

自治体数や図書館数）、𝑥は i 地点における属性値

（ここでは貸出点数）、�̅�は属性値の平均値、𝑤は地

点 ij 間の空間重み付け行列の要素を示している。ま

た、空間重み付け行列とは、地点（地区）間の近接性

を表現した行列である。 
Global Moran’s I は直感的には Pearson の積率

相関係数に空間重み付け行列の要素を組み込んだ

ものであり、対象データが空間的な系列相関をもつ

か否かを確認することができる。また、概ね-1～1 の

値をとり、1 に近づくと空間的にクラスター化してお

り、-1 に近づくと空間的に分散化しており、0 に近づ

くと空間的近接性と属性値の相関は低く、ランダムに

分布していると解釈することができる。したがって、あ

る図書館において利用量が増加（減少）したとき、近

隣図書館における利用量が減少（増加）するならば、

I 統計量は有意に負の値を示すことになる。 
また、すべての地点について一意の値を算出する

Global Moran’s I に対し、地点ごとの空間的自己相

関の値を算出する Local Moran’s I15)は以下の数式

で表すことができる（変数の解釈は Global Moran’s 
I と同じ）。 
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データ収集について、図書館に関するデータは日

本図書館協会の『日本の図書館 統計と名簿』を利用

し、行政区域データは国土交通省による「国土数値

情報」（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/）を用いた。また、

分析には ArcGIS Pro 2.5.2 を用いた。 
 
3.2 自治体レベルの分析結果 
 自治体間の近接性を定義するために、クイーン型 1
次隣接行列（頂点と線分を共有する場合1、それ以

外は 0 となる）を用いた。2013 年度から 2018 年度

までの 6 年間の自治体ごとの貸出点数について当

該年度と前年度との差を求めたのち、Global 
Moran’s I を算出した（→表 1）。なお、ここでは、都

道府県立図書館を含まない場合と、都道府県立図書

館について実際に設置されている基礎自治体の実

績値に合算した場合（例：北海道立図書館の貸出点

数を江別市に合算する）との 2 パターンのデータを

作成した。 
その結果、I 統計量はいずれもきわめて低い正の

値を示し、無相関の検定について統計学的に有意で
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はなかった。そこで、各々の自治体における貸出点

数について Local Moran’s I を算出するとともに、ク

ラスター・外れ値分析を行い、周辺地域と比較して有

意に貸出点数の増減の多い、もしくは、少ない自治

体を検出した。その結果、いくつかの自治体および

近隣自治体間において、とくに新館開館の際に、貸

出点数の移転と解釈できる事象が確認された。 
 

表 1. 自治体レベルの Global Moran’s I（貸出） 

 都道府県含む 都道府県除く 

2018-17 0.012 0.022 
2017-16 0.032 0.025 
2016-15 0.029 0.024 
2015-14 0.016 0.024 
2014-13 0.007 0.006 
2013-12 0.020 0.016 

 
3.3 図書館レベルの分析結果 
 次に、図書館レベルの空間的自己相関分析を行っ

た。図書館の位置情報については、『日本の図書館 

統計と名簿』の住所データを緯度経度座標値に変換

した 16)。また、図書館間の近接性は平方ユークリッド

距離の逆数によって定義した。2013 年度から 2018
年度までの貸出点数について当該年度と前年度との

差を求めたのち、Global Moran’s I を算出した。 
表 2 は 2018 年度の図書館データについて、各々

の図書館と最近傍の図書館との距離の基本統計量を

示したものであり、併せて、自治体内の図書館と自治

体外の図書館についても集計した。 
 

表 2. 最近傍図書館間の距離（2018）（単位：m） 
 自治体内 自治体外 全体 

平均値 3,725 6,590 4,982 
標準偏差 3,162 6,702 5,229 
最大値 22,573 71,863 71,863 
中央値 2,780 4,959 3,635 
最小値 0 191 0 

図書館数 1,849 館 1,446 館 3,295 館 

 
 表 3 は 2013 年度から 2018 年度までの貸出点数

の前年度からの増減について Global Moran’s I を

算出したものである。ここでは表 2 に示した実際の図

書館間距離を参考に、2km、5km、閾値なしの三段

階の閾値を設定した。 
その結果、I 統計量はいずれも負の値を示してお

り、無相関の仮説は棄却されている。年度によって異

なるものの、図書館間において一定の需要の移転の

存在したことが確認できる。とくに 2018 年度につい

ては 2km 圏域において-0.556 という負の相関関係

が見られた。 
 

表 3. 図書館レベルの Global Moran’s I（貸出） 

 2km 5km 閾値なし 

2018-17 -0.556*** -0.247*** -0.143*** 
2017-16 -0.333*** -0.143*** -0.060*** 
2016-15 -0.090** -0.101*** -0.023*** 
2015-14 -0.069* -0.064*** -0.025*** 
2014-13 -0.386*** -0.188*** -0.083*** 
2013-12 -0.382*** -0.123*** -0.036*** 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
4. 回帰分析と残差の空間的自己相関分析 

 
 ここでは、図書館レベルにおいて貸出点数の増減

を従属変数とし、開館日数と蔵書冊数の増減を独立

変数とする線形回帰を行うとともに、残差の空間的自

己相関分析を行った（→表 4）。 
2016 年度は貸出点数の増減に関する空間的自己

相関が相対的に低かった一方で、線形回帰の結果、

決定係数が 0.547 と他年度と比較して高い値を示し

ている。このことから、他の年度では近隣の図書館の

貸出点数の増減によって当該図書館の貸出点数の

増減を説明できるのに対して、2016 年度について

は、当該図書館の蔵書冊数や開館日数の増減が貸

出点数の増減に大きく寄与していることが明らかにな

った。 
 

表 4. 回帰推定と残差の空間的従属性（貸出） 

 2018-17 2017-16 2016-15 

切片 -987* -3580*** -7941*** 
開館日数 525*** 622*** 349*** 
蔵書冊数 0.505*** 0.868*** 1.865*** 

調整 R2 0.187 0.190 0.547 

残差 I -0.028*** -0.027*** 0.003 

 2015-14 2014-13 2013-12 

切片 2558*** -3297*** -6838*** 
開館日数 349*** 264*** 388*** 
蔵書冊数 0.203*** 0.876*** 0.643*** 

調整 R2 0.068 0.179 0.147 

残差 I -0.009 -0.046*** -0.008 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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5. 貸出と書店売上の相関分析 

 
 これまでは、図書館間の需要の移転について検討

してきたが、ここでは、図書館と類似の機能を果たす

他の施設やサービスへの移転の可能性について検

討した。 
具体的には、経済産業省による「商業統計調査」

（現：経済構造実態調査）を用いて、自治体別の書

籍・文房具小売業の年間商品販売額と、事業所数、

従業者数、売場面積、人口、「日本の図書館」による

自治体別の貸出点数との相関係数を算出した。 
商業統計調査が概ね 2 年毎に実施されていたこと

から、ここでは、2 年間の増減を扱っている。また、統

計の利用可能性から書籍小売業のみではなく文房具

小売業を合算したものを利用した。ただし、両者の自

治体レベルの相関係数は 0.999（2013 年度）、0.997
（2006 年度）ときわめて高かった。 
 表 5 は書籍・文房具販売金額の増減と貸出点数の

増減等との相関分析の結果である。販売金額の増減

は事業所数、従業者数、売り場面積といった書店関

連変数との相関は高い一方で、貸出点数との相関は

小さく、無相関の仮説も棄却されなかった。このことか

ら、自治体内における書店経由の書籍需要と図書館

経由の書籍需要との間の移転は認められなかった。 
 
表 5. 書籍・文房具販売金額と貸出等との相関分析 

 2015-13 2013-11 

事業所数 0.384*** 0.453*** 

従業者数（人） 0.439*** 0.469*** 

売場面積（㎡） .0480*** 0.430** 

人口 0.061* -0.049 

貸出点数 0.047 0.005 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  
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公立図書館の指定管理者制度導入に対する地方議員の認識 
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【抄録】 

本研究は，指定管理者制度導入の議論において，地方議員の図書館に対する認識を明らかにする

ことを目的とする。対象は 2019 年度までに指定管理者制度を導入した自治体のうちの市（216

市）である。分析は KJ法を用いて行い，合計で 104の概念を抽出した。賛成の理由として，①

社会情勢・自治体方針との整合性，②手続きの適切性，③他自治体図書館の成功，④図書館の失

敗，⑤職員問題，⑥ガバナンス，⑦導入により期待される効果が，反対の理由として，①制度的

不適合，②制度運用がもたらす課題，③手続き上の問題，④導入により危惧される問題，⑤職員

問題，⑥本来的あり方，が明らかとなった。 

 

1. 問題意識と関連文献 

1. 1. 問題意識 

地方自治体において，地方議員は図書館のあり

方に大きな影響を持つ。これは，地方議員は首長と

ならぶ二元代表制の一翼を担っているためである。

確かに，首長と比較した場合，その影響力は限定的

であるが，一定の影響力をもつことは間違いない。 

これまで，地方議会で図書館の予算，新館建設，

施設廃止，運営形態のあり方などが，しばしば取り上

げられてきた。そこでは，多くの議論が交わされ，場

合によっては首長の方針が覆ることもあった。 

一定の影響力を持つ議会の地方議員が図書館に

どのような認識を持っているのかは，図書館の運営

にとって重要である。先行文献では，こうした議員の

認識について検討されたこともあるが，十分明らか

にされてきたとはいえない。 

本研究では，指定管理者制度導入の議論におい

て，地方議員の図書館に対する認識を明らかにする。

このことは，地方議員が図書館の指定管理者制度に

どのような期待をしているのか，さらには図書館一般

にどのような役割を期待しているのか，を知る上で重

要である。 

1. 2. 関連文献 

 地方議員の図書館への認識や指定管理者制度

に対する認識を取り上げた文献は，これまでいくつ

かある。松本 1)は埼玉県内 42自治体を対象に 3年

間の定例会の発言を分析している。指定管理者制

度導入については，議員の関心の程度 2)や議会に

おける議員の対応 3)，議員の認識の変化 4)などの文

献があるが，指定管理者制度に関わる地方議員の

認識を自治体横断的に調査した文献はない。 

2. 研究目的と方法 

本研究の目的は，指定管理者制度導入に対する

発言をとおして，地方議員の図書館に対する認識を

明らかにすることである。具体的には以下のリサー

チクエスチョン（RQ）を設定した。RQ1：地方議員が

指定管理者制度に賛成する理由はなぜか，RQ2：

地方議員が指定管理者制度に反対する理由はなぜ

か，である。 

調査では，地方議会における指定管理者制度導

入の際の議論を確認した。公の施設に対して指定管

理者制度を導入する場合，地方自治法により条例で

設置及び管理に関する事項を定める必要がある。そ

こで，条例制定時の定例会における討議を確認した。 

指定管理者制度導入時期及び図書館設置条例

の改正時期を例規集で確認した上で，各自治体の

議会会議録の検索システムで「指定管理」「図書館」

「条例」等のキーワードを入力し発言を検索した。事

前に導入時期等を確認したのは，議会における議

論の時期を推定するためである。 

対象とした自治体は「市」である。「市」としたのは

数が多く議会会議録の公開が進んでいるためである。
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2019年までに指定管理者制度を導入した市は 216

市確認できた。対象となった自治体は全て議会会議

録をウェブで公開していた。 

 指定管理者制度導入の条例改正に際しては，議

会において通常，以下の流れで議論が行われる。ま

ず，定例会において執行機関から提案・趣旨説明が

行われる。そして，質問の後，委員会に付託される。

委員会で実質的な議論が行われ，再び定例会で委

員長から委員会報告が行われ，質疑および討議の

後，採決される。一連のこうした流れの中で，本研究

では議員の主張がまとまって表明される討議の発言

を分析対象とした。発言以外に，発言の年，発言者

名，政党名，賛否のデータを取得した。 

 発言は KJ 法 5)を用いて分析した。具体的には発

言を読み込んだ上で，主張の根拠を抜き出し「概念」

（KJ 法の「表札」）を付与した。次に，概念を「グルー

プ」にまとめ，新たな概念名を付与した。本研究では

発言の多様性に留意し，出現回数が少ない発言で

あっても採用した。 

発言の中には，文部科学省，総務省，日本図書館

協会などのいわば権威があると見なされる機関の見

解を参照しながら，主張を展開しているものが見られ

た。 

3. 調査結果 

3. 1. 調査結果の概要 

調査した自治体数は 216 市である。このうち，デ

ータが得られた自治体は 129市（61.4%）であった。

得られなかった自治体は 87 市で，その内訳は，討

論が行われなかったものが 69 市，議会会議録が遡

及できず確認できなかったものが 18市であった。得

られた発言総数は 268 件であり，1 自治体あたり

2.08 件である。賛否に関しては賛成が 86 件，反対

は182件であった。政党では共産党所属議員が111

名と多かった。その賛否は 1 人を除き全て反対であ

った。また，共産党に次いで多かったのは 16 名の

公明党であり，すべて賛成であった。地方議会は政

党組織率が低いことと，所属会派以上の情報を得ら

れないことが多いことから，それ以上の分析はできな

かったが，前記 2政党以外は賛成が 69名，反対は

72名であった。 

概念は全部で 104 であった。それらを「賛成」「反

対」に分けた上で，グループに分けていった。概念

のうち 9つはグループに入れることができなかった。 

3. 2. 賛成の意見（RQ1） 

 指定管理者制度導入に対する賛成の概念数は 38

で，それらは 7つのグループ（KJ法の「グループ編

成の表札」）に分けることができた。7 つは，①社会

情勢・自治体施策との整合性，②手続きの適切性，

③他自治体図書館の成功，④図書館の失敗，⑤職

員問題，⑥ガバナンス，⑦導入により期待される効

果，である。 

 ①社会情勢・自治体施策との整合性（7，数値は概

念数。以下同様）とは，社会情勢や自治体施策に沿

っていることを賛成の根拠としたものである。具体的

には「社会情勢の要請」「行財政改革」「職員定数抑

制」「効率的行政運営」「官民協働」「住民自治能力向

上」など，近年の自治体運営で重視される事柄が挙

げられている。また，指定管理者制度をすでに導入

している「他施設導入の効果」もあった。 

②手続きの適切性（1）の概念は一つである。手順

を踏んだ条例改正であることを賛成の根拠としたも

のである。③他自治体図書館の成功（2）は，全国的

に有名な図書館や近隣自治体図書館の「高い評価」

「サービス向上」が根拠となっているものである。 

 ④図書館の失敗（4）は，現状の図書館が抱える問

題が，賛成の根拠となっているものである。そうした

ものとして，「自己改善放棄」「利用者減少」「市民財

産毀損」「活動停滞」などである。⑤職員問題（4）は，

現状の問題として「非専門的職員による運営」「雇い

止め」が，また，指定管理者制度導入による「専門的

職員雇用」「長期的雇用」が挙げられている。 

 ⑥ガバナンス（7）は，導入時又は導入後，どのよう

に指定管理者をコントロールするか，に関わるもの

である。これらの多くの発言は，指定管理者導入に

対する懸念を払拭することを意図しての発言であっ

た。まず，指定管理者の募集段階では，「仕様書・募

集要項による統制」が挙げられる。次に，組織体制と

して「直営館統制」「所管部署設置」「第三者機関設

置」が挙げられている。一方で，このことに関しては，

行政の「関与継続への懸念」も示されている。そして，
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運営の結果に対しては「実績による評価」「議会によ

る評価」が挙げられている。 

 ⑦導入により期待される効果（13）は，大きく3つに

分類される。最初は「民間ノウハウの活用」である。こ

れにより「サービス向上」「接遇向上」「新規サービス

開発」「技術革新」が期待されている。次は「事業者

による効果的運営」であり，それは「裁量の活用」に

より可能になり「開館日・時間拡大」が期待される。最

後に「将来への期待」，具体例としては「にぎわい創

出」「地域振興」「地域に根ざした運営」「新しい価値

創造」が挙げられている。 

3. 2. 反対の意見（RQ2） 

 反対の概念数は 57で，それらは 6つのグループ

に分けることができた。6 つは，①制度的不適合，②

制度運用がもたらす課題，③手続き上の問題，④導

入により危惧される問題，⑤職員問題，⑥本来的あ

り方，である。 

 ①制度的不適合（6）とは，法令の解釈やその主旨

と関係して，図書館への指定管理者制度適用は望ま

しくない，というものである。具体的には「文部科学省

による法解釈変更の不当性」「教育機関への適用の

疑義」「知る権利保障機関への適用の疑義」「図書館

の無料原則との親和性」「情報公開対象からの除外」

「個人情報保護への懸念」である。 

 ②制度運用がもたらす課題（10）には，指定管理者

制度による運営の結果生じる問題と関係する概念を

まとめた。指定期間の制限により「一貫運営ができな

いこと」，人件費抑制による「官製ワーキングプア問

題」，無料原則等による「インセンティブ不在」，多様

な職員混在による「偽装請負の懸念」，民間企業運

営による「企業利益優先への懸念」などである。 

また，企画・実施部門の分離による「企画立案から

の阻害」，運営への「住民参加の困難性」，事業者が

運営主体になることによる「ボランティア活動への悪

影響」や「行政・公的機関との連携困難」「学校・学校

図書館との連携困難」などである。 

③手続き上の問題（12）とは，条例改正に向けた

手続きに何らかの問題があるという主張である。まず，

図書館の活動の目的や理念などが明示されない「理

念提示の欠如」が挙げられる。次に，条例改正の「手

続きが拙速」であること，「手続きに瑕疵のあること」も

挙げられる。前者と関連して，「行政のみの検討」「非

専門家のみによる決定」の他，「市民の合意調達不

足」などもある。また，「他自治体の研究不足」「行政

の勉強不足」なども関連している。後者と関連して，

「情報の隠蔽」「秘密主義」が挙げられる。 

また，議会への提案段階であるにも関わらず，行

政に「事業者との過度の密着」が見られること，「事業

者の過度の優遇」も問題視されている。 

④導入により危惧される問題（15）では，まず，基

本的なこととして，図書館が直営でなくなることによっ

て，「市民の誇りの消失」が挙げられている。また，選

択した事業者によっては「適格性に疑問」がある場

合や「運営ノウハウの不足」が危惧されている。 

運営・サービスに関しては，「指定期間の短さ」「コ

スト削減」「評価対象事項偏重」などにより，「サービ

スの低下」が危惧されており，他にも「市民ニーズの

軽視」「労働集約的サービスの削減」などが懸念事項

に挙げられている。同時に，事業者運営により「他自

治体図書館との連携・ネットワーク」が困難になるとも

いわれている。 

長期的には，事業者の「ノウハウの囲い込み」，行

政側の「ノウハウの喪失」「評価能力の喪失」が危惧

されている。また，先行自治体で見られるとされる「コ

スト上昇」も挙げられている。最後に，現状，すでに

「コスト節減の限界」に来ており，導入により運営に支

障を来すことが懸念されている。 

⑤職員問題（6）の概念は，他のサブカテゴリに入

るものもあるが，人に関わる問題としてまとめた方が

適切と考え，一つにまとめた。まず，自治体の根本

的問題として，「職員定数削減の不当性」が挙げられ

ている。また，本来的には，経験豊富な専門的職員

である「司書配置」が必要であり，そのことにより職員

に「ノウハウの蓄積」がされると主張されている。 

指定管理者制度導入に際しては，「職員の反対へ

の配慮」や，「組合協議の非実施」も課題とされてい

る。最後に，指定管理者制度に移行した場合の「残

留職員問題」も懸念事項として挙げられている。 

⑥本来的あり方（8）とは，まず，図書館は「文化的

バロメーター」であることが挙げられている。そして，
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賑わい創出などより「本来的図書館」の実現こそ重要

であること，そのためには，まず「自己改善」「専門的

知識の運営への反映」こそが肝要とされている。また，

指定管理者制度では企画実施の分離により「柔軟な

対応」が困難であるが，直営では容易であるとされ，

これこそが図書館本来の姿とされている。 

具体的なサービスとして，図書館にとって重要な

「資料要求への適切な応答」「選書・レファレンス」

「課題解決支援」が指定管理者制度のもとで適切に

実施されるか危惧されている。 

4. 考察 

 本研究では，指定管理者制度導入の議会の議論

において，地方議員の図書館に対する認識を明ら

かにすることを目的とし，RQ1「地方議員が指定管理

者制度に賛成する理由はなぜか」，RQ2「地方議員

が指定管理者制度に反対する理由はなぜか」を検

討した。 

調査の結果，まず RQ1 については，①社会情

勢・自治体施策との整合性，②手続きの適切性，③

他自治体図書館の成功，④図書館の失敗，⑤職員

問題，⑥ガバナンスの形態，⑦導入により期待され

る効果，を見いだすことができた。RQ2 については，

①制度的不適合，②制度運用がもたらす課題，③手

続き上の問題，④導入により危惧される問題，⑤職

員問題，⑥本来的あり方，を見いだすことができた。 

以上の分析を踏まえ，地方議員が指定管理者制

度の議論をとおして図書館にどのようなことを期待し

ているのかを考えたい。これまで見てきた概念及び

グループは，公の施設一般について述べているも

のと，特に図書館について述べているものが見られ

る。本稿では，議論を十分展開できないが，以下，

試論として，グループに焦点を絞ってそれらを分け

てみたい。 

まず，抽出したグループのうち，指定管理者制度

に固有のものは，賛―①社会情勢・自治体方針との

整合性（「賛」は賛成，「反」は反対を表す，以下同

様），賛―②手続きの適切性，賛―⑥ガバナンス，

賛―⑦導入により期待される効果，反―③手続き上

の問題である。例えば，賛―②手続きの適切性は，

図書館に限らず，公の施設一般で求められる手続き

といる。 

 次に指定管理者制度導入という文脈ではあるが，

図書館への議員の期待と関係するものとして，まず，

賛―③他自治体図書館の成功，反―⑥本来的あり

方が挙げられる。例えば，賛―③他自治体図書館の

成功は，議員が図書館に期待していることの分かり

やすい例である。また，反―①制度的不適合，反―

②制度運用がもたらす課題は，図書館行政が守る

べき規範と議員が捉えているものである。 

 最後に，賛―④図書館の失敗，賛―⑤職員問題，

反―④導入により危惧される問題，反―⑤職員問題，

は議論の方向性を逆にすることで，議員の期待と解

釈することができる。例えば，賛―④図書館の失敗

の「利用者減少」は，議員が多くの市民に図書館が

利用されることを期待していることの裏返しといえよう。 

 本研究の限界として，まず，コーディングを複数人

で行っていない点が挙げられる。次に，グループ間

の関係を十分整理できなかった点が挙げられる。こ

れらは，今後の課題としたい。 

 

【注・引用文献】 

1) 松本直樹「地方議員の図書館への関心に関する

予備的考察: 埼玉県市議会の議会会議録分析をも

とに」『日本図書館情報学会誌』 vol. 54, no. 1, 2008, 

p. 39-56. 

2) 安藤友張「公立図書館経営における指定管理者

制度導入に関する現状調査」『日本図書館情報学会

誌』 vol. 54, no. 4, 2008, p. 253-269. 

3) 神崎英一「神栖市議会は図書館の指定管理者制

度導入を全会一致で否決しました」『みんなの図書

館』 no. 453, 2015, p. 2-7. 

4) 佐藤聡子, 佐藤翔「公立図書館への指定管理者

制度導入時導入後の運営に地方公共団体関係者の

認識が与える影響」『同志社図書館情報学』 no. 29, 

2019, p. 61-89. 

5) 川喜田二郎『発想法: 創造性開発のために』 中

央公論社, 1970, 207p. 
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インターネットアーカイブ訴訟の表層と深層 :  

アメリカ著作権制度における権利者と大規模デジタル化組織との利害相克 

 

山本 順一（放送大学） 

e-mail: tamiyo1928@yahoo.co.jp 

   

抄 録 

コロナ・パンデミックに悩むアメリカで、2020 年 3 月 24 日、非営利法人インターネッ

トアーカイブは国家非常事態図書館プロジェクトを実施した。図書館所蔵の紙媒体書籍を

デジタル化した電子書籍へのアクセスを世界中に公開したのである。この取組みに対して、

アメリカの大手出版社 4 社はデジタル海賊版だとして、同年 6 月 1 日、ニューヨーク南部

地区連邦地裁に訴訟を提起した。紙媒体図書館資料のスキャニングについては、CDL とい

う理念に基づいている。CDL が大きな争点となるこの訴訟の端緒と背景を検討する。  

 

1.  はじめに： 大手出版社が非営利デジタルライ

ブラリーを訴えた！1 

2020年 6月 1日（月）、コロナ・パンデミックの最

中に、アシェット・ブック・グループ、ハーパーコリ

ンズ社、ワイリー社、ペンギン・ランダムハウス社の

アメリカの大手出版社 4 社は、当時常設の Open 

Library サイトを基盤として限時的に‘国家非常事

態図書館’（National Emergency Library、以下

‘NEL’）を運営していた非営利団体、インターネ

ットアーカイブ（Internet Archive、IA）を相手取り、

（大規模）著作権侵害を理由として、ニューヨーク

南部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起した2。 

 

2. 原告の訴状 

2.1 訴訟の原因と背景（ground of action） 

 原告アシェット・ブック・グループなど出版社 4社

は、裁判所に 53 ページの訴状3を提出している。

この訴状にあらわれた原告の主張から言い分（請

求原因）を適示することにしよう。 

 被告インターネットアーカイブは、その著作者と

出版社に対して何らの許諾を得ず、ロイヤリティの

支払いもせず、原告らの発行した印刷された著作

権の存続する書籍をスキャンし、それらを含めてイ

ンターネット上に小説、児童書、などあらゆるジャ

ンルの 130 万タイトル以上のデジタル海賊版

（digital piracy）をアップロードし、オープンライブラ

リー（Open Library）と称するサイトを公開し、意図

的、組織的な著作権侵害行為の産物を広くサイバ

ースペースに流通させている（通常の場合は、後

に言及する‘Controlled Digital Lending ’

（CDL）4と呼ばれるスキャンされた電子書籍ファイ

ルの貸出方式をとるが、NELでは CDL によらず

サーバへの同時アクセスを許容した）。被告は非

営利法人とされるが、その実態は前述の著作権侵

害行為から年間数百万ドルの収益をあげる、高度

に商業性を帯びた企業である。 

 被告は、いわゆる CDL という理屈をでっちあげ、

それを根拠として悪意ある大量著作権侵害を合理

化しようとしている。 

 2.2 請求の趣旨 

原告大手出版社が提出した訴状の末尾にあげ

られている裁判所に対する請求趣旨申立て

（prayer for relief）は、以下の 7 項目である。①

「ふだんの‘Open Library’業務が悪意の著作権

侵害を構成する」との宣言、②原告が権利を保有

する著作物を扱う業務に関する予備的および恒

久的差止めと違法な複製物の廃棄、③インターネ

ットアーカイブの侵害行為によって発生した被害

に対する法定損害賠償、あるいは④インターネッ

トアーカイブが原告の権利を違法に侵害すること

によって得た利益を賠償額とする、⑤原告に弁護

士費用を含む本訴訟の費用および経費の支払い

を認める、⑥損害賠償額全額に判決前利息と判

決後利息を付したものを認める、⑦裁判所が公正

かつ適切と考えるさらなる異なる救済を与えること。

そして、原告はすべての争点につき陪審裁判を

求めている。 

 ちなみに、この訴訟提起によって、インターネッ

トアーカイブが実施していたNELプログラムは、当

初の予定とされた 6月末日よりも 2週間早く、6月

16日に終結した。 
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3. 被告の答弁書 

 被告インターネットアーカイブは、連邦民事手続

規則に従い、訴状提出の日に裁判所から訴状受

領後 21 日以内に答弁書の提出を求められた。し

かるに、被告は 6月 25日付けで民事手続規則に

許されたさらに 28 日の猶予を求め、7 月 28 日に

26頁の答弁書を提出した。 

答弁書を埋める言葉の多くは、紋切型の陳腐な

応答にすぎない。「否認する」、「インターネットア

ーカイブとしては、この節に示される原告の主張

に対しては、それを認容するにも否認するにも、

十分な知識ないし情報を有していないし、原告主

張の基礎的事実に拠る限りにおいては原告の主

張を否認する」、そして「この節に記された（原告が

行う）申立てが（原告の立場からする一方的な）法

解釈による断定を述べている範囲においては、

（被告としては）それらに対しては応える必要を認

めない」、さらには「（被告の申立てに）応答を求め

られる程度においては、インターネットアーカイブ

は原告の申立てを否認する」。このような言葉で、

答弁書は埋め尽くされている。 

3.1 インターネットアーカイブの事業概要 

 インターネットアーカイブが提出した答弁書にお

いて、実のある応答をした部分をつなぎ、その事

業概要を確認しておこう。インターネットアーカイ

ブは、1996 年にブルースター・ケール（Brewster 

Kahle, 1960- ）によって創設され、この訴訟には

直接関係しないが過去のウェブページが検索で

きるWayback Machineや連邦議会図書館（LC）

所蔵のパブリックドメインにある資料のデジタル化

なども行ってきた。インターネットアーカイブは、最

近 10 年間にニューヨーク公共図書館など各地の

図書館の所蔵資料をデジタル化する業務を提供

し対価を得たり、利用者等も含む寄付、図書館サ

ービス技術法にもとづく連邦補助金、ケール/オ

ースチン財団を含む慈善団体その他諸機関から

の補助金、その他で総計 1 億ドルの収入を得た。

2017 年時点で保有する紙媒体資料をスキャンす

るために150人の職員を雇用し、2019年の関係資

料では400万冊以上の電子化書籍をオンラインで

公衆に提供しているとされ、年間50万冊の紙媒体

資料のデジタル化を目標にしているとある。インタ

ーネットアーカイブは、2006 年に「公刊されたす

べての書籍にアクセス可能とする単一のウェブペ

ージ」の提供を目標として、Open Libraryを開設

した。利用者は、（以下でふれる CDLルールに従

い、暗号化され DRM で保護されたファイルを）1

度に 10冊分まで、2週間‘借りる’ことができ、各種

情報端末で利用できる。 

 3.2 被告インターネットアーカイブの抗弁 

 原告訴状、被告答弁書を一瞥すれば、全面対決

の構図が鮮明である。被告インターネットアーカイ

ブが行う主要な抗弁は、その大規模デジタル化と

その CDLに依拠するアクセス提供が連邦著作権

法107条に定めるフェアユース（公正使用）に該当

すること、同法109条に定めるファーストセール・ド

クトリンの適用を受けること、および被告の業務は

プロバイダの責任を免責する同法512条⒞項にい

う安全港（safe harbor）にあたるということで、これ

からのポイントをめぐる原告被告のやりとりがこの

訴訟展開の焦点となる。 

 

4. 伏線はGoogle Books訴訟と大規模デジタル化

についての議論 

4.1  Google Books訴訟 

‘Google Books訴訟’5を覚えていられる人も少

なくないと思う。日本では、慶應義塾大学が

Google に協力し、同大学附属図書館が所蔵する

著作権の存続期間が徒過し、パブリックドメインに

繰り込まれている図書館資料の大規模スキャンを

行った。慶應だけでなく、ミシガン大学、ハーバー

ド大学、スタンフォード大学、オックスフォード大学

やニューヨーク公共図書館などが世界の主要な

図書館がパートナーとなって、図書館資料の大規

模デジタル化が行われた。そこでスキャンされた

図書館資料はパブリックドメインに限られなかった。

著作権が存続する資料のスキャンを著作権侵害

行為として、2005 年に全米作家協会（クラスアクシ

ョン）、全米出版社協会（差止請求）が Google を、

今回の事件と同様にニューヨーク南部地区連邦地

方裁判所に訴えた。Google と原告権利者側との

間で和解交渉が行われ、当初の被告が原告らに

総額 1億 2,500万ドルを支払うとの和解案に修正

が加えられたが、これは結局裁判所の拒否にあっ

た。2016年、11年に及んだGoogle Books訴訟に

ついての連邦最高裁の最終判断は、Google が行

った大規模デジタル化、データベースの作成、ス

ニペットによる検索サービスの提供等の行為はフ

ェアユースにあたるというものであった。また、別

訴でGoogleに協力し、ミシガン大学等が共同設置
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したHathiTrustが全米作家協会に訴えられたが、

その研究者等に対するスキャン資料へのアクセス

提供もまたフェアユースとされた。 

4.2 大規模デジタル化についての諸問題 

Google Books 訴訟の過程で著作権処理が困

難な多くの孤児作品（orphan works）の存在など

が明らかになり、また私的契約についての司法判

断の枠内で紙媒体図書館資料の民間企業による

大規模デジタル化の問題を処理することの妥当性

が問われる状況に至った。連邦憲法1章8条8項

が意識され、著作権にかかわる基本的政策は連

邦議会の立法権限に属し、司法判断にはなじまな

いと考えられたことが連邦最高裁の判決つながっ

た。その過程で連邦司法省と連携していた連邦議

会図書館著作権局は、2011 年 10 月、Legal Is-

sues in Mass Digitization: A Preliminary 

Analysis and Discussion Document6を公表し

た。この権利者側の事前許諾、定型的補償、公的

著作権情報管理機関（public repository）等にも

ふれている資料作成の中心人物が当時の著作権

局長 Maria A. Pallante（1964- ）で、現在は全

米出版社協会の会長兼最高経営責任者である。 

 Google Books 訴訟を通じて立法的解決を期待

された連邦議会がこれまでその責めを果たさずに

いた立法懈怠(けたい)がインターネットアーカイブ訴

訟を産んだといえなくもない。 

 

5. Controlled Digital Lending（CDL）という規範理念

とそれに対する利害対立 

5.1 CDLの理論構成 

原告出版社側が著作権侵害行為だと糾弾して

いるのは、インターネットアーカイブの大規模紙媒

体書籍スキャニングにほかならない。デジタル情

報通信技術が進展し電子書籍（eBooks）が主力

商品として市場に登場する前、20世紀までの紙媒

体書籍の貸出利用を射程におき、確実に図書館

資料として保存、次代に継承していくためには、

以前にはマイクロフィルムに変換していたが、現

在ではデジタル化が強く望まれる。 

 図書館が資料保存のために複製物 3 部を作成

できることを含め図書館サービスについては、連

邦著作権法 108条が定めている。また、ファースト

セール・ドクトリンを定める同法 109 条は、著作物

が化体された物理的媒体の所有者は自由にその

処分ができるとされており、資料の貸出のほか紙

媒体図書のスキャンもそこに含まれるとする。基本

的に、図書館側がこれら連邦著作権法 108 条、

109 条に、フェアユースを定めた 107 条を重ね合

わせて組みあがっているのが CDL という理論で

あり、2018年に A White Paper on Controlled 

Digital Lending of Library Books7に整理され、

賛同する24の組織団体と36人の個人の署名が付

されたPosition Statement on Controlled Dig-

ital Lending by Libraries 8が公表されている。 

 CDL を簡単に説明すれば、図書館の保有する

紙媒体資料をスキャンした電子書籍については、

紙媒体資料と同等の取扱いが許されるべきだとい

うものである。特定の同一紙媒体図書を 3 部所蔵

していれば、図書館はその1部をスキャンしDRM

を施したファイルをサーバにあげ、紙とデジタルを

併せて同時に 3 人の利用者にだけ貸出期間内で

アクセス利用を認める。インターネットアーカイブ

訴訟ではこの考え方を図書館実務が産み出した

法理として裁判所が承認するか否かが焦点とな

る。 

5.2 原告は「デジタルは紙と違う」 

連邦著作権局が 2001 年 8 月に公表した 

DMCA Section 104 Report 9は、「ファーストセ

ール・ドクトリンの適用は、地理的要因や書籍及び

アナログ著作物の段階的劣化等の要因から、オフ

ラインの世界に限定される」旨を述べており、原告

らの主張は見方によれば、これに尽きる。「デジタ

ル（電子書籍）は紙（の書籍）とは（本質的に）違う」

というのである10。また、連邦著作権法 106 条に定

められた著作権者が保有する排他的権利

（ exclusive rights ）に電子化権（ electronic 

rights）が含まれるはずだとの認識も伴っている。 

 出版社が電子書籍の利用を許諾する場合、市

販価格の3倍から5倍の図書館価格を押し付けた

り、ライセンス契約の有効期間を 2 年に限定したり、

52回の貸出に限定したりする振舞いの根拠はここ

にある。 

 

6. この訴訟の表層にあらわれたものと深層に隠

れているもの 

インターネットアーカイブ訴訟の表層にあらわ

れているものは、上記に述べたとおりである。その

深層に隠れ（され）ている‘真相’（本音）の一端に

言及しておきたい。 

2020年 3月のアメリカの書籍の売上げは、前年
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の3月と比較して8.4%の6億6700万ドルに激減し

ている11。また、米作家協会（AG）が公表したところ

によれば、会員メンバーの年収の中央値は 2007

年の 12,850ドルから 2017年は 47％の 6,080ドル

へと激減している12。近年、市民生活の構造は激

変し、本は買って読まない、買って読めないので

ある。また、「一般小説の売上げの 80％は出版後

3 か月に発生する」13という事実に変化はないよう

に思える。ロングセラーは少なく、現在のベストセ

ラーのような売上げが期待できない過去に紙の書

籍として発行した出版社のビジネスとその著作者

に対して、あらためて遡及的にデジタル化を期待

するのは困難で、現実には経済動機で過去の紙

の本が電子書籍として再出版されることはまずあり

えない。 

2018 年に CDL に関する白書と声明とが公表さ

れたのに対し、2019 年 2 月に全米作家組合

（National Writers Union）をはじめとする 25の著作

者の組織団体は、CDL の不当性を詳細に論じた 

“FAQ on Controlled Digital Lending（CDL） 

February 2019”14と、これには全米出版社協会も

加わっているが、An appeal to readers and li-

brarians from the victims of CDL15を公表して

いる。後者には「たとえライブラリアン、アーキビス

ト、および読者が最善の意図をもって行動してい

るとしても、書籍の著者たちにどのように大きな害

を与えているか理解してほしい」とある。 

 

7. むすび 

インターネットアーカイブ訴訟では、原告ら出版

社が被告の大規模紙媒体資料スキャンに対して

予備的差止命令（preliminary injunction）を求めて

いるが、裁判所としてはにわかには判断できない

ように思える。アメリカの図書館実務では、全米各

地で研究図書館などで大規模スキャンが続けられ

既成事実が積みあがるなかで、この訴訟は長期に

わたり継続されるであろう。 

 19 世紀に発展した土木技術とそれを化体した土

木重機がスエズ運河、パナマ運河を完成させ、日

本では信濃川や利根川の改修を実現させ16、世界

と国内の大規模土木工事（mass civil engineering 

works）が人間社会の便益と安全を高めたように、

20 世紀末から進化を続けるデジタル情報通信技

術に支えられた大規模デジタル化作業（mass dig-

itization）が人類の知識獲得と研究活動を容易な

ものとする文献情報世界の構造的変革につなが

ることを期待したい。 

 

註（ホームページのURLは 2020年 8月 26日に確認。） 

 
1 この事件は多くのメディアで報道されている。国立国
会図書館のサイト、「カレントアウェアネス・ポータル」

（2020.06.03）にも記事が掲載されている。

<https://current.ndl.go.jp/node/41125> 
2 この訴訟の具体的な進行状況は、次のサイトで確認で
きる。 

<https://www.courtlistener.com/docket/17211300/hachette-book-group
-inc-v-internet-archive/> 

  この予稿執筆段階では、2020年 8月 13日、連邦地裁

は両当事者に対して8月28日までに連邦民事手続規則

26条(f)項に定めるディスカバリー（証拠等開示手続）

請求書の提出を命じたところまでフォローできた。 
3<https://publishers.org/wp-content/uploads/2020/06/Filed-Complaint.

pdf> 
4 「規整されたデジタル貸出」との訳語を使用したこと
もあるが、ここでは見出し語のほかは、以下アメリカ

の図書館界などでもよく使われる‘CDL’という略称

を使用する。 
5 Google Books訴訟については、インターネット上に

も多くの関係情報が存在する。邦語で読める便利な文

献に『Google Books裁判資料の分析とその評価：ナシ

ョナルアーカイブはどう創られるか』（松田政行編/増

田雅史著、商事法務、2016）がある。 
6<https://www.copyright.gov/docs/massdigitization/USCOMassDigitiz

ation_October2011.pdf> 
7  Written by David R. Hansen and Kyle K. Court 

ney. 
 < https://controlleddigitallending.org/whitepaper> 
8<https://controlleddigitallending.org/sites/default/files/statement.pdf> 
9<https://www.copyright.gov/reports/studies/dmca/sec-104-report-vol-

1.pdf> 
10 Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc., 934 F. Supp. 

2d 640 (S.D.N.Y. 2013)は、適法に購入したデジタル音

楽ファイルをReDigi社の提供する中古売買仲介サイ

トを通じて再販売することにファーストセール・ドク

トリンの適用は認められないとしている。 
11<https://www.nytimes.com/2020/05/19/books/coronavirus-book-sal

es-march-2020.html> 
12<https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2019/01/09/u-s-author

s-have-suffered-a-drastic-decline-in-earnings-infographic/#7113139
6655e> 

13ミケーレ・ボルドリン、デヴィッド・K・レヴァイン『＜反＞知

的独占：特許と著作権の経済学』NTT出版、2010、

pp.198-199． 
14<https://nwu.org/wp-content/uploads/2019/08/CDL-FAQ-15AUG20

19-v104.pdf> 
15<https://nwu.org/wp-content/uploads/2019/08/CDL-Appeal-15AUG

2019-v104.pdf> 
16  たとえば、大熊孝『洪水と治水の河川史：水害の制
圧から受容へ』平凡社、1988の「第４章 近代技術の

登場と水害への対応の変化」（pp.139 -228）を参照。 
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